


図画・ポスターコンクール
歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクールは，昭和52年から日本学校歯科医会で

主催するようになり，今年で34年目を迎えます。次の世代を担う小学校・中学校の児童生
徒に対して，口腔保健に関する認識を高める目的をもって実施してきました。
平成22年10月4日に行われた審査委員会では，応募総数150点（小学校低学年53点，

小学校高学年52点，中学校45点）の中から，特に優れている作品として各部門よりそれ
ぞれ３点，計９点を選出し，そのうち最も優れた作品（小学校の部，中学校の部各１点の計
２点）を最優秀賞としました。残りの７作品は優秀賞として，141作品は佳作としてそれ
ぞれ表彰されます（入選者一覧：本号蜷Ｐ83）。また，最優秀賞に選ばれた新潟県佐渡市
立小倉小学校４年半田拓斗さん（小学校の部），徳島県阿南市立阿南第二中学校３年吉積惟
代さん（中学校の部）の作品には文部科学大臣賞が付与されます。
最優秀賞および優秀賞に輝いた９点の作品は本号グラビアで紹介しておりますので，審査

委員長のＯ ＪＵＮ先生による画評，受賞者のことばと共に是非ご覧ください。
応募された各学校・児童生徒はじめ関係者の方々に心から謝意を表します。

総 評

「歯・口の健康に関する図画・ポスターコン
クール」の審査をさせていただくようになって
今年で４回目になる。毎年ここに集ってくる絵
画作品は内容がコンクールのテーマにかなった
ものでありながら，私は，あらためて小・中学
生の表現力，想像力がいかに多様で豊かである
かを思い知らされるのである。そのようななか
で，私は自分自身の作品審査の時の絵の見方や
審査基準が少しずつ変化してきたことに気付き
始めている。回を重ねる毎に，コンクールの主
旨をよくわきまえて描かれているモノよりも，
「絵」そのものの面白さや奥深さに届いている
モノを探し出しているのである。この数年の間
でも，全国から寄せられてくる個々の作品が，
それぞれある「物語性」を帯びる傾向が強く
なっているように思え，私はその“物語”に反
応しているのだ。それは，この時代のなかで見
て，触れて，感覚する彼らの心身から発せられ
る言葉であって，そこから紡ぎ出された物語＝

イメージは，例えばこのコンクールの目的や，
私たちの意図を易々と超えてしまう。時代や社
会の変化が成長期にある若い人たちの身体にも
及んで変化を促すとしたら，彼らの「絵」の中
から“何が変わったのか？何が変わろうとして
いるのか？”を読み解くこともまた大切なこと
ではないだろうか。

審査風景：（左より）川本常務理事，森 良一副委員長（文科省）、
金森副会長兼専務理事，Ｏ ＪＵＮ委員長

審査委員長　東京藝術大学美術学部絵画科（油画）准教授 O JUN
略歴：東京藝術大学美術学部絵画科（油画）准教授。東京藝術大学美術学部油画科卒業，同大学大学院美

術研究科油画専攻修士課程修了。子どもの絵画教室の経験もあり，これまでにも本コンクール審査
委員としてご参加いただいている。
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最優秀賞－－文部科学大臣賞－－

新潟県　佐渡市立小倉小学校　4年

半田拓斗さん

小学校の部

受賞者のことば
動物は，歯がだめになるとじゅ命だと聞きました。ぼくは，歯みがきしないで，どうやって歯を守っているのか，ふし

ぎに思います。
大昔のきょうりゅうティラノサウルスは，大きくてするどい歯をもっています。自分より大きいきょうりゅうを食べて

ばっかりなので，歯を守るのに苦ろうしたと思います。
ぼくは，きょうりゅうの中で一番かっこよくて，大好きなティラノサウルスが，歯みがきをしているところをかきました。
目を赤くして，うろこの一枚一枚をていねいにぬりました。強くてカラフルなティラノサウルスになったと思います。

画評（O JUN先生より）
グイっと力強く引かれた線，アウトラインを見ていると目がドライブする。大きなカーブ，ジグザグ，胸の

すくような直線を走る。次々と変わる景色に見とれながら戻ってみたら，なんと恐竜の体を一周していた･･･！
「歯を守らなきゃ」と開けた恐竜の鋭い歯のモノ凄さからこの身を守らなきゃ！！もう一人の審査員の方から
「ステンドグラスのような絵だ！」と感嘆の声。まさに。力強さと美しさががっぷり四つの超ド迫力の一枚！
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最優秀賞－－文部科学大臣賞－－

徳島県　阿南市立阿南第二中学校　３年

吉積惟代さん

中学校の部

受賞者のことば
この絵を描くときに私が一番力を入れて頑張ったのは，全体の構図です。美術の先生

と何度も話し合いながら，ギリギリまで考えました。色塗りでは，絵が暗い雰囲気にな
らないようにたくさんの色を使おうと思い，服などの色使いに気を付けました。
この絵を見て下さった方に，少しでも歯と口の健康に興味を持ってもらえたらうれし

いです。

画評（O JUN先生より）
たくさんの作品の中でこの1枚は最初から目をひいた。際立っていた。理由はこの絵の

描写力だ。実はポスター等見る人の注意を瞬時にして喚起させる目的のものには，この
ような写実性は不向きなのだ。にも関わらず私はこの絵を評価する。なぜか？この絵の
少女が80歳までこの絵のレアリティでピカピカで丈夫な歯を残したとしたら･･･！考えた
だけでもオソロシイ･･･！そんなことを想像させてしまうこの絵の「力」に私がヤラレタ
からだ。
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優　　　秀　　　賞

山口県　下関市立川中小学校　１年
曽根万菜莉さん

大きく開けた口！白く丈夫な歯が並んでいる。
顔のまわりには果物やお菓子のパレードだ。イ
チゴにメロン，ブドウやスイカ，キウイもある
ぞ。ドーナツ，ケーキ，チョコレート，全部残
さず食べたいね。そうか！そのためにしっかり
歯をみがかなきゃ邇

北海道　新ひだか町立延出小学校　３年
幌村真紀さん

明るい絵だ。色彩も透明感があって美しい。が，
しかし，この絵は“不思議”に満ちている。ウ
サギやクマは歯をみがくのか？！カエルや鳥は
コップを持てるのか？！文字の背中に果物や魚
や野菜が隠れている？これでもか，というくら
い実にシュールだ。

三重県　伊勢市立明倫小学校　２年
福永雄斗さん

ここは歯医者さんだ。“はい，口を開けて！”先
生は女医さんかな？わるい歯一本も見逃さない
ぞという目で調べている。口の中をのぞかれて
いるのは僕でもあるし，君かもしれない。おっ
かなびっくり緊張の一瞬だ。二人の目が物語る。
この絵にはドラマがある。

小学校・低学年の部小学校・低学年の部

＊画評はＯ ＪＵＮ先生によるものです。

＊＊入賞作品の展示について＊＊
平 成 22年 度
「歯・口の健
康に関する図
画・ポスター
コンクール」
で最優秀賞お
よび優秀賞を
受賞した９作
品は、平成22
年 10月 28・
29日に茨城県
で開催された
第74回全国学

校歯科保健研究大会で展示され、多くの方
が足を止めてご鑑賞されました。
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優　　　秀　　　賞

中学校の部中学校の部

小学校・高学年の部小学校・高学年の部

山梨県　山梨県立ろう学校　５年
渡邊大士さん

この口の中をのぞいてみたまえ。これはまるで
未知の世界の入口のようではないか！入口に並
ぶ白い歯は門柱のようだ。君も僕も猫もシャク
シもみんな口の中はアナザ・ワールドだ。口の
外も奇妙な生物であふれかえっている。この絵
は，イメージの底を抜いたんだ！

静岡県　周智郡森町立森小学校　６年
鈴木美森さん

歯みがきの様子を一枚の写真にするというアイ
デアはとてもユニーク！その一枚一枚の写真の
配置，重ね具合など絶妙だ。ただ脱帽･･･！ワタ
シも試しに歯をみがきながらこの絵のように
笑ってみた。笑えなかった･･･。この絵の作者は
静岡の人だ。静岡の人は器用だな。

大阪市　大阪市立昭和中学校　１年
荻須　俊さん

この絵は実に様々な工夫や仕掛けが施されている。絵
文字や言葉遊び。一本の歯にはなんと！卵のカラでモ
ザイクのように見せている。いろいろなことをやってい
るのにウルサクならないのは，絵に「品」があるからだ。
形，色彩，筆遣い，それぞれが「分」をわきまえてい
る。「分」が「品」を生み出している。

名古屋市　名古屋市立植田中学校　２年
玉村美沙子さん

熱い絵だ。直球どまん中って感じ。人や猫が歯をムキ
出すのはわかるが，ヒマワリ？も･･･？なんてことはこ
の際どーでもよい。絵の嘘は心の真実だ。画面の隅々
まで目と手を行き届かせている。「歯」の文字の中に描
き込まれた歯の絵は感動を超えてコワイ･･･！だが，こ
の過剰が新たな感動を呼ぶ。ナイスファイ邇

＊画評はＯ ＪＵＮ先生によるものです。
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日本歯科医師会の主催による歯・口の健康啓発標語コンクールは，小学校１年生から
中学校３年生までを対象に毎年行われています。
日本学校歯科医会は，このコンクールのため，歯科保健の更なる普及向上に寄与する

ユニークな作品を各加盟団体から募集し，審査員を派遣しています。
本年度の応募総数は37点で，10月20日に厳正な審査が行われ，山梨県南アルプス市立

白根巨摩中学校２年米山莉奈さんの作品が最優秀賞に選ばれました（入選者一覧：本号
蜷Ｐ84）。
最優秀賞に輝いた標語は，皆様におなじみの「歯の衛生週間」のポスターに使用され

ます。来年度の「歯の衛生週間」にさきがけて，どうぞご覧ください。
応募された各学校・児童生徒はじめ関係者の方々に心から謝意を表します。

歯・口の健康啓発標語コンクール

みがこうよ　未来へ繋げる　じょうぶな歯

山梨県　南アルプス市立白根巨摩中学校　2年

米山莉奈さん

最優秀賞
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グラビア 平成２２年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 1

平成２２年度 歯・口の健康啓発標語コンクール 6

巻 頭 言 （社）日本学校歯科医会 会長 中田 郁平 9

学校保健安全法における学校歯科医の役割
―第６０回全国学校歯科医協議会 シンポジストに聞く―

● 学識者の立場から 戸田芳雄 12 安井利一 21

● 学校現場の立場から 野村圭介 26 山田房枝 33

「CO（要精検）」の見解の整理について

● 執行部の立場から 柘植紳平 ● 学識者の立場から 安井利一

広島県 睡眠障害～いびき・睡眠時無呼吸症候群への学校歯科保健の関わり～

広島県 学校歯科医 小谷博夫

学校歯科医に望むこと

品川区保健所荏原保健センター 保健事業係主査（歯科衛生士） 島袋裕子

第７４回全国学校歯科保健研究大会

■要項・趣旨・全体構想 56

■事後抄録（記念講演・シンポジウム・領域別研究協議会）

■記念講演 岡崎好秀 60

■シンポジウム 座長 黒田敬之 61

■保育所（園）・幼稚園部会 座長 藤居正博 基調講演 安井利一 62

■小学校部会 座長 柘植紳平 基調講演 赤坂守人 64

■中学校部会 座長 杉原瑛治 基調講演 福田雅臣 66

■高等学校部会 座長 川本 強 基調講演 戸田芳雄 68

■特別支援教育部会 座長 赤井淳二 基調講演 岩井雄一 70

●ご存知ですか？ 学校現場の学校歯科保健教材 72

●生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究事業たよりVOL．４ 74

●平成２２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール入選者一覧 83

●平成２２年度歯・口の健康啓発標語コンクール入選作品一覧 84

●出版物案内 54 編集後記 85
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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２２年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
入選作品より 滝口莉菜さん（高知県・小１）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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暦のうえでは大寒を過ぎたものの，各地で大雪のニュースが聞か
れまだまだ寒さ厳しい日が続く中，会員各位におかれましてはご健
勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。また平素からの本会事
業推進へのご理解とご協力に心より御礼申し上げる次第です。
さて，日本学校歯科医会のさらなる発展と学校歯科保健のますま

すの普及向上のために，「公益的教育活動の充実と展開」「学校歯科
医生涯研修制度の充実」「会員各位，教育関係者のための有益な情
報収集と発信」「加盟団体，日本歯科医師会とのさらなる連携強化」
を掲げ，会員各位の多くのご支援により会長職に就任いたし早二年
が経過しようとしています。就任にあたり，役員・委員数の見直し
などを行い会務運営の効率化に努力するとともに，事業において
も，従前からの全国学校歯科保健研究大会や全国の都道府県・指定
都市教育委員会と連携した「生活習慣病予防等を目指した歯・口の
健康つくり調査研究事業」の実施などを進め，委員会活動では「学
校給食へのかかわり」，「学校におけるフッ化物応用について」など
様々な課題について検討をいただき，まもなく答申書や刊行物が完
成いたします。就任と時を同じく施行した「学校歯科医生涯研修制
度」の基礎研修会は，加盟団体各位の多大なご協力のもとほぼ全国
で開催いただき，受講者も１２，０００名余りとなったところです。基礎
研修で培った学校歯科保健の基礎をアドバンスし，より実践的内容
について習得するような専門研修の構築に向けて現在努力しており
ます。また，改正された学校保健安全法についても全国学校歯科医
協議会をシンポジウム形式で行い，そのテーマに取り上げたところ
です。
今回，皆様にお届けする会誌１０７号では，このシンポジウムにか

かわっていただいた方々から学校保健安全法における学校歯科医の
役割についてご寄稿いただいたものを特集しております。また，昨
年１０月に茨城県歯科医師会のご尽力で開催いただいた第７４回学校歯
科保健研究大会についても，シンポジスト，領域別協議会の座長，
基調講演者の方々の事後抄録を掲載いたしましたので，皆様の学校
歯科保健活動の一助になるものと存じます。
結びになりましたが，「平成２２年度歯・口の健康に関する図画ポ

スターコンクール」ならびに「平成２２年度歯・口の健康啓発標語コ
ンクール」において表彰を受けられた児童生徒の皆様にお祝いを申
し上げますとともに，現執行部の残りの任期を役員一丸となり，会
員各位，そして社会の要請に対応しながら会務運営に当たり，次期
につなげてまいりたいと存じますので，皆様の一層のご理解とご協
力をお願い申し上げ，巻頭のご挨拶に代えさせていただきます。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 中田 郁平

さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に

今
す
べ
き
こ
と
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特集

学識者の立場から

総 論 学校保健安全法における学校歯科医の役割
～キーワードは，「連携」そして「安全」～
戸田芳雄 東京女子体育大学 体育学部体育学科 教授

各 論 学校保健安全法における学校歯科医の役割
─学識の視点から─
安井利一 明海大学 学長

学校現場の立場から

学校歯科医 保健管理と安全への体制づくりと連携をめざして
─学校歯科医の視点から─

野村圭介 高知県高知市立西部中学校 学校歯科医
社団法人日本学校歯科医会 理事

養護教諭 法改正による学校現場への影響とその対応
～学校歯科医との関わり～
山田房枝 群馬県立前橋工業高等学校 養護教諭

学校保健安全法における
学校歯科医の役割
―第６０回全国学校歯科医協議会 シンポジストに聞く―



特 集
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学校教育が国の根幹を支える大きな柱の一つであることは言うま
でもありませんが，その基本理念といったものは数々の変遷を遂げ
て今日に至っています。
平成１８年に教育基本法が半世紀ぶりに改正され，それを受ける形

で「ゆとり教育」の見直しがなされ，平成２０年には中央教育審議会
の答申でその方針が示されました。学校保健についても，この答申
の「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するために学校
全体としての取組を進めるための方策について」の中で，学校保健
を担当する教職員について体制の整備や取り組みの方向性が示され
ています。
また，時を同じくして学校保健法が「学校保健安全法」に名称が

変わるとともにその中身も見直されることとなり，学校保健安全法
施行規則の中でも，われわれ学校歯科医に関わる健康相談や保健指
導についての職務の規定が明確化され，学校保健に学校歯科医がよ
り積極的に参画することが望まれるようになりました。さらには，
学校だけに留まらず地域の関係医療機関との連携が明記され，歯科
医師会やかかりつけ歯科医との連携がこれからの学校保健活動に必
須であることが明確になってきました。

平成２２年１１月１８日に群馬県で行われた第６０回全国学校歯科医協議
会（主催：群馬県学校歯科医会，共催：社団法人日本学校歯科医
会）では，この学校保健安全法の改正により学校歯科医の役割がど
のように変わったか，また，新しい法律の下で学校歯科医はどんな
取り組みをするべきなのかについてシンポジウムを行い，シンポジ
ストの先生方を中心に議論を深めていただきました。
そこで，今回の特集でもこのテーマを取り上げ，誌上において，

シンポジストそれぞれのお立場からご意見あるいは取り組みといっ
たものを述べていただき，改めて学校歯科医の役割について考える
ことにいたしました。
まず総論として，法律の改正点や実務上の留意点などについて，

東京女子体育大学教授の戸田芳雄先生に解説いただき，各論として
法改正の背景と学校歯科医の役割の変化を明海大学学長の安井利一
先生に述べていただきます。また，高知市立西部中学校の学校歯科
医である日本学校歯科医会の野村圭介理事と群馬県立前橋工業高等
学校養護教諭の山田房枝先生からは，学校現場での具体的な事例や
取り組みについてご報告いただき，今後，学校歯科医がどのような
役割を果たしていくべきかを考えてみたいと思います。
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1.はじめに
学校保健安全法と
学校歯科医の役割について

平成２０年６月，約半世紀ぶりに学校保健法が大幅
に改正され，「学校保健安全法」が成立（２１年４月
より施行）した。この半世紀の社会や子どもの健
康・安全を巡る状況の変化に鑑み，子どもの健康の
保持増進を図り，様々な危険から子どもの安全を図
ることは，学校教育活動はもとより，家庭や地域に
おける様々な活動の前提となるものであり，学校を
含めた社会全体で取り組むことが一層重要となりつ
つあることを反映したものである。
改正の内容は，大まかに言うと①学校の設置者の
責務及び国・地方公共団体の責務の明示，②学校に
おける環境衛生の保持・改善，③学校内外における
連携を図った保健活動の推進，そして，④計画的か
つ校内外の関係者が連携協力した安全確保及び安全
指導の充実である。本稿では，学校保健安全法改正
の概要と学習指導要領等の近年の歯科保健を含む健
康教育の改善との関わりから，学校歯科医の役割に

ついて概説する。キーワードは，一口で言うと「連
携」と「安全」である。
「連携」に関連しては，学校保健安全法第９条及び
第１０条において，養護教諭その他の職員は，連携し
て児童生徒等の心身の状況を把握，必要な指導等を
実施すること，また，学校で健康相談，保健指導，
救急処置等を行う際には，地域の医療機関等と連携
することを規定している。
また，「安全」に関連しては，学校保健安全法第

三章（第２６条～第３０条）において，学校は，児童生
徒等の安全の確保を図るため，施設設備の安全点
検，児童生徒等への通学を含めた学校生活等の安全
に関する指導等を実施するとしており，そのため，
総合的な学校安全計画及び危険等発生時の対処要領
を作成したり，事故等により児童生徒等に危害が生
じた場合の児童生徒や関係者の心身の健康の回復の
ための必要な支援を実施したりすることを規定して
いる。また，保護者，地域の警察署，安全確保活動
を行う団体，住民等と連携を行うことも示されてい
る。

学識者の立場から
総 論

学校保健安全法における
学校歯科医の役割
～キーワードは，「連携」そして「安全」～
戸田芳雄 東京女子体育大学 体育学部体育学科 教授

平成２０年６月，約半世紀ぶりに学校保健法が大幅に改正され，「学校保健安全法」
が成立（２１年４月より施行）した。この半世紀の社会や子どもの健康・安全を巡る状況の変
化に鑑み，子どもの健康の保持増進を図り，様々な危険から子どもの安全を図ることは，学
校教育活動はもとより，家庭や地域における様々な活動の前提となるものであり，学校を含
めた社会全体で取り組むことが一層重要となりつつあることを反映したものである。
改正の内容は，①学校の設置者の責務及び国・地方公共団体の責務の明示，②学校におけ

る環境衛生の保持・改善，③学校内外における連携を図った保健活動の推進，④計画的かつ
校内外の関係者が連携協力した安全確保及び安全指導の充実である。今般の学校保健安全法
改正の趣旨・内容等を受けると，これからの学校歯科医の役割は，「連携」と「安全」を
キーワードに，歯科保健を含む健康教育さらには学校教育全般の課題解決や取組の改善に専
門的な立場と学校の非常勤の特別職員として幅広くかつ積極的に関わることが期待されてい
る。

要約
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2.心身の健康を推進し，子どもの
自律的な健康つくりを支援する
学校づくりを目指す

3.ヘルスプロモーションの考え方を
理解し，子どもに的確な思考・判断を
基盤とした実践力の育成を目指す

近年，子どもの体力低下，様々な健康問題，事
件・事故災害による被害などが深刻化している中，
子どもの健康安全の維持や確保，心身ともに健康で
活力ある子どもを育成することが，一層重要となっ
ている。そのような状況の中で，平成２１年度より学
校保健安全法が施行されるとともに，平成２０年，２１
年に新学習指導要領が公示され，平成２３年度から全
面的な実施に入る。
歯・口の健康つくりは，新学習指導要領等の趣旨
や内容を受け，（正確に言うと先駆けて）歯・口の
健康つくりを中核として，子どもの自律的な健康つ
くりのための能力や態度の育成を図るとともに，学
校での健康の推進（支援）に必要な体制づくりや環
境の改善に努め，学校そのものを健康的な（子ども
の心身の健康つくりに配慮された，あるいは，支援
できる）場とすることを目指している。WHOで提
唱しているヘルスプロモーティングスクールなどに
も通じるもので，日本では従前から学校，家庭，地
域が一体となって子どもの健康教育や必要な支援に
力を入れている。昨今の子どもを取り巻く状況や実
態等から，一層その必要性が高まっていると言え
る。
学校健康教育のねらいは，教育を通して，幼児児
童生徒（以下，子どもという）が，自分の健康状態
に関心を持ち，発達段階に応じて，健康上の課題を
自分で考え，解決（改善）できるような資質や能力
即ち健康を保持増進するための実践力を身に付ける
ことができるようにすることにある。言い換える
と，子ども自らが，学習によって健康の大切さに気
付き，環境や生活行動を主体的に改善し，他律的な
健康管理から徐々に自律的な健康づくりができるよ
うにし，健康な生活を実現していくことにある。
しかしながら，近年，食を初めとして基本的な生
活習慣の未確立，後を絶たない問題行動，規範意識
や体力の低下など子どもや教育をめぐる社会状況に
は深刻なものがあり，心身の健康についても取り組
むべき課題は深刻かつ多様になってきている。この
ような中で，中央教育審議会答申（平成２０年１月）
でも，「確かな学力」や「豊かな心」の基盤づくり

の側面から調和の取れた取組が重要と位置づけ，「健
やかな体の育成」すなわち体力つくりや学校健康教
育の一層の充実が求められている（図１）。歯・口
の健康つくりは，そのための入り口であり，中核で
あることを改めて強調したい。学校歯科医は，その
ことを教職員や保護者等に専門的な立場から啓発
し，保健主事や養護教諭と連携し，推進することが
期待されている。

WHO（世界保健機関）は，世界保健憲章（１９４６
年）で，健康を，「単に病気や虚弱でないというだ
けでなく，身体的，精神的及び社会的に完全に良好
な状態である。」と定義している。さらに，アル
マ・アタ宣言（１９７８年）において，「国が提供する
保健サービスと個人，家庭及び地域住民の積極的な
参加によって，世界中の人々が社会的，経済的に生
産的な生活ができる生活水準の達成を目指すこと」
を宣言している。続いて，ヘルスプロモーションに
関するオタワ憲章（１９８６年）において，ヘルスプロ
モーションの理念を提唱し，２００５年のバンコク憲章
で一部修正されている。
具体的には，「ヘルスプロモーションとは，人々
が自らの健康とその決定要因をコントロールし，改
善することができるようにするプロセスである。身
体的，精神的，社会的に完全に良好な状態に到達す
るためには，個人や集団が望みを確認・実現し，
ニーズを満たし，環境を改善し，環境に対処するこ

図１

生きる力 ＊バランスよく総合的に!

確かな学力 豊かな心

健やかな体（健康・安全・食・体力）
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4.学習指導要領に基づいて健康教育を
充実し，生きる力をはぐくむ

とができなければならない。それ故，健康は，生き
る目的ではなく，毎日の生活の資源である。健康
は，身体的な能力であると同時に，社会的・個人的
資源であることを強調する積極的な概念なのであ
る。それ故，ヘルスプロモーションは，保健部門だ
けの責任にとどまらず，健康なライフスタイルをこ
えて，well-being（生き方や在り方，生き甲斐等の
意）にもかかわるのである」としている。
このような健康観（ヘルスプロモーションの理
念）を子どもにはぐくみ，発育段階や実態に応じて
具現化できるような実践力を育成することが必要で
ある。言い換えると，健康は人生や生活にとって大
切なもので，それは，自分自身の生活習慣や生活行
動を改善し，環境に積極的に働きかけ，より良くつ
くりかえるなど不断の努力によって得られるという
ことを学習や体験を通して理解し，健康に良い行動
を実践し，生活の質（Quality of Life）を向上させ
ることができるようにすることを目指している（図
２）。そのためには，学校歯科医が積極的に啓発に
努め，学校や家庭，地域においては，それが可能と
なるような体制づくりや環境の改善などの具体的な
支援が必要である。

１）学習指導要領総則の趣旨や内容を理解し，教育
課程に位置づける。
学校における健康教育は，学校保健，学校安全及
び学校給食や食に関する指導を包括したものであ
り，それらが相互に関連し，管理と表裏一体として
進められるものであり，これらの指導に学校歯科医
の積極的な参画が求められている。小学校，中学校
学習指導要領の総則「体育・健康に関する指導」の
項で，体力の向上と合わせてその基本方針が示され
ている（傍線部分は，平成２０年３月改正追加部分）。

学校における体育・健康に関する指導は，児童
（生徒）の発達の段階を考慮して，学校の教育活
動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学
校における食育の推進並びに体力の向上に関する
指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増
進に関する指導については，体育（保健体育）科

の時間はもとより，家庭（技術・家庭）科，特別
活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切
に行うよう努めることとする。また，それらの指
導を通して，家庭や地域社会との連携を図りなが
ら，日常生活において適切な体育・健康に関する
活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活
力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮
しなければならない。

総則にも述べられている通り，学校における健康
に関する指導（健康教育）は，学校保健，学校安
全，学校給食を含む食育等に関する指導を包括した
ものであり，それらの管理と表裏一体として進めら
れるものである。それらを表すと，概ね次のような
構造となる（図３）。
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会
の「健やかな体をはぐくむ教育の在り方に関する専
門部会」で検討を進め，平成１７年７月２７日にそれま
での審議の状況についてまとめている。その中にお
いて，「保健」（健康教育に共通する）の項で「すべ
ての子どもたちが身に付けるべきもの（目的）」に
関する検討の４つの視点として，
① 「自他の命を大切にする」という視点

② 次の世代につながる教育という視点

③ 情報を収集し正しく理解し判断する力を育成

していくという視点

④ 知識を行動に結び付ける力を育成していくと

いう視点

が明確にされている。特に，③，④については，思
考・判断及び表現の能力を育成するために今回の改

島内憲夫１９８７／島内憲夫・助友裕子・高村美奈子２００４（改編）

図２ ヘルスプロモーション活動の概念図
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5.基本となる教育課程改善の方向を
踏まえ，健康教育の質的向上を目指す

訂で重視している，知識の習得，知識の活用の視点
と一致していると言える。

① 益々重要となる「生きる力」の育成
学校教育の果たすべき役割を考えたとき，基礎・
基本を徹底し，自ら学び自ら考える力などを育成す
ることにより，「確かな学力」をはぐくみ，「豊かな
人間性」やたくましく生きるための健康や体力など
も含め，どのように社会が変化しても必要なものと
なる「生きる力」の内容として，知識習得，習得し
た知識の活用，さらには，探求し，実社会や生活で
実践できる力を育成することがますます重要となっ
てきている。
② 益々重要となる家庭の役割の明確化と家庭・地
域と学校との連携
学力の向上をはじめ子どもの健全な育成のために
は，睡眠時間の確保，食生活の改善，家族のふれあ
いの時間の確保など，生活習慣の改善が不可欠であ
る。子どもの育成の第一義的責任は家庭にあり，教
育における保護者の責任を明確化することが必要で
ある。
他方，今日，朝食をとっていない子どもの問題な
ど，家庭や地域の教育力が不十分な現状，あるいは
今後更にそれらの教育力が低下する懸念，格差拡大

の懸念などを背景として，各学校において，学校保
健会等での学校と家庭，地域との役割分担や緊密な
連携の在り方を検討し，実践することが一層重要と
なっている。
特に，心と体の育成については，家庭教育の自覚
が強く求められ，「早寝，早起き，朝ごはん」と
いった提案を出発点として，家庭教育の充実を具体
的に進めたり，学校外の人材（地域の人材や専門家
など）が，地域の子どもの健康教育や学校教育に積
極的に参画することが求められる。
家庭や地域における子どもの実態に目を向けたと
き，本来，家庭が一義的な責任を負うべき問題につ
いても，教育機関としての学校，教育者としての教
師が，その補完的な機能を果たしている，また果た
さざるを得ない現状がある。社会や行政は，こうし
た現実を直視し，必要な協力や支援を行うことが求
められている。
③ 健康教育で育成すべき資質・能力とは
ア．健康や安全に関する情報を正しく判断し，知
識を健康管理のための行動に結び付けることが
できるような資質や能力を身に付けることが重
要である。
イ．健康の保持・増進や基本的な生活習慣の確立
に関する手立てを考え，状況に応じた対処方法
や病気の予防手段を探し，医薬品等について知
ろうとする心身の健康に関する関心・意欲・態
度，環境悪化予防・改善活動に取り組もうとす

図３ 学校健康教育のイメージ（戸田芳雄 H２１．４修正）
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6.改正された学校保健安全法等に
基づいた保健・安全管理等を行う

7.学校健康教育は，学校，家庭，地域
社会みんなの力で進める（図４）

る環境と健康に関する関心・意欲・態度，危険
予測・危険回避や自他の安全への配慮など安全
に関する関心・意欲・態度を身に付けることが
必要である。

④ このような教育を通して，健康の大切さを認識
し，生涯を通じて自らの健康つくりに取り組む意
欲や態度を身に付けることが重要である。

社会の状況やライフスタイルの変化等により，子
どもの心の健康や生活習慣にかかわる問題，子ども
の犯罪被害や学校管理下の事故の多発など，子ども
の健康・安全に関する課題が指摘されている。その
ような状況を改善するため，学校保健法が改正さ
れ，平成２１年４月から《学校保健安全法》が施行さ
れることとなった。学校における健康・安全に係る
指導の充実により，子どもの知識や対応力を培い，
健康・安全な学校環境を確保することが主なねらい
である。
各学校や教育委員会等では，その趣旨や内容を踏
まえ，改正された学校保健安全法に基づいた保健・
安全管理等を行う必要がある。その際，学校歯科医
は，歯・口の健康や保健の分野だけに限らず，幅広
い視野で指導助言を行い，実施を推進することが望
まれる。
また，平成７年度にこれまでの疾病志向から健康
志向に転換した「児童生徒の健康診断」（平成１８年
３月改訂のマニュアル９）の内容）を理解し，趣旨や
内容に即した健康診断の実施と事後措置等に努めな
ければならない。
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� ＜学校保健法の主な改正点等＞

１ 法律の題名を「学校保健安全法」に改め，学
校保健及び学校安全に係る国等の責務を規定。
２ 文部科学大臣は，学校環境衛生基準を定め，
学校の適切な環境の維持を学校設置者の責務と
し，学校は適切な環境を維持するよう努めるこ
ととする。
３ 養護教諭その他の職員は，連携して児童生徒
等の心身の状況を把握，必要な指導等を実施。
また，学校で健康相談，保健指導，救急処置等

を行う際には，地域の医療機関等と連携する。
４ 学校は，児童生徒等の安全の確保を図るた
め，施設設備の安全点検，児童生徒等への通学
を含めた学校生活等の安全に関する指導等を実
施する（学校安全に関する学校設置者の責務の
範囲を学校施設内に限定しない）。

５ 総合的な学校安全計画及び危険等発生時の対
処要領を作成し，実施する。また，事故等によ
り児童生徒等に危害が生じた場合の児童生徒や
関係者の心身の健康の回復のための必要な支援
を実施する。
６ 保護者，地域の警察署，安全確保活動を行う
団体，住民等と連携を行う。
７ この法律は，平成２１年４月１日から施行する。
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学校健康教育は，保健主事や養護教諭など一部の
者だけでなく，校長のリーダーシップの下，学校歯
科医を含む全教職員が，学校，家庭及び地域の関係
機関・団体等と連携・協力し，児童生徒の心身の健
康課題の深刻化や生涯における健康・安全の重要性
を十分に認識し，学習指導要領に盛り込まれた健康
教育にかかわる趣旨や内容，改正された学校保健安
全法等における保健・安全管理などの体制や環境づ
くりを各学校で具体化し，実のあるものとすること
が求められている。
つまり，子どもに「生きる力」をはぐくむために
は，児童生徒に対する個に応じた指導の充実を図る
とともに，開かれた学校づくりを進める観点から，
各教科や特別活動の授業や総合的な学習の時間など
において，地域の方々や養護教諭，栄養教諭・学校
栄養職員，学校医，学校歯科医，学校薬剤師等の専
門性を有する教職員の積極的な参加・協力を推進す
ることが極めて重要である。
そのためにも，各学校において，保健主事の総合
的な企画立案・調整等（マネジメント）や養護教諭
の地域の関係者や関連機関等とのコーディネーター
としての役割の再認識と学校歯科医を含む全ての教
職員の組織的な取組，家庭・地域との積極的な連携
により，学校健康教育を活性化し，PDCA（Plan-Do
-Check-Action）サイクルを重視し，学校全体の
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8.健康に関する取組を多面的に
評価し，改善しながら進める

QOLの向上及び一人一人の子どもの健康つくりを
支援していく必要がある。
その際，まず，①児童生徒の実態等から取り組み
やすい課題を選び，②学校保健委員会で取り上げ，
学校，家庭，地域ぐるみで重点的な活動を展開し，
③子どもの健康への関心や健康つくりへの意欲を高
めて課題解決を図る。④国，県や日本学校保健会・
日本学校歯科医会等の有用な関連資料の保存管理・
収集・活用により管理や指導を適切かつ効果的に行
うことが重要である。
また，学校健康教育の取組の全てにおいて，基本
的に次のような点に留意する必要があり，学校歯科
医も十分に留意し，積極的に参画することが期待さ
れる。
⑴ 他律的健康つくりから，自律的健康つくりに移
行させるための教育（学習）を重視する。
⑵ 疾病の早期発見・早期治療中心から，全校集団
の心身の健康の保持増進に重点を置く。
⑶ 併せて，学校保健，地域保健の連携を図り，
歯・口の健康についてのいわゆるハイリスク者に
対する個別の指導と管理の充実を図る。
⑷ 一人（少数）の取組から，体制を整備し，組織
的に全教職員で進める取組へと前進させる。
⑸ それらを総合的かつ着実に進めるための学校保
健計画の作成・改善と学校保健活動及び評価を実

施する（歯・口の健康つくりを確実に位置付け
る）。
健康は，「生きる力」そのものであり，また，「生

きる力」をはぐくむための重要な基盤として不可欠
なものである。本事業の推進を通して，子どもの自
律的な健康つくりを目指して，我が国の学校健康教
育を一層充実し，各学校での健康教育と体制づくり
の整備や必要な支援を着実に実践することが必要で
ある。

学校の裁量が拡大し，自主性・自律性が高まる上
で，その教育活動等の成果を検証し，必要な支援・
改善を行うことにより，児童生徒がより良い教育活
動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指
し，教育の水準の向上と保証を図ることが重要であ
る。
また，学校運営の質に対する保護者等の関心が高
まる中で，学校が適切に説明責任を果たすととも
に，学校の状況に関する共通理解を持つことにより
相互の連携協力の促進が図られることが期待され
る。
これらのことから，各学校においては，学校教育

〔「保健主事のための実務ハンドブック」（文部科学省 平成２２年３月）p.25 より〕

図４ 学校保健活動の構造の例
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法，同施行規則の規定に基づき，健康に関する取組
に関しても，学校の教育活動その他の学校運営の状
況について評価を行い，その結果に基づき学校及び
設置者等が学校運営の改善を図ること，及び，評価
結果等を広く保護者等に公表していくことが求めら
れている。
各学校や設置者における学校評価の取組の参考に
資するよう，その目安となる事項を示した学校評価
ガイドライン（文部科学省：平成２２年７月２０日改
訂）では，次のようにその目的等を示しているの
で，参考に紹介する。
なお，学校評価の種類としては，①学校歯科医を
含む全教職員による評価【自己評価】，②保護者な
どの学校関係者によって構成されている評価委員会
等による評価【学校関係者評価】，③学校と関連を
持っていない外部の専門家等による客観的な評価
【第三者評価】があり，その結果の公表と，設置者
への報告が必要となる。

《目 的》
① 各学校が，自らの教育活動その他の学校運営
について，目指すべき目標を設定し，その達成
状況や達成に向けた取組の適切さ等について評
価することにより，学校として組織的・継続的
な改善を図ること。
② 各学校が，自己評価及び保護者など学校関係
者等による評価の実施とその結果の公表・説明
により，適切に説明責任を果たすとともに，保
護者，地域住民等から理解と参画を得て，学
校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを
進めること。
③ 各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じ
て，学校に対する支援や条件整備等の改善措置
を講じることにより，一定水準の教育の質を保
証し，その向上を図ること。

《評価項目・指標等を検討する際の視点となる例（抄）》
学校評価については，学校教育法に「第４２条
小学校は，文部科学大臣の定めるところにより当該
小学校の教育活動その他の学校運営の状況について
評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図
るため必要な措置を講ずることにより，その教育水
準の向上に努めなければならない。」（※幼稚園，中

学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校等に
もそれぞれ準用）と規定されている。
それを受けて，学校評価ガイドラインには，各学
校や設置者において，評価項目・指標等の設定につ
いて検討する際の視点が例示されている。これらを
参考に，学校における健康教育に関して重点を設定
し，学校の実情により適切な評価項目・指標を設定
し，アンケートや聞き取りなど多様な方法を工夫し
て前記①～③の評価を実施，公表・説明することが
必要である。
また，学校健康教育に関する評価においては，前
記の評価を実施し，結果を広く公表・説明するとと
もに，個々の教育活動ごとの児童生徒の意識や行動
の変容，健康度や指導内容に関連する医科学的検査
結果なども含めたより具体的で多様な評価を実施
し，PDCAのサイクルの中で，日常の教育活動等の
改善に役立てることも重要と考えられる。以下，学
校評価ガイドラインでの保健管理および安全管理に
かかわる視点の例示を紹介する（これらに歯・口の
健康つくりの視点を具体的に盛り込むことが重要）。

■保健管理
・児童生徒を対象とする保健（薬物乱用防止，心
のケア等を含む）に関する体制整備や指導・相
談の実施の状況
・家庭や地域の保健・医療機関等との連携の状況
・法定の学校保健計画の作成・実施の状況，学校
環境衛生の管理状況
・日常の健康観察や，疾病予防，児童生徒の自己
健康管理能力向上のための取組，健康診断の実
施の状況
※各学校の事情等に応じて，学校給食の衛生管理
の状況などについても，評価を行うことが考え
られる。
■安全管理
・学校事故等の緊急事態発生時の対応の状況
・家庭や地域の関係機関，団体との連携の状況
・法定の学校安全計画や，学校防災計画等の作
成・実施，体制整備の状況
・危機管理マニュアル等の作成・活用の状況
・安全点検（通学路の安全点検を含む）や，教職
員・児童生徒の安全対応能力の向上を図るため
の取組の状況
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9.これからの学校における健康教育，
歯・口の健康つくりの充実に向けて

その際，従前から行われている次のような評価の
結果等を，活動毎あるいは定期，臨時に継続的に収
集・分析することが有効であると思われる。
Ａ 子どもの健康度等の評価（健康・疾病の状
況，生活習慣等の状況，保護者の意識等）
Ｂ 取組の評価（目標・到達目標，計画，体
制，指導方法，家庭や地域との連携等）
Ｃ 成果の評価（目標・到達目標等に照らし
た，ＡＢなどについての達成度や改善等の状
況，課題，課題の解決策の見通し等）

などについて，誰（子ども，保護者，教師，地域の
関係者等）の，何が，どのように改善したか，目標
や重点事項が達成されたか，残された課題は何かな
どを明らかにし，次年度以降の取組に役立てること
が求められる。

学校保健安全法は中教審答申（平成２０年１月１７
日）等を受けて作成されている。したがって，歯・
口の健康つくりを含む健康教育の今後の取組を進め
るに当たっては，まずこの中教審答申を熟読し，基
本的な考え方や具体的な内容等を参考にすることが
大切である。
その上で各学校において，早急に次の点に取り組
む必要がある。

⑴ 学校保健安全法に関する教職員の共通理解
学校安全に関する計画を立て中心となって実践す
るのは教職員である。したがって，学校安全を推進
するためには，管理職はもちろん全教職員の意識高
揚が極めて重要である。保健主事や学校安全担当者
は学校保健安全法の概要をまとめ教職員等に提供し
たり，職員研修の一つとして取り上げたりする必要
があろう。
⑵ 校内体制の見直しと再構成
学校保健（安全）に関する校務分掌は，いくつか
の部（係）に分かれている学校が多い。したがっ
て，各部（係）が共通理解の上で学校保健（安全）
活動を進めるためには，保健に関する事項の企画調
整や推進を図る保健主事を要にし，安全については
総括的な安全担当者（学校安全主任等）を位置づ

け，学校保健（安全）推進委員会・プロジェクト
チーム等を設置したりするなど，役割を分担しつつ
関係者が一体となって組織的に取り組める体制を構
築することが大切である。学校歯科医も必要な助言
と参画をする必要がある。
⑶ 学校保健計画，学校安全計画の作成・見直し
新学習指導要領への移行及び学校保健安全法の施
行を受け，各学校ともこれから来年度に向けた教育
課程の編成や体制整備の作業に入る。これと並行し
て，各学校の保健安全計画を，学校保健計画と学校
安全計画に分けて作成する。その際，歯・口の健康
つくり（安全・外傷防止も）を含む保健または安全
に関する教育及び管理の内容とそれを推進する取組
（職員の研修，家庭や地域と連携した組織的な活動
等）を盛り込む必要がある。もちろん，内容を決定
するに当たっては，地域の実情や児童生徒等の実態
にも配慮しながら内容を検討し，学校医，学校歯科
医，学校薬剤師の指導を受けながら，より一層充実
した計画を作成する必要がある。
⑷ 危険等発生時対処要領の作成
安全に関しては，防災，防犯，交通安全に関する
これまでに作成しているいわゆる危機管理マニュア
ル等を，本年度の避難訓練等の反省や関係機関等の
指導も得ながら見直してみる必要がある。事故等発
生時に出張している教職員や負傷した教職員がいた
場合でも機能するマニュアルにしておくことが大切
である。なお，危機管理マニュアルの内容は，危険
等が発生した場合だけではなく，未然防止について
も記載することが望ましい。
特に，学校への不審者侵入時等の危機管理マニュ
アルが作成されていない学校は，文部科学省や都道
府県等作成の資料等を参考にして速やかに作成する
必要がある。
⑸ 学校環境衛生や安全点検の実施方法等の見直し
学校環境衛生や安全点検に当たっては，教職員が
役割を分担し，定期及び臨時はもちろん，日常の活
動を推進することが必要である。特に，安全点検で
は，平常時だけではなく，地震が発生し揺れた場合
でも安全か，異常事態が発生した場合でも安全かど
うかという視点からの安全点検を行う必要もあり，
安全点検のチェックポイントを見直してみることが
大切である。また，点検から必要に応じた事後措置
（補修・修繕等）までを一連の流れとなるようシス
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テム化しておく必要があり，そのような計画になる
ように見直してみる必要がある。
⑹ 保護者・地域住民等への法改正の周知
学校保健安全法の改正に伴う計画や要領等の改善
等について，学校だよりに記載したり，ホームペー
ジで紹介したり，保護者会や地域の関係者との会
合，学校保健（安全）委員会などで説明したりする
ことにより，内容が十分に理解されるようにすると
ともに，積極的な参画や協力への意識を高める必要
がある。
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1.子どもの健康・安全に対する
考え方と学校保健安全法

子どもが心身ともに健やかに育つことは，国や地
域，時代を越えて，すべての人の願いである。その
ような健康の保持増進が保障される社会を築くとと
もに，環境を安全なものにしていかなければならな
い。しかし，現実は，メンタルヘルスの課題，食習
慣の課題など健康関連の課題も多く，安全の確保に
ついても課題が出ている。学校においては，生涯に
わたり，自らの心身の健康をはぐくみ，安全を確保
することのできる基礎的な素養を育成していくこと
が求められる。平成２０年１月の中央教育審議会答申
「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保す
るために学校全体としての取組を進めるための方策
について」１）においては，「健康・安全に関する教育
の方向性」として次のような内容を示している。
１）平成９年の保健体育審議会答申「生涯にわたる
心身の健康の保持増進のための今後の健康に関す
る教育及びスポーツの振興の在り方について」に
示されているように，国民一人ひとりの心身の健
康を基礎にしながら，楽しみや生きがいを持てる
ことや，社会が明るく活力のある状態であること
など生活の質をも含む概念として「健康」をとら

えることが一般的になりつつある。
２）世界保健機関（WHO）のオタワ憲章（１９８６年）
において「人々が自らの健康をコントロールし，
改善することができるようにするプロセス」とし
て表現されたヘルスプロモーションの考え方
は，２０世紀の後半以降，世界的に広まっている。
ヘルスプロモーションの考え方においては，人々
が自らの健康課題を主体的に解決するための技能
を高めるとともに，それらを実現することを可能
にするような支援環境づくりもあわせて重要であ
ることが示されている。
３）学校教育においても，このヘルスプロモーショ
ンの考え方を取り入れ，現行の学習指導要領の総
則において，体育・健康に関する指導は学校教育
活動全体を通じ適切に行うものとしている。ま
た，体育科・保健体育科における学習について
も，ヘルスプロモーションの考え方が大幅に取り
入れられている。
４）また，食は，子どもの成長発達や活動の源にな
るものであり，健康の保持増進を図る上で，適切
な食に対する理解と実践する力を育成することが
重要である。このことは，平成１７年に制定された
食育基本法においても，「子どもたちが豊かな人
間性をはぐくみ，生きる力を身に付けていくため

学識者の立場から
各 論

学校保健安全法における
学校歯科医の役割
─学識の視点から─
安井利一 明海大学 学長

子どもたちの健康・安全を取り巻く状況は時代の変化とともに変遷してきた。学校
保健法は昭和３３年に制定されたが約５０年ぶりに大改正が行われ，平成２１年４月に学校保健安
全法という名称で施行された。子どもたちの健康や安全の課題に対する学校保健・学校安全
の法根拠が提示された。学校歯科保健活動を支えてきた学校歯科医も新たな局面を迎え，あ
る意味でパラダイムシフトが必要かもしれない。特に，健康相談，保健指導，そして地域医
療機関との連携は学校歯科医の新たな機能を求めているし，学校安全に関しても専門職とし
ての知見が要求されるであろう。歯・口の健康つくりを通じて，これまで培ってきた子ども
たちへの健康つくり支援の長い歴史を振り返りながら，新たな学校歯科保健・学校歯科安全
の構築を考えてみたい。

要約
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2.学校保健における
学校歯科医のパラダイムシフト

には，何よりも『食』が重要である」と規定され
ているところである。
５）さらに，安全については，子どもが安全に関す
る情報を正しく判断し，安全を確保するための行
動に結び付けることができるようにすること，す
なわち，自他の危険予測・危険回避の能力を身に
付けることができるようにする観点から，発達の
段階を踏まえつつ，学校教育活動全体で取り組む
ことが重要である。
６）このような，子どもに対する食育を含めた健康
に関する教育，あるいは安全教育については，本
審議会における学習指導要領に関する審議の結果
を踏まえ，さらに発展充実を図ることが期待され
る。
さて，昭和３３年に制定された学校保健法は約５０年

ぶりに大改正が行われ，平成２１年４月に学校保健安
全法という名称で施行された。近年の学校保健・学
校安全の状況をみると，例えば，子どもたちのむし
歯の被患率が激減する一方で，メタボリック・シン
ドロームが国民病とまで言われるような健康対策の
一元化が取れていないという課題，発達障害を含む
メンタルヘルスも大きな問題となり，さらには安全
についても痛ましい事件が発生したり，未だにス
ポーツ外傷による歯の傷害も改善がなされていな
かったりしている。このような，社会や学校を取り
巻く変化の中で，学校歯科医にも当然のことながら
パラダイムシフトが要求されている。
平成６年１２月の学校保健法施行規則の一部改正を

受け，平成７年４月から学校における健康診断も「疾
病志向から健康志向へ」と言われて２）久しいが，学
校保健・学校安全の領域からさらに新たな根本的な
課題が投げかけられた格好となった。
学校歯科医が，この状況変化の中で，期待される
役割は大きい。しかし，もう一方で，学校歯科医と
しての職務の在り方とその評価について適切な判断
が必要である。

学校保健安全法改正の中でも特徴的な内容を図１
に示した。「学校保健」の領域では「養護教諭を中
心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導
の充実」と「地域の医療関係機関等との連携による
児童生徒等の保健管理の充実」の両項目が強調され
ている。今般の改正の一つのキーワードは「役割分
担と協調・連携」であるかもしれない。学校保健は
保健教育と保健管理からなるが，保健教育を担当す
る学級担任や養護教諭あるいは栄養教諭などと，主
として保健管理を担当する学校歯科医あるいは地域
歯科医療機関との「役割分担と協調・連携」の在り
方を確立することが大切であろう。

１）健康相談（法８条）
これまで，学校歯科医や学校医が行う心身等の健
康に関する相談を「健康相談」と呼び，養護教諭が

学校保健及び学校安全の充実を図るとともに，学校給食を活用した食に関する指導の充実及び学校
給食の衛生管理の適切な実施を図るため，国が学校の環境衛生及び学校給食の衛生管理等に関する基
準を策定するとともに，養護教諭，栄養教諭その他の職員の役割について定める等所要の措置を講ず
る。

概要
○法律の題名を「学校保健安全法」に改称
○国・地方公共団体の責務（財政上の措置その他の必要な施策の実施，国による学校安全の推進
に関する計画の策定等）を明記
○学校の設置者の責務（学校の施設設備・管理運営体制の整備充実等）を明記

【学校保健】
○養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実
○地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実
○全国的な学校の環境衛生水準を確保するための全国的な基準の法制化
【学校安全】
○子どもの安全を脅かす事件，事故及び自然災害に対応した総合的な学校安全計画
の策定による学校安全の充実
○各学校における危険発生時の対処要領の策定による的確な対応の確保
○警察等関係機関，地域のボランティア等との連携による学校安全体制の強化

施行期日 平成２１年４月１日

図１ 学校保健法等の一部を改正する法律の概要
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実施する相談を「健康相談活動」と分けて呼んでい
た。このたびの法改正によって，保健指導の前提と
も位置づけられる健康相談について改定が行われ
た。図２に示したように「『健康相談』は，学校医
または学校歯科医に限らず，学校薬剤師を含め関係
教師職員が積極的に参画するものと再整理された。
これは，近年，メンタルヘルスに関する課題やアレ
ルギー疾患等の現代的な健康課題が生ずるなど児童
生徒等の心身の健康問題が多様化，深刻化している
中，これらの問題に学校が組織的に対応する観点か
ら，特定の教職員に限らず，養護教諭，学校医・学
校歯科医・学校薬剤師，担任教諭など関係教職員
各々が有する専門的知見の積極的な活用に努める趣
旨による。（平成２１年４月１日文部科学省局長通知
より一部抜粋）」となった。このことにより，学校
歯科医として，専門家としての知見を関係教職員
各々と共有し活用しながら「健康相談」に当たるこ
ととなった。

２）保健指導（法９条関係）
「保健指導」については言葉の定義が様々である。
例えば，歯科医師法第２２条は歯科医師にとっては「保
健指導」と呼ばれる法条文であるが，その内容は「歯
科医師は，診療をしたときは，本人又はその保護者
に対し，療養の方法その他保健の向上に必要な事項
の指導をしなければならない。」と定められてい
る。その他，保健師助産師看護師法に定める保健師
の業務である保健指導などがある。しかし，学校保
健における「保健指導」は図３に示したように「健
康相談や担任教諭等の行う日常的な健康観察による
児童生徒等の健康状態の把握，健康上の問題がある
と認められる児童生徒等に対する指導や保護者に対
する助言。養護教諭を中心として，関係教職員の協
力のもとで実施されるべきこと。（平成２１年４月１
日文部科学省局長通知より一部抜粋）」とされ，健
康上の問題がある児童生徒等に対する指導に加えて
保護者に対する助言も包括された概念として定めら
れている。学校における「保健指導」については養
護教諭を中心として行われるが，学校歯科医として
協力することが必要である。

３）地域の医療機関等との連携（法１０条関係）
今般の法改正における「協調と連携」の一つとし
て「地域の医療機関との連携」が法に明記された。
すなわち「学校においては，救急処置，健康相談又
は保健指導を行うに当たっては，必要に応じ，当該
学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関と

（健康相談）
第八条 学校においては，児童生徒等の心身の健康に関し，健
康相談を行うものとする。

「健康相談」は，学校医または学校歯科医に限らず，学校薬剤
師を含め関係教師職員が積極的に参画するものと再整理され
た。これは，近年，メンタルヘルスに関する課題やアレルギー
疾患等の現代的な健康課題が生ずるなど児童生徒等の心身の健
康問題が多様化，深刻化している中，これらの問題に学校が組
織的に対応する観点から，特定の教職員に限らず，養護教諭，
学校医・学校歯科医・学校薬剤師，担任教諭など関係教職員
各々が有する専門的知見の積極的な活用に努める趣旨による。

図２ 健康相談（第 8条）の条文と趣旨

（保健指導）
第九条 養護教諭その他の職員は，相互に連携して，健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な
観察により，児童生徒等の心身の状況を把握し，健康上の問題があると認めるときは，遅滞なく，当
該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに，必要に応じ，その保護者に対して必要な助言を行
うものとする。

保健指導：健康相談や担任教諭等の行う日常的な健康観察による児童生徒等の健康
状態の把握，健康上の問題があると認められる児童生徒等に対する指導や保護者に
対する助言。
養護教諭を中心として，関係教職員の協力のもとで実施されるべきこと。

学校医及び学校歯科医は，健康診断及びそれに基づく疾病の予防処置，改正法において明確化され
た保健指導の実施をはじめ，感染症対策，食育，生活習慣病の予防や歯・口の健康つくり等につい
て，また，学校薬剤師は，学校環境衛生の維持管理をはじめ，薬物乱用防止教育等について，それぞ
れ重要な役割を担っており，さらには，学校と地域の医療機関等との連携の要としての役割も期待さ
れることから，各学校において，児童生徒等の多様な健康課題に的確に対応するため，これらの者の
有する専門的知見の積極的な活用に努める。

図３ 保健指導（第 9条）の条文と趣旨
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の連携を図るよう努めるものとする。」という条文
である。学校歯科医としては，学校と地域歯科医療
機関等との連携の要としての役割も期待されてい
る。学校歯科医でない地域の歯科医師においては，
学校歯科保健の内容を熟知していない可能性も考慮
し，地域において学校との連携について協議会を持
つなどの情報交換が必要な場合もあるかもしれな
い。

４）学校歯科医の職務執行の準則の改正
学校保健安全法の改正において，学校保健安全法
施行規則も同時に改正された。学校歯科医としての
職務は，この施行規則に「職務執行の準則」として
示されている。図４に示した改正前の「職務執行の
準則」と，図５に示した改正後の「職務執行の準
則」を見比べれば明らかなように，「健康相談」「保
健指導」の条文に違いが認められる。すなわち，「学
校医及び学校歯科医は，健康診断及びそれに基づく
疾病の予防処置，改正法において明確化された保健
指導の実施をはじめ，感染症対策，食育，生活習慣
病の予防や歯・口の健康つくり等について，また，
学校薬剤師は，学校環境衛生の維持管理をはじめ，
薬物乱用防止教育等について，それぞれ重要な役割
を担っており，さらには，学校と地域の医療機関等
との連携の要としての役割も期待される（後略）（平
成２１年４月１日文部科学省局長通知より一部抜粋）」
と述べられている。これからの学校歯科医は，自ら
の専門性としても「歯・口の健康つくり」を通じ
て，生活習慣病予防，感染症予防，あるいは食育な

ど多くの課題について，子どもたちの健康向上のた
めに専門的知見を提供してもらいたい。

図１に示したように，「学校安全」の領域におい
ては「子どもの安全を脅かす事件，事故及び自然災
害に対応した総合的な学校安全計画の策定による学
校安全の充実」と「各学校における危険発生時の対
処要領の策定による的確な対応の確保」の両項目の
捉え方が重要になってくると考えられる。学校安全
には，生活安全，災害安全，そして交通安全の３領
域がある。図６に示したように，学校保健安全法第
２６条では「事故，加害行為，災害等により児童生徒

（学校歯科医の職務執行の準則）
第二十四条 学校歯科医の職務執行の準則は，次の各号に掲げ
るとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。
二 法第六条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
三 法第七条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の

予防処置に従事し，及び保健指導を行うこと。
四 法第十一条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従

事すること。
五 市町村の教育委員会の求めにより，法第四条の健康診

断のうち歯の検査に従事すること。
六 前各号に掲げるもののほか，必要に応じ，学校におけ

る保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事す
ること。

２ 学校歯科医は，前項の職務に従事したときは，その状況の
概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するもの
とする。

図４ 学校保健法施行規則（改正前）

（学校歯科医の職務執行の準則）
第二十三条 学校歯科医の職務執行の準則は，次の各号に掲げ
るとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与するこ
と。

二 法第八条の健康相談に従事すること。
三 法第九条の保健指導に従事すること。
四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事するこ
と。

五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾
の予防処置に従事すること。

六 市町村の教育委員会の求めにより，法第十一条の健康
診断のうち歯の検査に従事すること。

七 前各号に掲げるもののほか，必要に応じ，学校におけ
る保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事す
ること。

２ 学校歯科医は，前項の職務に従事したときは，その状況の
概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するもの
とする。

図５ 学校保健安全法施行規則（改正後）

第三章 学校安全

（学校安全に関する学校の設置者の責務）
第二十六条 学校の設置者は，児童生徒等の安全の確保を図る
ため，その設置する学校において，事故，加害行為，災害等
（以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」とい
う。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し，及び事故等
により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（同条第
一項及び第二項において「危険等発生時」という。）におい
て適切に対処することができるよう，当該学校の施設及び設
備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ず
るよう努めるものとする。

（学校安全計画の策定等）
第二十七条 学校においては，児童生徒等の安全の確保を図る
ため，当該学校の施設及び設備の安全点検，児童生徒等に対
する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に
関する指導，職員の研修その他学校における安全に関する事
項について計画を策定し，これを実施しなければならない。

図６ 学校安全の条文（抜粋）
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4.おわりに

等に生ずる危険を防止し，及び事故等により児童生
徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切
に対処することができるよう，当該学校の施設及び
設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な
措置を講ずるよう努めるものとする」と定めてい
る。また，同２７条では学校安全計画の策定等につい
て規定されており，学校歯科医の専門的知見が必要
となる可能性もある。学校安全においても，発達段
階に応じた，安全教育と安全管理の一体化が必要に
なってくる。
学校安全については，特に専門家としての知見を
学校に寄せる場合においても，学校における外傷の
発生状況などの情報についても理解しておく必要が
ある。学校における歯・口の外傷予防等については
『学校の管理下における歯・口のけが防止必携』に
よれば３）「学校において子どもが安全で健康な生活
を送ることは，とても重要です。そのために，交通
事故や水の事故などと同様に，歯・口のけがについ
ても子どもの安全を脅かすような事故が起こらない
ためにできることがあります。指導者が歯・口のけ
がのことを学び，子どもに知識や防止法を指導する
ことで確実に事故を減らすことができるのです。」
と述べられ，その重要性について，①障害見舞金に
見る歯の障害の発生率の高さ，②歯・口の健康つく
りの価値観の向上，③生活の質（Quality of Life：
QOL）の低下防止，④歯・口のけが防止のための
安全教育・安全管理，を挙げている。特に，子ども
たちの生活安全（スポーツ外傷予防）の観点からも
「歯・口のけがの現状や歯科保健教育の成果を背景
に，安全教育の新しい概念として学校歯科からみた
安全活動が新たに注目されてきました。それは，病
気ばかりでなく，アクシデントによる外傷に対して
自らの体を守るという習慣や態度を養うための安全
教育・安全管理に関する活動を学校教育の中に取り

入れ，学校歯科保健と同様の成果を期待するからで
す。」との指摘は重要である。歯・口の外傷予防に
ついては，文部科学省学校歯科保健参考資料におい
てもマウスガードによる外傷予防について記載され
ている４）。学校歯科医としての活動に，特に，課外
活動におけるスポーツ外傷予防のための安全教育を
付け加えていただきたいものである。

学校保健法が約５０年ぶりに改正され，学校保健安
全法として施行された。学校歯科保健の領域をみる
と，昭和５３年に当時の文部省が『小学校 歯の保健
指導の手引』を発刊してから現在まで３０余年が経過
した。さらに，平成１７年に文部科学省が『「生きる
力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり』を発
刊して，「むし歯の学校歯科保健活動」から「教育
活動に基づく子どもたちの健康つくり」へと発展し
てきた。しかし，時代の変化は，さらなる展開と成
果を学校歯科医と学校歯科保健活動に期待している
ように感ずる。今般の法改正は，ある意味で，学校
歯科医のパラダイムシフトであるかもしれない。「学
校歯科保健で子どもたちのために何ができるか」に
ついて，半世紀を振り返りながら考える良い機会で
あろう。

参 考 文 献
１）文部科学省：中央教育審議会答申「子どもの心身の
健康を守り，安全・安心を確保するために学校全体と
しての取組を進めるための方策について」，２００８．
２）森本 基：健康診断の役割とこれからの学校歯科保
健活動，日本学校歯科医会会誌，７９：２７‐３２，１９９８．
３）独立行政法人日本スポーツ振興センター：学校の管
理下における歯・口のけが防止必携，２００８．
４）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康つくり，２００５．
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1.はじめに

私たち学校歯科医は，そのほとんどが地域におい
ては，歯科医療を担うかかりつけの歯科医でもあ
る。すなわち，学校保健・地域保健・地域医療に歯
科を通してかかわり，地域住民の健康づくりを支援
し，その人生や生活の質（QOL）の向上にむけて
サポートし環境づくりを進めていかなければならな
い。特に学校歯科保健では，教育という場における
保健活動，発達段階にあって将来に向け懸命に生き
ている子どもたちを支援する視点が必要となる１）。
「子ども自身が課題に気づき，主体的に考え学びな
がら，子ども自身がはぐくんでいく」それを支援す
るアプローチの一つが学校歯科であり，学校保健法
が学校保健安全法になり，より積極的に安全を含め
た体制づくりに，また，地域の連携にかかわってい
かなければならないと考える。
本年度，高知県で行われた「歯・口の健康に関す
る図画・ポスターコンクール」の表彰式の後，ある
小学校の校長先生からお礼の手紙をいただいた（図
１）。
校長のこの手紙には，作品の善し悪しよりも重要

な「歯・口の健康に関する図画・ポスター・標語コ

ンクール」の本来の存在意義そのものが率直な言葉
で語られている。長年地域に密着し，連携を培って
きた小学校の廃校は，地域の小さなコミュニティの
土台を揺るがしながら，より拡大したコミュニティ
の中で連携を模索していかなくてはならなくなって

学校現場の立場から
学校歯科医

保健管理と安全への体制づくりと
連携をめざして
―学校歯科医の視点から―

野村圭介 高知県高知市立西部中学校 学校歯科医
社団法人日本学校歯科医会 理事

子どもたちをめぐる様々な健康の現代的課題は，少子化に悩む地方でも，複雑化・
多様化・深刻化している。学校保健法が学校保健安全法となり，安全を含めた体制づくりと
連携を進めていくには，ヘルスプロモーションの理念のもと，それぞれの地域や学校の特性
を踏まえた具体的なものでなければ対応することは難しい。学校保健に安全が加わったこと
により，学校歯科医の役割は広がり，積極的に学校に係わる必要性が明確化された。少子化
が進み学校の統廃合に直面している過疎地域で連携の中心となる地域学校保健委員会の在り
方や，地方中核都市の大規模校での学校内の体制づくりや地域との連携を通して学校歯科医
の役割を再確認していく必要があると思われる。地域のサポーターの存在や教育委員会との
連携など，地域に根ざした取り組みを心掛けていきたい。

先日の「歯・口の健康に関する図画・ポスター・標
語コンクール」表彰式に出席させて頂き心より御礼申
しあげます。子どもたち９名にとって壇上で褒めて頂
いたことは一生心に残ることでしょう。学校長として
も誇りに思います。
本校は，明治初年より寺子屋を礎に教育の土台を作
り上げ，多くの卒業生を輩出してきましたが，児童数
の減少に歯止めが利かず，１２０有余年の歴史に幕を閉
じることになり，来年３月末廃校する運びとなりまし
た。保護者にとりましても，また地域にとりましても
一抹の寂しさは隠せません。
表彰式では，過分のご紹介を頂き，私も保護者も感
激の気持ちでいっぱいです。頂いた賞を励みに，子ど
もたちは，今後中学校や統合先の小学校に行っても
「歯・口の健康」について考え，大切にしようとする
気持ちを持ち続けてくれるものと信じております。教
職員にとりましても，口腔衛生の大切さを指導してま
いりたいと思います。

図１ 校長先生からの手紙（抜粋）

要約
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2.本校における取り組み

きていることを意味する。このように，少子化の波
は，郡部では統廃合，地方の中核都市では大規模校
としての問題等，いろいろな歪を生み出している。
しかし，これは一地方の特別な問題ととらえるべき
ではない。
学校保健法が学校保健安全法に変わった今，現場
の一学校歯科医として，一つ一つ模索しながら進め
ているのが現状である。そのような中での本校にお
ける取り組みと高知県教育委員会・高知県歯科医師
会の連携した取り組みについて述べたい。

本校は，高知県内一の大規模校であり，多いとき
は１，０００名近くの生徒が在籍していた。いわゆる地
方中核都市の大規模中学校で，教育目標は「共に学
び合い心豊かにたくましく生きる生徒の育成」であ
る。しかし，１０年前を振り返ると，いわゆる「荒れ
た学校」の状態が続き，授業エスケープ，喫煙，暴
言等の行動が目立つ生徒や不登校に陥っている生徒
も少なくなかった。少子化が進み，現在の在校生は
６２２名で，男子３２４名，女子２９８名（特別支援学級７
名）である。養護教諭は２名制で１名は保健主事を
兼務している。
学校全体の取り組みとしては，平成１３年度から高
知県教育員会から推進校の指定を受けてピア・サ
ポート活動に取り組んできた。ピア・サポートは，
悩みや不安をかかえる生徒が自分で問題を解決でき
るように，カウンセリングのトレーニングを受けた

生徒が支援する相談活動であるが，実際は，相談よ
りもむしろ友達とのかかわり方や思いやる気持ちを
学ぶことで，望ましい人間関係を築けるようになる
という効果が大きい。いじめや不登校などの課題へ
の施策の一つとして導入されている２）。
ピア・サポートをはじめ学校と教育委員会の連携
や生徒自身の積極的な活動が成果を上げてきてお
り，生徒たち自身からも「西部中は明るく楽しい」
という声が聞こえるほど，校内の雰囲気も良くなっ
ている。その中で地元新聞に取り上げられた中学２
年生の女子生徒の投稿は，心を打つ（図２）。直接
自分の母には言えないけれど母親への素直な自分の
気持ちが感じられる。
また，学校保健目標にも，「健康相談」「保健指
導」「環境調査を実施し適正な維持管理」「関係者が
一体となり……」等，学校保健安全法への対応が具
体的に謳われている。

学校保健目標
・生徒一人ひとりの健康観を高め，基本的生活習
慣を身に付けた生徒の育成に努める。
・発達段階に即した心身の健康保持増進に積極的
に取り組む態度を養うため健康相談を行う。
・むし歯予防，タバコ，シンナー等の吸引の防
止，エイズ(性)に関する指導，生活習慣病予防
等の保護指導を行う。
・学校内外の環境調査を実施し，適正な維持管理
に努めると共に環境教育を実施する。
・学校保健におけるすべての場を機会ととらえ，

図２ 高知新聞記事（てぃーんず特集）
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3.学校歯科保健への取り組み

生徒，保護者，教職員及び関係者が一体となり
継続的に生涯保健の基礎をつくる。

このような学校特性を理解し，学校歯科医として
どう向き合うのかを模索している。

⑴ 生活問診指導票の活用
平成１９年度から定期健康診断時に明海大学歯学部

と共に新しく開発した生活問診指導票を使用してい
る。これは，睡眠や食生活リズムなど生活習慣全般
にわたる内容について項目ごとの回答に点数をつけ
ることができる複写式指導用紙付き生活問診票であ
る。複写式になっているため，生活問診のアンケー
トにマークし，指導用紙をめくると項目ごとの指導
文が記載されており，さらに選択肢ごとに掘り下げ
た内容を加えた（図３）。その内容を読むことによ

りその場で生徒自身の気づきにつながるように工夫
している。また，選択肢につけられた０，１，２の
リスク度の総得点から「０～３点 Wonderful‼
この調子で続けましょう!」「４～７点 できそう
な所から生活習慣を改善していきましょう。」「８点
以上 頑張って日ごろの生活習慣を見直しましょ
う。」など，生徒個人がそれぞれ生活習慣を見直す
よう促すコメントを加えている３）。
高校生と中学生のリスク判定による分布をみてみ
ると，高校生は累積％が６４．３％で平均点は６．６点で
あり，標準偏差の中で単峰性の分布をしている（図
４－１）のに対して，中学生は累積％が６２．４％で平
均点は６．８点だが，ハイリスクに一山できる双峰性
の分布に近い状態になっている（図４－２）。
中学生の特徴としては，その発達段階を考慮すると，
① 第二次性徴の発現から自己に強い関心を持つ
② 義務教育制度に則り，保健教育の時間が確保
されている
③ 生活習慣の習慣づけを大きな目標としている
④ 社会との係わり合いは増えるが，家庭の影響
が大きい
⑤ 自己管理ができる生徒とそうでない生徒の差
が大きい

などが挙げられるが，義務教育課程でのハイリスク
者にできる双峰性の分布は，いわゆる健康格差や家
庭における経済格差も背景にあると推測される。
平成２２年度は６月の定期健康診断時と夏休み明け
の２回，生活問診アンケートを実施した。分布をみ
ると夏休み明けの２回目の問診結果は，１回目より
も左方へ移動している（図５）。特に１回目にリス
クが６点を頂点とした群が２点３点４点へと左方へ

図３ 生活習慣に関するチェック項目指導用紙
（複写式）

図４－１ リスク判定による分布（高校生） 図４－２ リスク判定による分布（中学生）

中学生高校生
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移動し，ローリスク群には顕著な生活習慣の改善の
変化がみられた。ただ全体的にリスクが７点８点以
上のハイリスク群にボリュームがあり，歪度がみら
れる。その結果，本来の平均点付近の５点，６点で
分布が２極化している。学校保健安全法で明確化さ
れた第８条の学内での健康相談や，第９条の校内の
養護教諭その他の職員の相互の連携体制づくりと日
常的な健康観察により児童生徒の状況を把握した保
健指導が求められるところを示唆していると思われ
る。
平成２１年度の本校全体のDMF歯数は２．３本だが，

本年度は１．８３本に減少している。歯科健康診断結果
と生活問診結果の相関をみてみると，C・COは長期
生活習慣である食習慣と相関がみられ，G・GOは歯

みがき行動という短期生活習慣との相関がみられ
た。
今年度２回目の生活問診アンケートを行った際に
は，自尊感情アンケートも同時に実施した。これ
は，高知県教育委員会が平成１４年度・平成１８年度と
４年ごとに行っている児童生徒の生活スタイルに関
する調査の中で行っているものを参考にした（図
６）。特にその中で，児童生徒の生活スタイルに関
する調査を自尊感情に着目して分析している。自尊
感情の尺度は，ローゼンバーグの自尊感情尺度の山
本による日本語訳や，清水・星野らによる訳が用い
られているほか，尺度の一次元性などを巡って多く
の研究が行われているが，児童生徒の自尊感情に最
適な尺度は確立されていない６）。児童生徒の自尊感

＜調査の対象＞高知県内小・中・高等学校児童生徒 ２８８７名
・小学校５年生 （４８校） ９１６名（男子４８３名，女子４３３名）
・中学校２年生 （３８校） ９６４名（男子５０８名，女子４５６名）
・高等学校２年生（３２校）１００７名（男子４５２名，女子５５５名）

⑴ あなたは，自分には自分なりの良さがあると思いますか。
⑵ あなたは，困難な問題にぶつかっても，自分なりに解決できると思いますか。
⑶ あなたは，友だちから大事にされていると思いますか。
⑷ あなたは，家族のなかで大事にされていると思いますか。
⑸ あなたは，みんなの前で自分の意見が言える方だと思いすまか。

１．思う ２．まあまあ思う ３．あまり思わない ４．思わない

＜算定方法＞
選択肢１を選んだ場合：３点 ⑴～⑸の合計点により

２を選んだ場合：２点 １１～１５点：自尊感情レベルが高い傾向にある
３を選んだ場合：１点 ６～１０点：中間
４を選んだ場合：０点とする ０～５点：自尊感情レベルが低い傾向にある

図６ 児童生徒の生活スタイルに関する調査 平成１８年度（高知県教育委員会）

図５ 生活問診アンケートの変化（２１年度と２２年度２回）
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情と生活スタイルに関する調査は極めて少なく，自
尊感情の高い，低いが朝食の欠食などの基本的な生
活習慣とどのようにかかわっているのか検討をして
いる７）。
小・中・高等学校とどの校種でも，自尊感情レベ
ルの高い児童生徒の群が，朝食の摂食率が高いとい
う結果になっている（図７）。特に着目すべき点
は，中学生の自尊感情の低い群の欠食率が，他の学
校種に比べ高いことである。本校での生活問診結果
と自尊感情レベルの相関について検討してみた。朝
食の摂食との関係をみると同じ結果がみられた（図
８）。同様に三食の摂食時刻に関する設問や生活リ
ズムに影響する項目と考えられる，朝の目覚めや夜
の眠りなどの睡眠に関する設問，家族と過ごす時間
などに顕著に自尊感情レベルとの相関がみられた。
今回の結果で，朝の歯みがきや夜の歯みがきに関
する設問に相関性がみられていないのは，定期歯科
健康診断時に PMA index をダブルチェックで導入
し，生徒全員に歯ブラシを配布すると共に，ハイリ
スク者に対して，検診時に歯科衛生士によるブラッ
シング指導を実施したためと考えられる。
大規模校においては，本来ならば重要である検診

後の学内での教育的事後措置の実施が難しいことも
あるため，検診時にハイリスク者に対する個人的な
保健教育を導入するとともに，地元のかかりつけの
歯科医には，治療勧告書による治療や予防という医
学的事後措置だけでなく，教育的事後措置の配慮を
もった受け皿として連携してもらうことが重要であ
ると考える。
また，自尊感情と歯みがき行動の相関がみられな
いなか，自尊感情と歯ぐきからの出血に相関がみら
れたことは，ハイリスク者において生活習慣が改善
されても，その後身体的変化に結びつくまで時間が
必要なためと思われる３）。現在，自尊感情と歯科健
康診断結果や受療行動の相関については分析中であ
る。機会があれば報告したいと考えているが，「生
徒一人ひとりの生活背景」に近づき，個々の生徒の
保健管理にとどまらず，生きる力をはぐくむための
教育的観点からの健康相談が行えるように，歯科健
康診断結果・生活問診票・自尊感情アンケート等の
資料を分析し，養護教諭をはじめ担任教諭等の健康
相談・保健指導の基礎資料として提供することは重
要であると思われる。

図７ 自尊感情レベルと朝食の摂食率の関係
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⑵ 定期健康診断時の学校歯科医による保健指導
定期健康診断時においては前述の生活問診指導票
を用いて，生徒一人ひとりに対し，横断的な歯科健
康診断結果だけでなく生活習慣や自尊感情も考慮し
た個の特性を大事にした声掛けによる保健教育を実
施している。
このような資料の集計・分析結果は，学校保健委
員会で検討され，学校保健計画・学校安全計画に反
映できるように専門家である学校歯科医として提言
していかなければならない。また，保護者会や保護
者面談の際の資料としても活用することができ，
PTAや家庭との連携にも有効である。

学校保健安全法における学校歯科医の役割は，学
校内の体制づくりとして養護教諭や担任などの学内
の保健指導や健康相談に助言・提言していくととも
に，専門家としての健康相談において単一的な発想
にならないように生徒一人ひとりの個の特性を考慮
した対応が求められている（図９，１０）。
また，地元のかかりつけ歯科医とは，治療勧告書
による治療，予防という医学的事後措置だけでな
く，教育的事後措置としての受け皿として連携して
もらうことも重要である。

図８ 自尊感情レベルと生活問診結果

図１０図９
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4.まとめ

⑶ 地域との連携
定期健康診断だけでなく，外傷等の救急処置を始
め，受診の必要性の判断，疾病の予防・治療の相
談，学校と地域の連携を図り，専門的な立場から学
校及び生徒を支援することも重要な役割である。
特に外傷の治療においては，養護教諭との密接な
連携体制づくりは必須である。歯・口の外傷は，保
護者同士や保護者と学校の間のトラブルに発展しや
すいため，保護者には必ず養護教諭とともに一度は
来院してもらい，顔をあわせて受傷状況や治療内
容・予後等について説明するようにしている。本校
では養護教諭の二人体制を活かし，来院時は養護教
諭が付き添うが，家庭の事情によっては保護者がす
ぐに生徒に付き添えない状況も多く，緊急性の高い
脳外科や整形外科を先に受診してもらってから再来
院してもらい，歯牙再植手術や固定を行うこともし
ばしばあった８）。
本校での外傷は年々減少してきており，ここ５年

間で半減している（図１１）。しかしながら，クラブ
活動や体育の授業中での事故による外傷の割合が多
くなってきている。特に歯や口の外傷は，以前は喧
嘩やその他の原因が多かったが，最近はボールが当
たった等体育の授業やクラブ活動中の事故によるも
のである。
これらについては，マウスガードを使用するなど
安全を確立することで，予防することが可能である
と考える。

子どもを巡る様々な健康課題はますます複雑化・
多様化・深刻化している。地方でも少子高齢化の波
にのみこまれて，小規模校では統廃合，また，大規
模校では，荒れた学校の状況・健康格差など様々な
問題を抱えている。しかし，学校や地域の特性に
合った連携づくりをしていくと地域の住民からも力
強いサポーターが出現してきてくれる。地域や学校
の特性をよく理解してくれている地元のサポーター
の存在はとても心強い存在であり，まさしく，ヘル
スプロモーティングスクールへの第一歩といえる。
健康・安全の両面について，地域を巻き込んだ，
ヘルスプロモーションの視点をもった，学校・家

庭・地域関係機関との密接な情報連携・行動連携の
推進は，健康課題に向けて子どもが意思決定・行動
化・評価できる能力を育成する。そのためには，保
健教育・保健管理を進めていくための組織活動の中
核をなす，学校保健委員会や地域学校保健委員会の
活性化に学校歯科医もコーディネーターとして積極
的に係わることが重要である。「子どもの夢や目標
の実現のために健康を向上させていく」ことこそ
が，学校保健安全法における学校歯科医の重要な役
割であろう。

参 考 文 献
１）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康つくり，文部科学省（著作権），社団法人日
本学校歯科医会（発行），２００５．
２）滝 充編著：改訂新版ピア・サポートで始める学校
づくり 中学校編，「予防教育的な生徒指導プログラ
ム」の理論と方法，金子書房，２００４．

３）深井智子，野村圭介，松本 勝，安井利一他：女子
高生へ提案する生活習慣改善プログラムの基礎資料，
明海歯科医学，３９⑴：２４～３３，２０１０．
４）社団法人日本学校歯科医会：学校歯科医生涯研修制
度学校歯科医基礎研修テキスト第二版，２０１０．
５）高知県教育委員会：児童生徒の生活スタイルに関す
る調査報告書，高知県教育委員会，２００７．
６）川村美笑子，徳弘千恵，小松美智，森田陽子，森田
南保：高知県の幼児の食生活と生活スタイル，児童生
徒の食生活と生活スタイル及び自尊感情に関する考
察，高知女子大学紀要，生活科学部編，５７：４３～５０，
２００８．
７）独立行政法人日本スポーツ振興センター：学校の管
理下における歯・口のけが防止必携，独立行政法人日
本スポーツ振興センター，２００８．

図１１ 外傷件数の変化
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1.はじめに

2.児童生徒の生涯にわたる
健康つくりの視点から

一人ひとりの生活習慣が健康を大きく左右する時
代となり，健康の保持増進を図るためには個人がど
のような行動選択をするのかが重要となっていま
す。
特に，学校における歯・口の健康つくりは教育活
動の一環として行われており，まさに生涯にわたる
健康つくりの基盤を形成するとともに，心身ともに
健全な国民の育成を期す活動であると考えていま
す。
また，学校保健法が平成２０年６月に学校保健安全

法に改正され，学校保健計画や学校安全計画の策定
と実施，健康相談，保健指導，地域医療機関等との
連携などが明確にされました。教育と環境（支援体
制）を組み合わせたヘルスプロモーションの考え方
を生かした取り組みを提案していくとともに，児童
生徒が健康的な生活を実現する能力を育成していく
ことが求められています。

法改正によって学校現場に期待されていることは
何か，また学校歯科医との関わりはどうあるべきな
のかを考えてみたいと思います。

１）提案①：学校保健会と歯科医師会と学校の連携
…体制づくりの必要性

⑴ 太田市の取り組み
太田市では市内全中学校の１年生と特別支援学校
において，歯肉に焦点をあてた歯科保健指導事業が
実施されています。特徴は，養護教諭・担任，そし
て外部講師（学校歯科医・歯科衛生士）がタイアッ
プした歯科保健指導です（図１）。指導方法は口腔
内写真による歯肉の観察・位相差顕微鏡による口腔
内常在細菌の観察・染め出しによるプラークの確認
等で，生徒のモチベーションを高める工夫がなされ
ています（図２）。指導の結果，歯肉やブラッシン

学校現場の立場から
養護教諭

法改正による学校現場への
影響とその対応
～学校歯科医との関わり～
山田房枝 群馬県立前橋工業高等学校 養護教諭

学校における歯・口の健康つくりは教育活動の一環として行われており，生涯にわ
たる健康つくりの基盤を形成するとともに，心身ともに健全な国民の育成を期す活動である
と考えています。
学校保健法が学校保健安全法に改正され，学校保健計画や学校安全計画の策定と実施，健

康相談，保健指導，地域医療機関等との連携などが明確にされました。法改正による学校現
場への影響と学校歯科医との関わりの持ち方について，小・中学校の養護教諭の声や本校の
実践の中で気付いたことなどから提案してみたいと思います。
１．児童生徒の生涯にわたる健康つくりの視点からの提案
⑴ 歯と口の健康つくり，地域との連携……体制づくり
⑵ 学習教材や指導資料の開発研究会（仮称）の設置……学習としての定着化
⑶ 学校歯科医の派遣事業（相談システム）の構築……地域医療連携

２．学校での歯科保健指導の取り組みの視点からの提案
⑴ 保護者と連携した歯科保健活動を実践している小学校の課題
⑵ 高校における歯科保健指導，生徒が自らの健康問題に気づく指導方法の工夫
⑶ 課外活動における歯や口のスポーツ外傷予防について

要約
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グについての知識理解が深まり，生徒に積極的に取
り組む姿勢が見られるようになりました。年間指導
計画の中にこのようなセルフケア能力を高める健康
教育を組み入れ，毎年継続して歯科保健指導を行う
この取り組みは，他の地域においてもぜひ参考にし
ていきたい活動だと思います。
この事業は平成１２年度より太田新田歯科医師会が

中心となって行っているものですが，この事業を起
こすにあたっては，歯科保健指導に熱心な養護教諭
とその学校の歯科医の熱意が歯科医師会，また教育
委員会を動かし，事業の予算化がなされ，歯科衛生
士会の協力を得て，市内中学校全体で健康課題に取
り組む事業に広がっていったそうです（図３）。
このような地域の健康課題に即した取り組みが，
どの学校においても中学１年生を対象に同じ内容の
指導として行われ，毎年続けられていることは，素
晴らしいことだと思います。

⑵ 高崎市の取り組み
高崎市においては，高崎市学校歯科医会と高崎市
歯科医師会が作成された手引き書『健康は歯と歯ぐ
きと食生活から～一生自分の歯で食べるために～』
を市内の小学校１年生全員に配布していただいてい
ます（図４）。冊子はむし歯，歯周病，噛み合わせ，
食の知識，歯と口のケガなどについて詳しく解説さ
れており，また低学年の子どもにもわかりやすく編
集されています（図５）。養護教諭や担任が行う歯
科保健指導や家庭への情報発信等に大変役立ってい
るそうです。

２）提案②：学習教材や指導資料の開発研究会の
設置について

群馬県では歯科保健大会（よい歯のコンクール）
の一環として自由研究作品，アイデア作品等の募集

図１ 歯科保健指導の様子

図２ 口腔内写真と歯肉の観察用紙

図４ 『健康は歯と歯ぐきと食生活から～一生自分の
歯で食べるために～』（発行：高崎市学校保健会）図３ 太田市の歯科保健指導事業
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3.学校での取り組みから

と作品の紹介があり，絵本，模型，食育に関する作
品，歌・劇など工夫した作品が出品されています（図
６）。しかし，それが地域で活用されることはほと
んどありません。また学校で歯科保健指導に使って
いる教材も紹介されることは少なく，せっかくのア
イデアが活用されないことは残念に思っています。
活用の方法として，例えば，歯科保健指導教材の
バンクを設け，学校歯科医と協力し学校でも歯科診
療所でも利用できるようにすることが考えられま
す。学習教材や指導資料の開発研究会というような
名称での取り組みができないものか，今後歯科医師
会などを中心に検討いただきたいと思います。

３）提案③：学校歯科医の派遣事業の構築について
子どもたちの歯や口に関する問題はたくさんあり
ます。例えば，スポーツ外傷を含む歯・口の外傷，
不正咬合，舌と発音の問題，さらには虐待など，深
刻な問題もあります。
スポーツ外傷の場合は子どもの一生に関わる大き
なケガとなり，訴訟問題につながることもあること
から，緊急時の対応について指導する教員は，より
専門的な知識を学び技術を習得しておく必要があり
ます。群馬県では文部科学省の委託事業として「群
馬県子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」
が行われており，児童生徒の心身の健康問題の解決
に向け，整形外科や産婦人科，精神科など専門の医
師による講師派遣事業が行われています。
是非，その中に学校歯科医の先生方にも加わって
いただき，直接学校現場で指導を受けられるような
体制づくりをお願いしたいと思います。あわせて手

引き書の作成もご検討いただきたいと思います。ま
た，特に近年多くなっている虐待などの子どもたち
の心理面での問題は，歯や口の健康状態からも気付
くことができると言われています。口から見える子
どもたちの SOSを見逃さず，学校側が適切な対応
を取れるよう，学校歯科医を中心にした相談システ
ムづくりや，児童相談所との連携を図っておくこと
が必要だと思います（図７）。

１）歯科保健指導は私たちにお任せください！
～歯みがき歯歯（母）隊の活動～
PTA保健委員会のお母さん方が外部講師とな
り，「歯みがき歯歯隊」のネーミングで児童に歯み
がき指導をしている小学校を紹介します（図８）。
この活動は子どもたちの健康を第一に願う母親の思
いと保護者との連携なくしては歯や口の健康増進が
望めないという現状から平成２年より継続している
伝統行事となっています。また，「８」のつく日は
歯の健康相談日と決め，養護教諭による相談活動を

図５ 歯と口のけが（冊子 P.20 より）

図６ 歯科保健に関する自由研究とアイデア作品例
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行っています。長年続けられている２つの行事は開
かれた学校のイメージとなり，保護者は歯科衛生に
ついて理解を示し，学校行事にも積極的に参加し
て，子どもの歯の健康について関心を持つように
なっています。しかし学校歯科医が多忙な診療業務
にあたられていることがわかるために，どうしても
学校側が遠慮がちになってしまっている問題点もあ
り，学校歯科医を巻き込んだ活動にしていくことが
今後の課題ということでした。

２）高校でも歯科保健指導は必須です!
歯科保健指導は小・中学校ではいろいろな取り組
みがなされていますが，高校になると進路指導や教
科指導に力が入り，健康教育は消極的になりがち
で，学校歯科医の活躍できる場を学校側が提供でき
ない現実があります。そこで，小・中学校のような
年間計画に基づいた指導は高校の場合は難しいけれ
ども，時間設定や指導対象者を工夫することででき
る指導があるのではないかと思い，学校歯科医の協
力を得て実践してみました。歯肉炎の生徒の保健指
導の１例を紹介したいと思います。

実践例 ～口腔内写真を使った歯肉炎指導に
よって，生徒自らが健康問題に気づき「やればで
きる」という体験を通して生活習慣の見直しを図
ることができた試み～

指導の時間はお昼休みの２０分間を利用し，対象者
を歯肉炎の状態が２と認められた生徒に絞り少人数
制で指導を行いました。学校歯科医の先生の協力を
得て，次のような取り組みが実現しました。
「歯肉炎とは」と題した歯肉炎の講義をしていた

だき（図９），それから口腔内写真の撮影（図１０・
１１），そして夏休み前にブラッシング指導（図１２）
を行っていただきました。そこで対象者に夏休みの
課題を与え，４０日後に再度口腔内写真を撮影して比
較し，生徒の取り組みについて学校歯科医の先生に
評価してもらいました。生徒自ら写真で歯肉炎の状
態を確認し，生活改善の課題を与えられたことが動
機付けとなって，歯肉炎の改善が見られました。こ
うした指導は手間がかかりますが，どの生徒もきち
んと理解することによって自分で気づき，必要性を
感じることで継続できたことが効果的な指導となり
ました。
学校歯科医さんと触れあい，直接個別に指導して
もらえることが生徒の真剣に取り組もうという姿勢
に変わり，結果的に歯肉炎が改善したということか
ら，このような指導の仕方を継続していくことが望
まれます。高校でも指導方法を工夫し，学校歯科医
の先生方の協力を得られれば効果的な保健指導が可
能であり，今後もやっていかなければならないと考

図７ 口から見える子どもたちの SOS

図８ 富岡市立富岡小学校の活動より

「歯みがき歯歯隊」のイラスト

歯みがき歯歯（母）隊歯みがき指導

群馬県立自然史博物館と連携
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えます。
生徒にとって実際に自分の歯・口を歯科医の先生
に診ていただきながら指導していただくことは，
歯・口の健康の保持増進に強い動機付けとなります
（図１３）。そこで本校では歯科健康診断前に歯や口の
状態について自覚症状の有無や質問したいことなど
をあらかじめ問診票に記入させた上で検診を行いま
す。学校歯科医の先生は問診票をチェックした上で
検診をし，問題のある生徒に対してはそこで直接生
徒に保健指導をしていただいています。問題意識が
薄れないうちに，治療勧告書もその日の帰りの SHR
（ショートホームルーム）で配布するよう心がけて
います。以前の整然と進められていた検診方法とは
違い，生徒と歯科医の先生の距離が縮まり，和やか
な雰囲気で検診ができているように感じています。

３）高校の部活動におけるケガ予防について
ラグビー部の生徒が「マウスガードをすると吐き
気がして気持ち悪い」と相談に来たことが保健室で
の関わりのスタートでした。マウスガードのイメー
ジをプラスに変えることはできないかと考え，運動
能力の面での効果について生徒と実験をしてみまし
た（図１４）。
夏休みの他校との合同合宿の際に咬合力・握力・
立ち幅跳びの３つの実験を行ってみました。測定結
果は，マウスガードを装着することで握力では平均
１．５kg増加しました（表１）。また咬合力では平均
１０kg増加し（表２），立ち幅跳びでは６cm増加し
ました（表３）。共にマウスガードによってプラス
面の効果が現れるという結果が出たことで，生徒た
ちも装着を前向きに捉えられるようになったという

図９ 図１０ 図１１

図１３図１２

図１４ マウスガード装着効果についての実験の様子
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感想を持ったようでした。
硬式野球部は一昨年甲子園に出場を決めた機会

に，メーカーから勧められマウスガードを作製しま
した。野球部の活動中に生じるケガは，例えば頭蓋
骨骨折や顎骨骨折や歯の脱臼や破折などの大きなケ
ガになりがちですので，ケガ予防のために普段から
装着して欲しいと思っていました。しかし義務化さ
れていないことや不快感に慣れないことなどから，
せっかく作ったマウスガードが使用されないままに
なってしまいました。
ラグビーやボクシングでは，試合においてマウス
ガードの装着が義務づけられています。しかし指導
者である教員はマウスガードを使用したことがない
ため，積極的な装着指導ができていないのが現実で
す。今後，学校歯科医の先生には，学校現場で生徒
や職員にマウスガード作製にあたってのアドバイス
や装着指導などご指導いただけるような体制作りを
お願いしたいと思います。

参 考 文 献
１）学校災害防止調査委員会：「課外指導における事故
防止対策」調査研究報告書，独立行政法人日本スポー
ツ振興センター，２０１０．
２）独立行政法人日本スポーツ振興センター：学校の管
理下における歯・口のけが防止必携，独立行政法人日
本スポーツ振興センター，２００８．

表１ 握力測定結果 表２ 咬合力測定結果

表３ 跳躍力測定結果



１．はじめに

平成２２年３月の日本学校歯科医会理事会で，「CO
（要精検）」の見解が再度確認された（資料１）の
で，そのことについて解説したい。
「CO（Questionable Caries under Observation）」
という言葉が，日本学校歯科医会の学術委員会から
初めて示されたのは，昭和６１（１９８６）年であった。
その後，平成７（１９９５）年４月に改正施行された学
校保健法施行規則でCOが学校における健康診断に
正式に登場する。
平成１４（２００２）年２月には日学歯理事会におい

て，歯・口の健康診断の在り方が「探針使用」によ
る診断から「主として視診」によるスクリーニング
にと変化している。最初にCOが出てきた時とその
時の定義の比較を資料２１）に示すので参考にしてい
ただきたい。「探針を用いて」が「主として視診に
て」に変わっている以外は具体的な定義に大きな差
がないことがおわかりいただけるであろう。すなわ
ち，COの基本的な考え方には大きな変化がないこ
とを意味している。

２．COの意義

平成７年の学校保健法の改正までは，学校におけ
る歯・口の健康診断の診断基準は，病理組織学的な
基準，「健全，C1，C2，C3，C4」という確定診断で
あったが，平成７年からは，「健全，CO，Ｃ」にス
クリーニングすることになった。この理由として，
児童生徒の口腔内の状況が変化し，う蝕が減少する
とともに軽症化してきたこと，健康診断の現場にお
いて短時間に確定診断することが困難なこと，など
が挙げられるが，最も大きな理由は，学校保健法の
改正で健康診断に対する考え方が，それまでの「疾
病発見」から「健康志向」へと１８０度転換したこと
である（図１）。これは歯科に限ったことではな
く，内科，皮膚科，眼科といったすべての健康診断
に共通した考え方の転換であった。すなわち，子ど
もを病気の側からみるのではなく，健康の側からみ

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

「「CCOO（（要要精精検検））」」のの
見見解解のの整整理理にに
つついいてて

執行部の立場から

㈳日本学校歯科医会 副会長

柘植 紳平

日学歯広場 執行部の立場から

日学歯広場
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て，病気に進行しそうな状態（CO）を持つ子ども
を指導することによって健康の側へ引き戻そうとす
る考え方である。

３．健康診断に対する考え方の変化

ここで健康診断に対する考え方の変化，つまり「確
定診断」から「スクリーニング」への変化について
も，もう一度きちんと確認しておきたい。
平成７年の学校保健法改正施行から健康診断は

「確定診断」から「スクリーニング」に変わってい
る。これは，教育の場で行われる健康診断は，子ど
もたちを健康の側からみて「健康状態を把握し，適
切な事後措置を行う」ために，３段階（「健康」，「要
観察」，「要治療・要精密検査」）にスクリーニング
（ふるい分け）することを意図しているからであ
る２），３）（図２）。有病者の発見から，個人および集団
（学校・学年・学級）の健康度を把握し，一人ひと
り，さらには学校全体の健康の保持増進を図る健康
つくりへと結びつけることが重要である。

４．スクリーニングとは（図３）

スクリーニングの考え方についても整理してお
く。スクリーニングとは疾患を持つ者（可能性のあ
るもの）を識別することであり，その条件としては

⑴高い有効性，⑵高い信頼性（再現性），⑶簡易
性，の３つが挙げられる。
まず，⑴有効性を高めるためには，「見逃し」と「見
過ぎ」を減らす必要がある。「見逃し」とは病気が
ある（＋）のに，病気なし（－）と判定することで
あり，「見過ぎ」とは病気の段階に至っていない
（－）のに，病気あり（＋）と判定することであ
る。この「見逃し」と「見過ぎ」を減らすには，同
じ地域の学校歯科医が集まって擦り合わせ（calibra-
tion）を行うことが有効な手段である。これが⑵の
信頼性を高めることにつながる。
⑵信頼性（再現性）とは，スクリーニングされた
結果がどの程度信頼できるかである。同じ集団を違
う検査者がみたとき，似通った結果になれば信頼性
（再現性）が高いと言える。規模の大きな学校で

図１ 図２

図３
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は，複数の歯科医が健康診断にあたることが多い
が，実際に各歯科医のCOや GOの検出率の差でト
ラブルが起こったり，教育委員会や保健所の学校歯
科医に対する信頼を損なう事例を全国各地から耳に
する。その地域の学校歯科医全体の信頼性が低下す
ることにも繋がりかねないので，健康診断の際には
ぜひ擦り合わせを行ってルールを守っていただきた
い。
⑶簡易性とは分類があまり多くならないことであ
る。これについては現状の分類（３段階）で問題な
いと言える。

５．う蝕の判定基準（図４）

現状のう蝕の判定基準は資料２にある通りで，
『学校歯科医の活動指針〈改訂版〉』の P５４に「歯の
状態（歯式の欄）の診査及び判定基準」として詳し
く解説してあるので参考にしていただきたい。実際
にスクリーニングの有効性や信頼性を高めるために
は，まず，視診で確認できるう窩があるかどうかを
判定する。YESであれば「C」と判定できる。ここ
できちんとラインが引かれれば有効性，信頼性とも
高くなる。NOの場合は「CO」か「健全」であ
る。視診でう窩が確認できないが初期病変の兆候が
ある場合が「CO」である。そして今のところ問題
なしが「健全」となる。

６．「CO（要精検）」について

「C」を黒，「健全」を白とすると「CO」は灰色
である。しかも黒に近い灰色もあれば白に近い灰色
もある。では実際に学校歯科医はどのような判定を
しているのか。学校歯科医は健康診断の際，受診勧
告する必要があるかどうかで判定しているのが現実
のようである。「CO」は医療機関への受診を勧告し
ないことになっているので，「見過ぎ」とわかって
いても受診勧告するために「CO」を「C」と判定
する学校歯科医も少なからずいるようだ。
ここで「CO」の具体的基準（資料１，２）をも
う一度みてほしい。「⑶精密検査を要するう蝕様病
変（特に隣接面）」という項目がある。これは１９８６
年に「CO」が初めて登場した時からある。平成１８年
に出版した『学校歯科医の活動指針〈改訂版〉』で
は，この「CO（要精検）」について改めて解説し，
「CO」が「C」と判定されるのを防ぐとともに，
医学的事後措置として「CO（要精検）」は受診勧告
することを明言している（図５）。
視診で明らかなう窩は確認できないが，小臼歯隣
接面にう蝕様の変色がある（図６）。健康診断の際
にこのような状態に遭遇したとき，子どものことを
第一に考えればCOのままにしておけないし，かと
いってCとも言えない。やはりかかりつけ歯科医
院で精密検査をしてもらうように受診勧告する必要
がある。これが「CO（要精検）」である。

図４

図５

日学歯広場 執行部の立場から
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しかし，このことがうまく伝わらず，新しい基準
が増えてスクリーニング基準が４段階になったかの
ように誤解している学校歯科医が散見されるという
ことで，今回の再確認になった訳である。
現在，学校の健康診断を地区ぐるみで集団で行っ
ている歯科医師会において，学校で「CO（要精
検）」と判定された歯が，かかりつけ歯科医院を受
診して確定診断された結果を追跡調査しているが，
速報値では「CO（要精検）」の約６５％が「C」，２７．５％

が「CO」，７．５％が「健全」というデータになって
いる。詳しい分析を待たねば断言はできないが，
約３５％が切削修復に至らず助かることからみて，
「CO（要精検）」を強調した意義は十分あると考えら
れる。

７．おわりに

健康診断の現場は，多くの子どもを短時間でみる
ことが要求される。基本的な姿勢としては，迷った
ら「どう判定することが，この子どもにとって一番
良いか」という視点で判断することである。COの
意義を十分理解して健康診断に臨んでいただきた
い。

「CO（要精検）」の見解の整理について

平成２２年３月２４日 第１２回理事会にて

平成１８年度に本会から発行の「学校歯科医の活動指針＜改訂版＞」の中に「CO（要精検）」という見解が記載されました。
その経緯は，昨今のWHOの検診基準が世界的に変化してきたことに伴い，平成１４年に「学校における歯科健康診断は主に視診で

行う」こととし，「COは主に視診で「う窩」は認められないもの」と表記を変更しました。これによって特に隣接面で「う窩」は
認められないが変色していたり，むし歯の可能性があると疑われる歯は，定義上は「CO」として取扱いますが，そのまま次回の歯
科健康診断まで放置できないものについては「CO（要精検）」として，学校歯科医所見欄に記載し，「健康診断後のお知らせ」に明
記して受診を勧める，としたことによるもので，COでも要精密検査の場合があることを明確にしたものです。
この考え方をうけて学校歯科医の活動指針改訂版では，『「CO要精検」（地域によっては補助記号“CO－S”を使用）と記入す

る。』（P．55 の右段の上から３行目）と記載いたしました。
この表記について『う歯のスクリーニングはこれまで通り「健全・CO・C」の３段階であるにもかかわらず，CO－Sが設けられ
COが細分化され，健康診断におけるう蝕の基準が４段階になったように誤解する学校歯科医の方が散見されます。
よって社団法人日本学校歯科医会は混乱を避けるために委員会および理事会でCOについて検討整理を行い，平成２２年３月理事会
で以下のことを確認致しました。

⑴ 平成１４年２月に理事会決定し全国へ通知した「う歯（C）及び要観察歯（CO）の検出基準」（別紙参照）を何ら変更したもの
ではなく，これを遵守すること。

⑵ う歯のスクリーニング診査の基準は従前どおり３段階（健全・CO・C）とする。ただし，特に隣接面などに視診で明らかな
「う窩」が認められないが，そのまま放置できないと考えられる場合には事後措置としての対応として学校歯科医所見欄に部位
名と「要精検」と記載すること。

⑶ COでも要精検である旨を養護教諭に連絡し，連携のもと，「健康診断後のお知らせ」において児童生徒に「受診のお勧め」
をすること。

参 考 文 献
１）児童生徒の学校健康診断マニュアル（改訂版），財
団法人日本学校保健会，P１８５，２００６．
２）学校歯科医の活動指針〈改訂版〉，社団法人日本学
校歯科医会，P４１，２００６．
３）学校歯科医生涯研修制度学校歯科医基礎研修テキス
ト第二版，社団法人日本学校歯科医会，P２６，２０１０．

図６
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う歯（C）及び要観察歯（CO）の検出基準

１．う歯（Ｃ）の検出基準
う歯（C）：
⑴ 咬合面または頬面，舌面の小窩裂溝において，視診にて歯質にう蝕性病変と思われる実質欠損（う窩）が認められるもの
⑵ 隣接面では，明らかな実質欠損（う窩）を認めた場合にう蝕とする
⑶ 平滑面においては，白斑，褐色斑，変色着色などの所見があっても，歯質に実質欠損が認められない場合にはう蝕とは

しない
なお，診査の時点で明らかにう蝕と判定できない場合は，次に示す要観察歯とする

２．要観察歯（CO）の基準
要観察歯（CO）：主として視診にてう窩は認められないが，う蝕の初期症状（病変）を疑わしめる所見を有するもの
このような歯は経過観察を要するものとして，要観察歯（questionable caries under observation）とし，略記号のCO
（シーオー）を用いる。
具体的には，次のものが該当する。
⑴ 小窩裂溝において，エナメル質の実質欠損が認められないが，褐色窩溝等が認められるもの
⑵ 平滑面において，脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認められるが，エナメル質の実質欠損（う窩）の確認が明らかで
ないもの

⑶ 精密検査を要するう蝕様病変のあるもの（特に隣接面）

平成 14 年 2 月 20 日 社団法人日本学校歯科医会理事会にて決定

COの検出基準の改正について

新 旧

歯（C）及び要観察歯（CO）の検出基準（改正後）
１．う歯（C）の検出基準

う歯（C）：
⑴ 咬合面または頬面，舌面の小窩裂溝において，視診にて歯
質にう蝕性病変と思われる実質欠損（う窩）が認められる
もの

⑵ 隣接面では，明らかな実質欠損（う窩）を認めた場合にう
蝕とする

⑶ 平滑面においては，白斑，褐色斑，変色着色などの所見が
あっても，歯質に実質欠損が認められない場合にはう蝕と
はしない

なお，診査の時点で明らかにう蝕と判定できない場合は，次に
示す要観察歯とする

２．要観察歯（CO）の基準
要観察歯（CO）：主として視診にてう窩が認められないが，う

蝕の初期症状（病変）を疑わしめる所見を有するもの
このような歯は経過観察を要するものとして，要観察歯（ques-
tionable caries under observation）とし，略記号のCO（シーオー）
を用いる。
具体的には，次のものが該当する。
⑴ 小窩裂溝において，エナメル質の実質欠損が認められない
が，褐色窩溝等が認められるもの

⑵ 平滑面において，脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認め
られるが，エナメル質の実質欠損（う窩）の確認が明らか
でないもの

⑶ 精密検査を要するう蝕様病変のあるもの（特に隣接面）

平成１４年２月２０日 社団法人日本学校歯科医会理事会にて決定

１．「初期う蝕」の検出基準（現行）
Ｃ１：探針を用いてエナメル質に軟化した実質欠損が認められ

るもの（歯）
咬合面または頬面，舌面の小窩裂溝においては，単なる sticky

感だけの蝕知程度ではう蝕とせず，探針先にエナメル質の軟化し
た実質欠損が認められるものをＣとする。
平滑面において，白斑，褐色斑，変色面，粗造面，着色などの

所見があっても，エナメル質の軟化した実質欠損が認められない
場合にはう蝕とはしない。
隣接面では，探針を軽く挿入して軟化したう窩を探り得た場合

にはう蝕とする。
診査の時点で明らかにう蝕と判定できない場合は，次に示す要

観察歯として判定する。

２．要観察歯の基準
CO：探針でう蝕とは判定できないが，う蝕の初期症状（病

変）を疑わしめる所見を有するもの（歯）
このような歯は経過観察を要するものとして，要観察歯（ques-

tionable caries for observation）とし，略記号のCO（シーオー）
を用いる。
このう蝕疑問型としては，次のものが該当する。
⑴ 小窩裂溝において，エナメル質の軟化した実質欠損が認め
られないが，褐色窩溝および sticky 感が蝕知されるもの

⑵ 平滑面において，歯質脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑が認
められるが，エナメル質の軟化した実質欠損の確認が明ら
かでないもの

⑶ 精密検査を要するう蝕様病変のあるもの

財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）』Ｐ１８５より

＜資料２＞
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１．学校での健康診断，スクリー
ニング，事後措置について

学校という教育の場で実施される健康診断につい
ては，次のような基本的な考え方がある１）。
１）学校における健康診断は，確定診断を行うもの
ではなく，疑いのある者あるいは問題のある者を
選び出すスクリーニングである。さらに，疑いの
ある者をできるだけ多く見つけ出すことだけに主
眼を置かずに，将来にわたって健康上の問題が危
惧される所見あるいはその所有者について有効な
スクリーニングを実施する必要がある。
２）健康診断は，心身の発育発達途上にある児童生
徒等の，ある一時期の健康状態を把握するもので
あり，健康診断のみですべての健康課題を判断す
ることは困難な場合もある。したがって，健康診
断に先駆けて保健調査を実施するなどして，事前
に学校や家庭等での健康問題を掌握しておく必要
もある。
３）健康診断は，健康問題に関する重要な実態調査
であるが，健康上の問題を発見するだけではな
く，見出された問題に対して，どのように管理
し，あるいはどのような指導を実施するのかとい

う事後の展開が必要である。すなわち，健康診断
は学校保健活動全体の流れが定まっていて初めて
その有効性が出るものと考えられる。

すなわち，学校における健康診断で重要なことは，
１）疑いのある者あるいは問題のある者を選び出す
スクリーニングであること
２）将来にわたって健康上の問題が危惧される所見
あるいはその所有者について有効なスクリーニン
グを実施する必要があること
３）保健調査を実施するなどして，事前に学校や家
庭等での健康問題を掌握しておく必要もあること
４）事後措置の在り方が定まっていること
である。
特に，事後措置の決まっていない状況では，健康
診断を行うこと自体に意味がなくなる場合もある。

２．要観察歯（CO）のスクリー
ニングと事後措置の在り方

COは白斑や裂溝部の着色所見などといった現症
を意味しているわけではない。白斑は，う蝕でなく
ともエナメル質結晶構造の影響などで出現すること
はあるし，同様に着色も唾液成分との関係で出現す
ることもある。COとスクリーニングするための情
報（ふるい分けの基準）には，次の２項目が共に存
在している。

１）保健調査の内容，健康診断の「歯垢の状態」

などからの情報

生活習慣が確立されておらず，例えば，間食
の摂取に規則性がなく，歯垢の付着も顕著で歯
みがき行動も自律的でない。その結果，口腔環
境が悪化している。
２）健康診断の歯式などからの情報

歯には，う窩を認めないものの，初期のう蝕
様所見があり，このまま放置すると治療が必要
な状態に進行する可能性がある。この状況は，
歯の特性として部位特性が存在する。すなわ
ち，平滑面，咬合面，隣接面である。平滑面と

にち がく し ひろ ば

日 学 歯 広 場
今号のテーマ

「「CCOO（（要要精精検検））」」のの
見見解解のの整整理理ににつついいてて

学識者の立場から

明海大学 学長

安井 利一
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咬合面は直接観察での着色の状態をスクリーニ
ングレベルに使用しているが，隣接面に関して
は間接的着色の状態をスクリーニングレベルに
使用している。

したがって，COの事後措置は，この２つに対応
する内容を併行して実施することになる。

１）に対する事後措置は保健指導
生活習慣が良好な方向に確立されていないことに
対しては，保健指導によって，健康行動への動機づ
けと健康行動の習得が必要になる。間食の種類と摂
り方，歯みがきの時間と方法，歯垢の知識などを習
得させ，行動変容を促す。

２）に対する事後措置は
経過観察や歯科医療機関との連携

平滑面や臼歯裂溝部の白斑や着色については，保
健指導や個別指導による口腔環境改善によって，進
行の停止や再石灰化を観察することができる。そこ
で，適切な時期に「臨時の健康診断」などの機会を
得て観察することが望ましい。また，隣接面での初
期う蝕様所見では観察による対応のほか，歯科医療
機関での「精密検査」が必要になる場合もある。さ
らに，『児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）』２）

にあるように，「COの意義を十分に理解する地域
の歯科医療機関（かかりつけ歯科医等）の専門家に
よる継続的な管理・指導を行う」ことも考える。

３．要観察歯（CO）の意義と
「要精検」

上記に述べたとおり，要観察歯（CO）に対する
事後措置については，学校における適切な保健指導
を背景としながら，健康診断時において，学校歯科
医は「必要な時期に再度観察する」「精密検査を求
める」「歯科医療機関との連携を図る」という選択
を行っている。その選択は主に，歯の部位，着色変
化の量と程度，そして口腔環境の評価を瞬時に行い
ながら実施しているはずである。歯式のCは要治
療が事後措置になる。COの事後措置を理解するな
かで，学校歯科医欄でのCO（要精検）を判断する
必要がある。

参 考 文 献
１）文部省体育局監修：児童生徒の健康診断マニュア
ル，Ⅰ健康診断，㈶日本学校保健会，東京，１９９５．
２）㈶日本学校保健会：児童生徒の健康診断マニュアル
（改訂版），pp９７～９８，東京，２００６．
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1. はじめに

2. いびき・SASの原因

学校保健委員会に出席した際，児童・生徒の日常
生活や健康状態について話し合う機会は多い。その
中で，児童・生徒の睡眠障害，生活習慣，肥満につ
いて他科の学校医と共通の話題となることがある。
近年，睡眠障害が身体的・精神的に及ぼす影響が指
摘されるようになった。社会問題にもなっている睡
眠障害であるが，児童・生徒の場合，自身の健康へ
の弊害にとどまらず，学校生活の場においてもさま
ざまな問題を引き起こすことがある１，２）（表１）。
睡眠障害を考える際，睡眠衛生上の問題だけでな
く睡眠呼吸障害などの疾病に留意することも重要で
ある。睡眠呼吸障害に係わる疾病の中で，学校医や
学校歯科医が関与する頻度が高いものとして，いび

き症や睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndro-
me : SAS）がある３）。
現状では学校保健においてこれらにあまり目が向
けられていないが，児童・生徒本人の発育・成長に
及ぼす影響や学校での集団生活に与える影響などを
考えた時，今後は睡眠呼吸障害に注目していくこと
が重要と思われる。

睡眠呼吸障害には，要観察の単純性いびき症（い
びきはあるが，換気の問題なし）と治療が必要な閉
塞型睡眠時無呼吸症候群（Obstructive Sleep Apnea
Syndrome : OSAS）があるが，いずれも習慣的に
いびきをかくという特徴がある。
いびきは気道が狭くなった状況で呼吸に伴って発
生する雑音である。いびきの原因のひとつが耳鼻科
疾患である。具体的にはアデノイドや扁桃の肥大に
よって生ずる気道の狭窄や，副鼻腔炎・鼻中隔湾曲
症・アレルギー性鼻炎など，鼻呼吸の障害によって
生じる鼻閉に伴うものである。
鼻呼吸障害は，重症のいびきや睡眠時無呼吸を引
き起こすことが報告されている４）。その中で鼻呼吸
の重要性を指摘しているように，鼻炎は，睡眠呼吸
障害を引き起こしやすくする大きな要因である。鼻
閉がいびきや無呼吸の原因あるいは憎悪因子となる

睡眠障害
～いびき・睡眠時無呼吸症候群への
学校歯科保健の関わり～

広島県 学校歯科医 小谷博夫

表１ 小児の睡眠障害による影響

小児の睡眠時無呼吸症候群が
人格形成や健康状態に及ぼす影響

・成長ホルモンの低下→低身長，精神遅滞
・昼間の眠気→授業中の居眠り，集中力低下→学力の低下
・低酸素血症→発達障害，乳幼児突然死
・夜尿（「おねしょ」が続く）
・頭痛，胸焼け（胃液の逆流）
・漏斗胸（肋骨や胸骨の変形）
・行動異常（落ち着きがない，多動）
・人格変化（攻撃的「キレやすい」，内向的性格）

（宮崎総一郎ら２００５１），２）より改変引用）

地域レポート
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3. 小学校における調査

理由として，鼻腔の通気抵抗が高まることで吸気時
の気道陰圧が上昇し，軟弱な咽頭腔が狭窄すること
が考えられる。
また，下顎が小さいことや，後退していることも
いびきや睡眠時無呼吸の原因となるといわれてい
る５）。さらに最近では肥満も原因のひとつとしてク
ローズアップされており，複合的な要因が示唆され
ている５，６）（表２）。

児童・生徒におけるいびき症や SASの発症に係
わる因子の保有状況を知るために，広島市立Ａ小学
校の定期健康診断結果について２００６年度（Ｎ＝４５０
人），２００９年度（Ｎ＝４０６人）の２年度にわたって調
査した。調査項目は，「耳鼻科疾患」および「肥満
状況」，顎顔面の形態異常の可能性を示す「歯列・
咬合の異常」の３項目とし，これらの被患あるいは
出現の頻度とその推移を考察した。

⑴ 耳鼻科疾患
耳鼻科疾患の内訳においては，鼻炎の者の割合が
最も多く，鼻疾患は，２００９年では１０～２０％，２００６年
では１０～４０％近くみられた。調査年度により被患頻
度は異なるが，そのほとんどがアレルギー性鼻炎で
あった。また，高学年化するにつれて被患率は高く
なっている（図１）。

アデノイド，口蓋扁桃肥大の保有者は，必ずしも
高頻度にはみられなかった。しかし，検診時の咽頭
部の観察により，口蓋垂の異常や咽頭の狭小化がみ
られる児童も少なくなかった（図２－１，２）。

表２ 睡眠時無呼吸症候群の原因

上気道狭窄・閉塞の原因

① 形態的異常：
・肥満による気道への脂肪沈着
・アデノイド
・扁桃肥大
・舌肥大
・鼻中隔彎曲症
・小顎症
・下顎骨後方偏移 など

② 機能的異常：
・上気道筋の緊張低下
・眠剤の影響

（赤柴恒人ら２００５４）より改変引用）

図１ 耳鼻科疾患（鼻疾患）の学年別被患率

図２－２ 児童の咽頭部（口蓋扁桃の
肥大を認めない症例）

図２－１ 児童の咽頭部（長い口蓋垂，
口蓋扁桃の肥大を認める症例）
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⑵ 肥満状況
肥満状況は，肥満度※を指標に示した。肥満度は

高学年になると１０～１４％と増加している（図３）。
肥満の学年別推移では，学年が高くなるにつれて軽
度肥満より高度肥満の割合が多くなる傾向がみられ
た（図４）。肥満をはじめとするメタボリックシン
ドロームが成人で問題視されるなか，肥満が若年化
し，児童にも増加傾向がみられることがわかる。

⑶ 歯列・咬合
歯列・咬合の異常がある児童は，５～２０％の頻度

で認められた（図５）。高学年では永久歯列に移行
している者も多く，６年生において２００６年，２００９年
のいずれも７％に認められた。叢生がある児童は，
ある程度の頻度でみられるが，歯と顎のディスクレ
パンシーが原因であることが多く，叢生を認める歯
列には，小顎化が見られる場合も少なくない（図６
－１，２）。歯列・咬合の異常は顎顔面形態異常・
骨格系の要因が関与している可能性が高いことを示
唆している。

※編集注
肥満度（過体重度）＝〔実測体重（㎏）－身長別標準体重（㎏）〕／
身長別標準体重（㎏）×１００（％）
過体重度が＋２０％以上３０％未満を軽度，３０％以上５０％未満を
中等度，＋５０％以上を高度の肥満と判定する。
（財団法人日本学校保健会発行『児童生徒の健康診断マニュ
アル（改訂版）』より）

図３ 肥満傾向児の割合

図４ 肥満度の学年別推移

図５ 歯列・咬合の異常がある児童の割合

図６－２ 歯列・咬合の異常がある児童の口腔
（上顎歯列）

図６－１ 歯列・咬合の異常がある児童の口腔
（正面観）
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4. いびき・SASが引き起こす
症状と問題点

児童の「いびき」や SASが未治療のまま見過ご
されると，身体あるいは精神に諸問題を引き起こす
ことは既に知られている１，２）（表１）。
OSAS患者においては，特徴的な呼吸イベントは
もちろん，顎顔面・鼻咽頭・喉頭部の形態的特徴が
みられることが多い。ここで，８歳のOSAS児童
の症例から，これらの特徴について考察を加えてみ
る（表３，図７～１２）。
呼吸イベントの要約として，無呼吸低呼吸指数

（AHI）：１１．４／hr，最小 SpO２（動脈血中酸素飽和濃
度）：９０％を示した。SAS児童の睡眠ポリグラフ（図
７－１）からわかるように，無呼吸（Apnea）や低
呼吸（Hypopnea）を生ずると SpO２が低下し，いび
きと同時に呼吸が再開する。呼吸再開時には，脈拍
が増加する。一般的に，無呼吸時に生ずる陰圧によ
る漏斗胸がみられる頻度も少なくない。SASのな

い児童の睡眠ポリグラフ（図７－２）と比較する
と，呼吸に特徴的な影響が出ていることがわかる。
これが睡眠呼吸障害の所以である。SAS児童には
顎顔面の形態異常や鼻咽頭・喉頭の形態的特徴が現
れるが，表３に示した症例では，歯と顎のディスク
レパンシーにより，叢生，歯列・咬合の異常がみら
れる（図８～１０）。また，咽頭部では長い口蓋垂を
持ち，口蓋扁桃肥大および咽頭部の狭小化がみられ

表３ SAS 児童の概要（症例）

《症 例》

◎年齢：８歳
◎睡眠ポリグラフの特徴：
・無呼吸低呼吸指数（AHI）：１１．４／hr
・最小 SpO２：９０％

◎形態的特徴：
・口蓋扁桃肥大（＋）
・長い口蓋垂・咽頭部の狭小化（＋）
・叢生（＋）
・歯と顎のディスクレパンシー（＋）
・下顎の後退傾向（＋）
◎耳鼻科疾患：
・アレルギー性鼻炎（＋）

◎肥満（－）

図７－１ SAS 児童の終夜睡眠ポリグラフ 図７－２ SAS のない児童の終夜睡眠ポリグラフ

図８ SAS 児童の下顎歯列と舌 図９ SAS 児童の咬合状況（正面観）
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5. 学校歯科医にできること

6. 保護者や教職員への啓発

た（図１１）。顎顔面形態については，下顎の後退傾
向と共に，とりわけ長く厚い軟口蓋が特徴的である
（図１２）。その他に，耳鼻科疾患としてアレルギー
性鼻炎がある。本症例には肥満傾向は認めなかった
が，複数の要因によりOSASが発症していること
がうかがえる。
また，上気道の狭窄・閉塞や漏斗胸は大きな問題
であるが，Castiglione らは慢性的な上気道閉塞の
ある２３名の子どもの８２％に漏斗胸が観察され，８２％
に肥大した扁桃とアデノイドが観察されたと報告し
ている７）。

下顎の後退傾向や小顎化を伴う歯列・咬合の異常
と，顎顔面の形態異常を有し，なおかつ耳鼻科疾患
や肥満を併せ持っている児童は，いびき症，SAS
などの睡眠呼吸障害を引き起こしやすいことが推察
される。そのため，学校歯科健康診断時に，歯，歯
周組織，歯列・咬合，顎関節の検査と共に咽頭部の
狭窄状況まで診査することにより，いびき症・SAS
の可能性のある児童・生徒にいち早く対応できるの
ではないだろうか（図８～１１）。
いびき症，SASの可能性のある児童・生徒に対
しては，耳鼻科疾患の有無や肥満の程度と併せて学
校歯科医として骨格系の要因を検討し，可能性の有
無や原因を助言することができると思われる。他の

要因と併せて，SASの疑われる児童・生徒に対し
ては，必要に応じて歯列・咬合の状況，セファロメ
トリーにより下顎の後退傾向の有無，小顎傾向の有
無の確認などの骨格系要因の助言を行うことも，学
校歯科医としてのこれからの活動範囲として必要で
はないかと思われる（図１２）。

小児の睡眠障害は早期診断・治療が重要である
が，小児自身には自覚がなく，障害の症状を訴えな
いことも多いことから，その判別は必ずしも容易で
はない。また，学校現場にみられる，いじめや不登
校をはじめ，授業に積極的に参加できない等々，睡

図１０ SAS 児童の上下歯列と咽頭部 図１１ SAS 児童の咽頭部
（長い口蓋垂，口蓋扁桃肥大）

図１２ SAS 児童のセファログラム
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7. おわりに

眠障害が潜在的にベースにある場合も少なくないと
思われる。そこで，保護者や教職員にも児童・生徒
の睡眠障害の有無について喚起を促すことが重要で
ある。
例えば，表４のチェックポイントで示される
１．就寝時の問題
２．昼間の眠気の有無
３．夜中や早朝の覚醒
４．規則正しい睡眠，十分な睡眠時間の確保
５．いびきの有無

等の日常生活にみられる問題と共に，睡眠障害を引
き起こす疾病を持っているかどうかを把握しておく
必要がある。

SASの根本治療として歯科矯正治療による対応
も示唆されている昨今，成長過程にある児童・生徒
への適切な検診と指導が望ましい。学校歯科健康診
断時に歯列・舌をはじめとした口腔や咽頭の状況
（図８～１１）を定期的に観察している学校歯科医の
果たすべき役割は少なくない。このような観点から
内科，耳鼻科の学校医と学校歯科医との連携によ
り，いびき，不眠，睡眠障害の有無についても注目
することが，今後重要になると思われる。
以上のように，学校歯科医として，いびき・SAS
に取り組むことも非常に意味深いものがあると思わ
れる。また，これまでの歯科疾患とは違った意味
で，生活習慣をベースとした歯科からの新たな係わ
りとなると推察される。今後，学校歯科保健のすそ
野がこの新しい分野まで広がっていくことを願って
いる。

参 考 文 献
１）宮崎総一郎：小児の閉塞型睡眠時無呼吸症候群．小
児看護，２８：１４７４～１４７８，２００５．
２）宮崎総一郎，鈴木賢二，西村忠朗，岡本牧人，千葉
伸太郎：小児の睡眠障害．いびき，無呼吸，口咽科，
１７：１６９～１７６，２００５．
３）小谷博夫：歯科で治せる？睡眠時無呼吸症候群─医
科と歯科の連携による新たな分野─，デンタルフロン
ティアQA２８：２７～４９，２００４．
４）宮崎総一郎：鼻呼吸と睡眠呼吸障害，Pharma
Medica,２６：８１～８６，２００８．

５）赤柴恒人，井上雄一，大井元晴，岡本牧人，片山
宗一，木村 弘，榊原博樹，塩見利明，高崎雄司，
西村正治，飛田 渉，宮崎総一郎：成人の睡眠時無呼
吸症候群．診断と治療のためのガイドライン，メディ
カルレビュー社，東京，２００５．
６）小谷博夫：睡眠時無呼吸症候群～医科・歯科医療連
携による臨床対応～，エム・イー・タイムス，東京，
２００６．
７）Castiglione N., et al : The diagnostic approach to
and clinical study of 23 children with an obstructive
sleep apnea syndrome. Pediatr Med Chir, １４⑸：
５０１～５０６，１９９２．

表４ 睡眠障害のチェックポイント

睡眠障害のチェックポイント

１．就寝時に問題がありませんか？
（眠れない，脚に不快感があり寝つきが悪い等）

２．昼間の眠気がありませんか？
（授業中の居眠り，集中力の低下）

３．夜中，早朝に目が覚めてしまいませんか？
４．規則正しい睡眠，睡眠時間をとっていますか？
５．「いびき」をかきませんか？
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学校歯科医の先生と地域歯科保健とのかかわり

私は、地域歯科保健の一翼を担っている、保健センター勤務の歯科衛生士

です。私の地域歯科保健活動に対するイメージは下記の通りです。

図で示したように、健康づくり活動の一環として、食からの子育て支援事

業をはじめ学校歯科保健とのかかわりがあります。歯科＝口という枠を超

え、全身の健康づくりという視点からサポートしていくことは、まさに「生

きる力」をはぐくむことにつながると信じております。生きることは食べ続

けることであり、生活を支える基礎です。言い換えれば、私たちは「生涯を

通じて健康長寿を実現させるスペシャリスト」である職業人です。

「生きる力」をはぐくむということは、歯・口の健康つくりから支援する

ことにつながります。そしてこの活動が、子どもたちの生涯にわたる健康づ

くりの基礎や、生活習慣を培うという面で非常に有効ではないでしょうか。

学校・家庭・地域社会の連携のためにできること

平成２１年４月に学校保健安全法に改正され、ますます学校歯科医の先生方

の活躍する場が広がりを持ちました。

現在、むし歯が減少傾向にあるという事実は、学校歯科保健活動の転換期

を意味すると考えます。時代は、従来のむし歯予防としてのブラッシングの

捉え方から「健康を獲得するための歯・口の健康つくり」への流れが主流に

なってきているかと思われます。

一例として、給食後のブラッシングです。ブラッシング後のうがいに関

し、少ない洗口台を工夫しながら、整列して順序よく効果的に進めることが

できるか等、他人を思いやる心を育成することも、成果の指標（他律から自

律そして自立）として捉えることができるのではないでしょうか。また、給
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地域歯科保健活動のイメージ

・いつまでも食事や会話を

楽しみ、豊かな生活を過ごす

“笑顔”のある人生

↓

・自分の健康は自分で守る

↓

・みんなでつくる健康
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食後ブラッシングする時間が設定されていれば、家庭でブラッシングがしに

くい状況の子どもであっても、１日１回一定のブラッシングが可能です。嬉

しいことにこの生活習慣は、成人になっても変わりにくいという結果が出て

います。ブラッシングをするという課題から、子どもたちに様々な健康問題

への気づきを促す効果につながると考えます。

私はここ数年、学校歯科医の先生とティーム・ティーチングの授業を経験

させていただいております。学校も含めて「地域保健」という範疇に目を向

けると、学校歯科医・学校関係者の皆様方と協働して取り組むことができま

した。“学校歯科保健”という分野に興味をもっていた私にお声をかけてく

ださった学校歯科医の先生には、今もって、とても感謝しております。

授業では、日本学校保健会発行の『歯・口の健康と食べる機能Ⅱ』セルフ

チェックカード改編を活用し、日常生活の生活習慣に関する項目・食育に関

する項目・口腔保健に関する項目を「生活習慣振り返りシート」としまし

た。その結果をレーダーチャート化することにより、子どもたち自らが、課

題を発見し、それを解決していくプロセス（行動変容）こそが重要であるこ

とを理解できるようになりました。子どもたち自身に自分のよいところ、努

力して改善すべきところを学ばせるためにも、継続的に有効活用できるこの

ようなシートは、是非取り入れて欲しい教材です。さらに、学校給食法が一

部改正されたことにも鑑み、３０回噛むことを食育体験学習させ、「噛むこと

の大切さ＝噛ミング３０」を展開するのもよいかもしれません。

学校歯科医の先生はじめ、地域歯科保健担当者と養護教諭の先生方を中心

とする学校関係者にとって、保健指導やその連携には“みんなでつくろう健

康づくり”という新たな役割もあると思います。

学校歯科医の先生!出番です。

最後に、私が学校歯科医の先生から最近お聞きした話を紹介します。その

先生によりますと、学校で歯科健康診断を受けた子どもから、街で出会った

時に「先生!こんにちは」としっかり挨拶されたそうです。この信頼関係

が、地域歯科保健を推進している実例だと感動しました。

生きる力は「笑顔・豊かな表現力・活発なかかわり」で表すことが出来る

と思います。まさに学校歯科医の先生方の出番です。健康で安心・安全な社

会を共に創造していきたいと思っています。

よろしくお願いします。

島袋裕子氏
品川区保健所
荏原保健センター
保健事業係主査
（歯科衛生士）



（社）日本学校歯科医会出版物案内
日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っています。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金の支払方法につきましては，通常，請求書と振込先ご案
内の文書を同封いたしますので，これに従ってお支払いいただくことになります。なお，送料が別途かかります。ご了
承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．障害のある児童生徒に対する学校歯科保健 Ｈ．１１年発行 ￥１，０００
６．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GOの意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
７．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） Ｈ．９年発行 ￥ １００
８．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） Ｈ．１０年発行 ￥ １００
９．CD－ROM「学校歯科健診におけるCO，GOについて」 Ｈ．１３年発行 ￥１，５００
（HYBRID CD－ROM for Windows and Macintosh）

１０．学校歯科保健Q&A①（歯垢染色剤について） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１１．学校歯科保健Q&A②（キシリトールについて） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１２．学校歯科保健Q&A③④（フッ化物・シーラントについて） Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１３．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
１４．歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）－CO・GOを中心に－ Ｈ．２１年発行 ￥ ２００
１５．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１６．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１７．学校における学校歯科医のためのフッ化物応用ガイドブック Ｈ．１７年発行 ￥ ３００
１８．学校歯科医のための「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」活用ナビ Ｈ．１８年発行 ￥ ２００
１９．健全な口腔機能の育成のための指針 Ｈ．１８年発行 ￥ ４００
２０．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
２１．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
２２．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ Ｈ．１９年発行 ￥ ９００
２３．健康日本２１と学校歯科保健 Ｈ．２０年発行 ￥ ６５０
２４．学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりクイックマニュアル Ｈ．２０年発行 ￥ ６００
２５．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド－「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２６．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０
２７．喫煙防止シリーズ 高校生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２２年発行 ￥ ２５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２８．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり― Ｈ．１７年発行 ￥ ５００

（財）日本学校保健会出版物
２９．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
３０．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
３１．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
３２．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

以上の日本学校歯科医会取り扱い書籍につきましては，会員及び加盟団体の皆様が一括購入され，同一箇所に納品する場合
のみ，「２８．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり―」を除いて各刊行物毎に，次
のように割引いたします（ご購入の合計冊数ではありません）。

・５０冊～９９冊………１割引（送料別）
・１００冊～１９９冊……２割引（送料無料）
・２００冊以上 ………２割５分引（１０円未満の端数切り捨て。送料無料）

そ の 他
○ NICHIGAKUSHI（ニチガクシ） 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております。）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。

〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４Ｆ 社団法人 日本学校歯科医会 事務局
TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４ Eメール JASD@nichigakushi.or.jp
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第７４回全国学校歯科保健研究大会

■ 開催要項・趣旨・全体構想
■ 事後抄録（記念講演・シンポジウム・領域別研究協議会）

第７４回大会
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1．主題及び副題

2．趣 旨

3．主 催

５．後 援

５．期 日

６．会 場

７．日程及び内容

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

（別記：本号５８ページ参照）

文部科学省・社団法人日本学校歯科医会・財団法人日本学校保健会・
社団法人茨城県歯科医師会・茨城県・つくば市・茨城県教育委員会・つくば市教育委員会

厚生労働省
社団法人日本歯科医師会
社団法人日本歯科衛生士会
全国学校保健主事会
全国養護教諭連絡協議会
全国学校給食連合会
財団法人８０２０推進財団
茨城県学校保健会
財団法人茨城県学校給食会
社団法人茨城県栄養士会
茨城県学校栄養士協議会
財団法人茨城県体育協会
茨城県都市教育長協議会
茨城県町村教育長会
茨城県市町村教育委員会連合会
茨城県学校長会
茨城県高等学校長協会
茨城県私学協会

社団法人茨城県歯科医師会
社団法人茨城県薬剤師会
茨城県学校薬剤師会
社団法人茨城県看護協会
茨城県学校保健主事会
茨城県養護教諭会
茨城県幼稚園連合会
社団法人茨城県私立幼稚園連合会
茨城県保育協議会
社団法人茨城県歯科衛生士会
社団法人茨城県歯科技工士会
茨城県 PTA連絡協議会
NHK水戸放送局
株式会社茨城放送
株式会社茨城新聞社
株式会社常陽新聞新社
社団法人つくば観光コンベンション協会

平成２２年１０月２８日（木）～２９日（金）

つくば国際会議場（エポカルつくば） つくば市竹園２－２０－３

第７４回全国学校歯科保健研究大会
2010

茨城県

開 催 要 項
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１日目（１０月２８日）
■開会式・表彰式 （１０：００～１１：３０）

■ポスター発表 （１０：００～１８：００）
※質疑応答１１：３０～１３：００

■記念講演 （１３：００～１４：２０）
講 演 者 岡崎 好秀（岡山大学病院小児歯科 講師）

■アトラクション （１４：３０～１５：２０） 津軽三味線・和太鼓 井坂斗絲幸社中

■シンポジウム （１５：３０～１８：００）
座 長 黒田 敬之（東京医科歯科大学 名誉教授）
シンポジスト 星野 豊（東京都品川区立立会小学校 校長）

新谷 珠恵（社団法人東京都小学校PTA協議会 会長）
渡辺 賢治（社団法人日本学校歯科医会 理事）
佐藤由紀子（茨城県日立市保健福祉部健康づくり推進課 主幹）

２日目（１０月２９日）
■実践発表 （９：００～１０：３０）
発 表 者 茨城県筑西市立竹島小学校 教 諭 吉田 毅

■領域別研究協議会（１０：３０～１２：３０）
①保育所（園）・幼稚園部会
司 会 茨城県歯科医師会 学校歯科委員会 委 員 鬼澤 英二
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 藤居 正博
基調講演 明海大学 学 長 安井 利一
研究発表１ 学校法人高須学園桂幼稚園 教 頭 安島 澄子
研究発表２ 宮城教育大学附属幼稚園 養護教諭 佐藤 典子
②小学校部会
司 会 茨城県歯科医師会 学校歯科委員会 委 員 林 寿
座 長 社団法人日本学校歯科医会 副 会 長 柘植 紳平
基調講演 日本大学 名誉教授 赤坂 守人

（社団法人日本学校歯科医会 常務理事）
研究発表１ 茨城県東茨城郡城里町立沢山小学校 教 諭 加藤木昭三

同 養護教諭 岡庭 智子
研究発表２ 岐阜県多治見市立市之倉小学校 教 諭 今井 英信
③中学校部会
司 会 茨城県歯科医師会 学校歯科医委員会 委 員 椎名 和郎
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 杉原 瑛治
基調講演 日本歯科大学生命歯学部衛生学講座 准 教 授 福田 雅臣
研究発表１ 茨城県水戸市立第三中学校 養護教諭 髙山 朋子
研究発表２ 滋賀県蒲生郡竜王町立竜王中学校 養護教諭 若井 啓子
④高等学校部会
司 会 茨城県歯科医師会 学校歯科委員会 委 員 内藤 和之
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 川本 強
基調講演 東京女子体育大学体育学部体育学科 教 授 戸田 芳雄
研究発表１ 高知県立高知小津高等学校 養護教諭 升岡よ志子
研究発表２ 大阪府立花園高等学校 養護教諭 加藤 美鈴
⑤特別支援教育部会
司 会 茨城県歯科医師会 学校歯科委員会 委 員 木村 守隆
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 赤井 淳二
基調講演 東京都教職員研修センター研修部教育経営課 教 授 岩井 雄一
研究発表１ 千葉県船橋市立船橋特別支援学校 教 諭 吉野由紀枝
研究発表２ 愛知県名古屋市立守山養護学校 養護教諭 髙木 洋子

同 養護教諭 山本 恵里

■領域別研究協議会報告 （１４：００～１５：００）

■全体協議会 （１５：００～１５：２０）

■閉会式 （１５：２０～１６：００）
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●主題設定の趣旨●
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

近年，社会状況等の変化に伴い，様々な健康
課題が生じており，歯科保健においても咀しゃ
くなど口腔機能の未発達や口腔の疾病の増加な
ど，様々な課題が顕在化している。そのような
中，学校歯科保健活動は，学校教育の一環とし
て位置づけられ，これまで多岐にわたって活発
に推進されてきている。
また，歯科保健の様々な課題に対応し，子ど

もたちの「自律的な健康つくり」に資するた
め，第７０回大会から５年間を見通して「歯・口
の健康つくりの総合的展開を目指して」の主題
を設定し，各回ごとに焦点を絞ったサブテーマ
に基づき研究協議を進めてきた。本大会は，本
主題の総括の年に当たる。
様々な課題を解決し，子どもたちの「自律的

な健康つくり」を推進するためには，これまで
以上に「学校・家庭・地域社会」の十分な連携
が必要である。そこで，これまで討議されてき
た学校歯科保健活動の在り方を踏まえ，主題に
迫るため，本大会では，『「生きる力」を考える
…学校・家庭・地域社会の連携の在り方』をサ
ブテーマに設定した。

第７４回全国学校歯科保健研究大会
メインテーマ

「歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して」
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～
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第７４回全国学校歯科保健研究大会
［茨城県］

全 体 構 想

主

題
歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

歯・口の健康つくりのための学校・家庭・地域社会の連携の在り方
１．学校教育の中での健康教育の取り上げ方│││教育現場の視点から
２．学校・家庭の連携とその役割││││││││PTAの視点から
３．学校歯科医の立場とその役割────────学校歯科医の視点から
４．地域行政の歯科保健への関わり───────健康つくり推進の視点から

部
会
課
題

保育所（園）・幼稚園部会 小学校部会 中学校部会 高等学校部会 特別支援教育部会
歯・口の健康つくり
の基本的生活習慣を
はぐくむための家
庭・地域との連携を
考える。

歯・口の健康つくり
の支援的教育活動の
実践と家庭・地域と
の連携を考える。

歯・口の健康つくり
の自律的実践活動に
向けての教育活動と
家庭・地域との連携
を考える。

歯・口の健康つくり
の自律的実践活動に
向けての教育活動と
家庭・地域との連携
を考える。

歯・口の健康つくり
の支援的教育活動の
特殊性を考えるとと
もに家庭・地域との
連携を考える。

研
究
の
内
容

１．幼児の発達段階
からみた歯・口の
健康つくりの家庭・
地域の協力

１．小学生期の発達
段階からみた歯・
口の健康つくりの
目標と内容

１．中学生期の発達
段階からみた歯・
口の健康つくりの
目標と内容

１．高校生期の発達
段階からみた歯・
口の健康つくりの
目標と内容

１．特別な配慮を要
する子どもたちに
対する歯・口の健
康つくりの特徴と
自立支援

２．歯科医学からみ
た幼児期の歯・口
の特徴と健康つく
りならびに基本的
生活習慣の確立

２．歯科医学からみ
た小学生期の課題
と歯・口の特徴と
健康つくりの進め
方

２．歯科医学からみ
た中学生期の課題
と歯・口の健康つ
くりの進め方

２．歯科医学からみ
た高校生期の課題
と歯・口の健康つ
くりの進め方

２．特別支援教育現
場からみた子ども
たちの歯・口の健
康の問題点とそれ
への対応

３．家庭・地域と連
携 し た 保 育 所
（園）・幼稚園での
歯・口の健康つく
りの支援的教育活
動

３．家庭・地域と連
携した小学校での
歯・口の健康つく
りと支援的教育活
動

３．家庭・地域と連
携した中学校での
歯・口の健康つく
りの自律的実践活
動を支援する教育
活動

３．家庭・地域と連
携した高等学校で
の歯・口の健康つ
くりの自律的実践
活動を支援する教
育活動

３．家庭・地域と連
携した特別支援教
育学校・学級での
歯・口の健康つく
りへの支援的教育
活動
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進化の過程から考えると，ヒトの大脳は三層構造
になっている。最も内側には，呼吸，食欲など生命
の維持に必要な脳幹部があり，これは別名“生命
脳”，“爬虫類脳”と呼ばれる。その外側には大脳辺
縁系が被っており，ここは情緒や感情を支配する“感
情脳”，“下等哺乳類脳”がある。そして最も外側に
は新皮質があり，知識や統合能力の源である前頭前
野など“高等哺乳類脳”，“知識脳”とも呼ばれてい
る。
さて，この“知識脳”にのみ入った情報は，すぐ
に忘れるという特徴がある。例えば，学生時代習っ
た数学の公式はほとんどと覚えていない。しかし，
その先生が恐かったなど感情に入った記憶はいつま
でも覚えている。また心を揺さぶられながら教わっ
た情報，すなわち感情を伴った知識はいつまでも覚
えている。このことから，歯科の健康教育において
も知識のみを伝えるのではなく，感情を交えて伝え
ることが重要なことがわかる。
自分が得意だった科目は試験の点数には関係な

く，楽しかったから勉強した。楽しいから，その先
を追求してみたくなり，結果として成績も良かった
ように思う。楽しいことが大きなエネルギーになる
ことがわかる。
ところで，イソップ物語の「北風と太陽」の話，
覚えておられるだろうか。北風は，旅人のマントを
脱がせようとし強い風を吹きつける。しかし旅人
は，マントを固く握りしめる。ところが，太陽が輝
きだすと，旅人は暑くなり自らマントを脱いだとい
う話である。これは，力で人を動かすのではなく，

自発性を引き出す対応こそが重要であることを意味
している。
この話，我々が失敗してきた健康教育に似ていな
いだろうか。“○○だから○○しなければなら
ない!”というのは，北風型。別名：説得型。相手
の心を開く話は太陽型。これは納得型の健康教育と
いえる。
もちろん北風型の方が良い場合がある。たとえば
新型インフルエンザやHIVの話。この様な感染症
は，まず知識の流布が必要である。ところが生活習
慣病などのライフスタイルが作り出す病気は，そう
は行かない。自ら生活習慣を変えることが，必要で
ある。歯の話は，後者に入るだろう。大人は，話し
たことが伝わらなくても，わかったように聞いてい
る。ところが子どもの場合，面白くなければすぐに
態度に出る。振り返ると話の上手な先生は，気持ち
の引き付け方がうまかった。たいていの場合，子ど
もでもわかる“具体的”で，“おもしろい”話で
あった。健康教育においても“子どもだから”では
なく，“子どもだからこそ”という発想が重要であ
る。
さて，不特定多数の人々を対象として話す場合に
は，“小学校３年生がわかるように話せば，全員が
わかる”という鉄則がある。この時期を境として“具
体的概念”から“抽象的概念”に思考法が変わる。
それ故，抽象的な話題は，“例え話”を用いること
で具体的に話すことが重要である。以上の事項を踏
まえれば，より楽しくて・ためになる健康教育を行
うことが可能となるだろう。

歯科医師から見た健康教育
「太陽型健康教育VS北風型健康教育」

岡山大学病院小児歯科 講師 岡崎好秀

記念講演
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本年は，メインテーマとして掲げた「歯・口の健
康つくりの総合的展開を目指して」の最終年で，サ
ブテーマは“「生きる力」を考える…学校・家庭・
地域社会の連携の在り方”と設定された。パネリス
トには，東京都品川区立立会小学校校長 星野豊先
生，㈳東京都小学校 PTA協議会会長 新谷珠恵
様，㈳日本学校歯科医会理事 渡辺賢治先生，日立
市保健福祉部健康づくり推進課主幹 佐藤由紀子様
にお願いした。
星野先生は，「今，教育現場には，改革の波が押
し寄せてきていて，いろいろな教育活動が提案され
ている。その中で，歯科保健教育をどのように組み
入れるかにあたって，最も大切なことは，基盤づく
りである。目的と手段をきちんとすみ分け，学内教
職員全員の協力体制を作り上げ，家庭との連携を緊
密に保つことが肝要である。学校歯科医には，健康
診断時だけでなく，普段の学校現場の姿にもっと接
していただきたい。互いに十分なコミュニケーショ
ンが取れることが基盤づくりに直結する」という先
生の永年の経験を披露された。
新谷様は，「連携のコーディネーターとして保護
者が最も適切である。単なる協力ではなく，企画か
ら参画し，責任を分担し，努力義務を認識して意識
向上を図る必要がある。PTA活動を，社会教育活
動，生涯学習として位置づけることが問題解決の第
一歩である。しかし，PTA活動はあくまでイン
フォーマルサポートであるので学校のフォーマルサ
ポートによるところは大きい。PTA広報誌，PTA

総会，PTA主催事業など，PTA組織を活用して連
携を深めていただきたい」と希望を述べられた。
渡辺先生からは，ご自身の地域での経験を具体的
に紹介していただいた。校内研修会を開催して，教
職員全体の理解を深めること。加えて，地域，町内
連絡協議会を立ち上げ，そこから，地域の行政組織
への働きかけをすることにより，スムースに歯・口
の健康つくりの場を得ることが可能となった。何よ
りも人と人との基本的な和が大切であることをベー
スに，「龍馬伝」の『船中八策』ならぬ『診中十一
策』として，学校歯科医として連携をとるためのポ
イントとなる施策を述べられた。
佐藤様からは，日立市の「新・ひたち健康づくり
プラン２１」の内容の中から，中学生を対象とする「喫
煙と歯・口の健康つくり」をテーマとした行政面か
らのアプローチの実績について紹介していただい
た。地域行政活動の一環として，学校，学校歯科医
との連携の一つのモデルの提示として参考になるお
話であった。

以上のお話から，「歯・口の健康つくり」に関
し，連携を求められるそれぞれの分野では理念的な
理解は，かなり熟成されてきていると思われるが，
どのように有機的に，具体化を計るかが問われてい
ると見るのが現状ではないだろうか。
これからの学校歯科保健活動の指針の一つが示唆
されたシンポジウムであったと思われる。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

東京医科歯科大学 名誉教授 黒田敬之

シンポジウム

第７４回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

座長のまとめ
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保育所（園）・幼稚園部会では「歯・口の健康つく
りの基本的生活習慣をはぐくむための家庭・地域と
の連携を考える」を部会課題として３名の講演・発
表をいただいた。
基調講演は明海大学学長 安井利一先生より

『歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して～「生
きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の
在り方』のテーマにて講演いただいた。保育所や幼
稚園における健康つくり活動は，子どもの最初の健
康習慣である「基本的生活習慣つくり」の入り口で
あり，保護者と一体となった活動が必要である。
歯・口の健康つくりの視点からは咀嚼機能獲得にお
いて最も重要な時期であって，適切な支援が必要で
あり，歯科疾患においても乳歯のむし歯予防の重要
な時期であると指摘された。幼児期の歯科保健活動
の重要性は高く，「生きる力」をはぐくみ，自律的
な健康つくりの基礎として，基本的な生活習慣形成
を促し，歯・口の清掃や間食の規則性を守り，好き
嫌いなくよく噛んで食べることができるようになる
ことが大切である。以上のような健康教育目標を達
成するためには，学校・家庭・地域社会の教育が充
分に連携し，相互に補完しつつ，一体となって営ま
れることが重要であり，「子どもは地域社会で育て
る」実践の重要性を強調された。
研究発表１では「幼児の健康な歯や口腔環境の醸
成のために～地域や家庭と一体になって取り組む歯
みがき教室や食育の実施～」のテーマにて，学校法
人高須学園桂幼稚園教頭 安島澄子先生より発表を
いただいた。一人ひとりの発達に即した経験や生活
を通して心身の調和的発達をめざし，人間性豊かに
生きる力を育むことを教育目標とされており，基本
的な生活習慣づくりと相まって，健康な口腔環境つ

くりへの取り組みがなされている。
園歯科医や関係者の協力により，より良い方向に
工夫され，親子参加型の歯みがき指導，給食後の歯
みがき指導，年中組からのフッ化物洗口，食を通し
た指導の実践報告をいただいた。親子歯みがき教室
では保健教育を併せ，歯垢を染め出しての実践，健
康診断でむし歯のない子ども，治療してきた子ども
に「むし歯ゼロ賞」，よく噛んでおいしく味わえる
「かみかみ給食」の実施など，家庭・行政・給食セ
ンターと一体で取り組まれている姿を報告いただい
た。
研究発表２では「幼稚園・歯科校医・家庭と連携
した歯・口の健康つくり」の演題にて宮城教育大学
附属幼稚園養護教諭 佐藤典子先生より発表をいた
だいた。教育大学附属幼稚園の特色を生かし，教育
目標に即して，健康教育目標「健康な心と体を育
て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う」
を設定され，歯科保健目標として「歯・口の健康つ
くりについて感心を高め，基本的な生活習慣を身に
付けることができる」を設定されている。これらの
目標達成のため，方針を立て，それぞれの子どもた
ちの発達段階を考慮した指導内容が計画的に立案さ
れ，継続的な取り組みがなされている。特に親子で
歯科検診を実施し，保護者への助言，専門学校学生
の協力による歯みがき指導，学校保健委員会での課
題の共有化，小学校との連携などの特色が見られ
た。研究発表された両園では経年的に歯科健康診断
の集計・分析をされ，課題の抽出や取り組みの評価
を行われているが，園歯科医の熱心な指導がその背
景にあることも重要に思われる。会場での研究協議
でも，健康診断の有効活用，ネグレクトを疑う時の
対応，フッ化物の応用など，熱心に話し合われた。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 藤居正博

保育所（園）・幼稚園 部会

第７４回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会
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１．保育所（園）・幼稚園の歯・口の健康
つくりは何を目指しているか

乳児期はもちろんのこと，発達段階における幼児
期においての健康つくりもまさに他律的である。他
律的であるということは，保護者や家庭の状況が直
接的に反映される時期である。保育所（園）や幼稚
園における健康つくり活動は，子どもの最初の健康
習慣である「基本的生活習慣つくり」の入り口であ
り，保護者と一体となった活動が必要であることは
言うまでもない。そして，この時期の課題とし
て，１）よく噛んで食べる習慣づけ，２）好き嫌い
を作らない，３）食事と間食の規則的な習慣づ
け，４）乳歯のむし歯予防と管理，５）歯・口の清
掃の開始と習慣化，６）歯・口の外傷を予防する環
境づくり，が大切である。特に，教育の場と地域や
家庭が一体となって，子どもの自立を図ると同時
に，自律性についても培うような歯・口の健康つく
り活動が必要であると考えられる。

２．保育所（園）・幼稚園の歯・口の健康
つくりの基本的考え方

文部科学省学校歯科保健参考資料では「幼稚園に
おいては，家庭と連携して子どもに基本的な生活習
慣を確立する過程において，保健行動が取れるよう
働きかけることが大切である。また，健康つくりに
とって重要な『食べる機能』の獲得にも注意を払う
必要がある。」とした上で，重点項目については，「歯
や口に関心を持ち，基本的生活習慣としての歯・口
の清掃や，間食の規則性を守り，好き嫌いなくよく
噛んで食べることができるようにする。」としてい
る。また，食育に関連して，幼児期は，授乳・離乳

の支援から始まり，生涯にわたる食べる機能の獲得
にも大きな役割を担っている。

３．学校・家庭・地域社会の連携について

平成８年に出された中央教育審議会の第一次答申
では「学校・家庭・地域の連携」を極めて重視して
いた。すなわち，学校・家庭・地域社会の連携と家
庭や地域社会における教育の充実が必要であるとし
て「まずは，学校・家庭・地域社会での教育が十分
に連携し，相互補完しつつ，一体となって営まれる
ことが重要だということである。教育は，言うまで
もなく，単に学校だけで行われるものではない。家
庭や地域社会が，教育の場として十分な機能を発揮
することなしに，子どもの健やかな成長はあり得な
い。『生きる力』は，学校において組織的，計画的
に学習しつつ，家庭や地域社会において，親子の触
れ合い，友達との遊び，地域の人々との交流などの
様々な活動を通じて根づいていくものであり，学
校・家庭・地域社会の連携とこれらにおける教育が
バランスよく行われる中で豊かに育っていくもので
ある。特に，『生きる力』の重要な柱が豊かな人間
性をはぐくむことであることを考えると，現在，や
やもすると学校教育に偏りがちと言われ，家庭や地
域社会の教育力の低下が指摘されている我が国にお
いて，家庭や地域社会での教育の充実を図るととも
に，社会の幅広い教育機能を活性化していくこと
は，喫緊の課題となっていると言わなければならな
い。」と述べている。歯・口の健康つくりを通じ
て，家庭をつくる家族の一人ひとり，あるいは地域
に住む人一人ひとりが生涯にわたる健康を創造する
ことが望ましい。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
―「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方―

明海大学 学長 安井利一

基調講演
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◎基調講演：日本大学名誉教授 赤坂守人
赤坂先生からは，『児童生徒の「生きる力」を育
む「学校・家庭・地域」の連携―改正「学校保健安
全法」と学校歯科保健の課題―』をテーマにご講演
いただいた。内容としては，大きく３つに分けて，
①ヘルスプロモーションに沿った学校歯科保健の方
向性，②幼児・児童生徒の望ましい生活習慣づくり
と歯科保健との関係，③改正学校保健安全法の要点
と今後の学校歯科保健の課題，を示された。
①については，世界的な健康観であるヘルスプロ
モーションの理念に基づいて，「生きる力」とは「思
いやる心」，「自然を愛し感動できる心」と定義され
た。そして学校における歯・口の健康つくり活動の
目標は，発達段階に即した自分の健康課題を見つ
け，解決法を工夫実践し，さらに評価できること
で，それを通して「生きる力」の基礎を培うことと
された。
②については夜型生活，食生活リズムの乱れ，身
体的な運動の不足，ストレス，体の清潔といった子
どもの現在の状況の改善にとって歯・口の清掃習慣
は健康つくりの最も基本となる，とされた。
③については，平成２１年に改正された学校保健安

全法，および学校給食法について解説され，子ども
の発達段階に応じた健康観察や健康相談・個別指導
の重要性を学校歯科医も熟知して対応することを要
望された。さらに歯科保健における学校安全，特に
安全教育，また食育の推進について述べられ，学
校・家庭・地域の連携，特に地域のかかりつけ歯科
医，医療機関，歯科医師会や歯科衛生士会，さらに
行政の保健・福祉担当との連携について示された。
先生の持ち味である，卓越した見識とほとばしる
情熱が十分に会場に伝わる基調講演となった。

◎研究発表１：茨城県東茨城郡城里町立沢山小学校
沢山小学校では日学歯の平成２１・２２年度「生活習

慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究
事業」の指定を受けた経緯から，実践発表された。
この学校は町村合併と学校統廃合の影響を大きく受
けた，全国的に多く見られる課題を抱えていた。学
校教育目標に沿って「考える子，やり抜く子，助け
合う子」を目指す児童像とし，そうした課題をクリ
アしながら学校の特色を出しつつ，指定が終わった
後も継続して活動が継続できるよう，無理をせずき
わめて自然体で取り組まれ，「さわやか生活カー
ド」を中心にして学校での活動を展開しているとこ
ろは，他の学校にも非常に参考になると思われる。
また，今回のテーマに沿って，同地域にある小学校
と中学校との連携についても触れられた。
◎研究発表２：岐阜県多治見市立市之倉小学校
市之倉小学校は学校教育目標「きびしく，やさし
く，たくましく」に沿って歯科保健を中心に健康教
育を位置づけ，活動を継続してきた伝統校である。
特色としては「お口の健康づくり点数」カードを活
用して，生活習慣と歯・口の健康の関連から，自己
評価と自己変革に生かしている。もう一つの特色は
地域を巻き込み，学校から地域の核となりつつある
「健康フェスティバル」である。今後ヘルスプロ
モーティングスクールを目指す学校のお手本となる
活動であった。

最後に座長から連携のキーワード「つなぐ，ひろ
げる，ふりかえる」をまとめの言葉として，今後も
それぞれの特色を生かした活動が継続され，地域を
動かしていくことを期待して小学校部会を閉じた。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

社団法人日本学校歯科医会 副会長 柘植紳平

小学校 部会

第７４回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ
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１．はじめに
WHOが提唱したヘルスプロモーションの理念に

基づいたヘルスプロモーティングスクールの考え方
が国際的な潮流になっている。
本大会のサブテーマにある「生きる力」を目標に
した健康教育とは，児童生徒が「健康に関する興味
と関心を高め，健康の価値を認識し，自らの課題を
みつけ，自律的に判断行動し，より良く課題を解決
する」というプロセスを通じて，健康に「生きる
力」を身に付けることを目標にしている。
２．歯・口の健康教育の目標
現代の健康教育のねらいも疾病志向から健康志向
へと変化してきた。個人や環境衛生の指導に重点を
おいていた時代から，生活習慣を見直し，望ましい
生活習慣を確立することに重点を置くようになっ
た。そのためには，学校が中核となって，家庭や地
域との連携が必要である。学校における歯・口の健
康つくり活動の目標は，生涯にわたって健康な生活
を送る基礎を培うとともに，自ら進んで健康で安全
の形成に貢献できるような資質や能力を養うことに
ある。
３．改正「学校保健安全法」の要点と今後の
学校歯科保健の課題
平成２１年「学校保健法」が約５０年ぶりに「学校保

健安全法」と改正され，学校保健のさらなる充実と
学校安全（安心）が重視されている。改正の主要な
項目と学校歯科保健の課題について述べた。
１）個々の幼児・児童生徒の発達に応じた健康把握
と健康相談の対応
① 歯科健康診断時の子どもへの個別指導（声か
け）と健康診断後の事後措置として，保護者を
含む健康相談を重視する。
② ハイリスク児（例：う蝕，特別支援教育等の
対象児）の保健管理（健康相談）および保健指

導の充実のための継続的な保健計画の策定に学
校歯科医も参画する。

２）学校安全（安心）の対応と教育
① 学校種別の「学校安全（安心）教育」の学習
法および教材の整備
② 重症化する歯・口腔外傷の対応に，地域の専
門的医療機関との連携強化，ネットワーク化
③ メンタルヘルスに関係し歯・口腔保健の重視
３）食育推進
① よく噛むなど「食べ方」（噛ミング３０運動）
の食教育
② 五感で食べ，五感を育むための味覚・料理体
験教育
③ 歯・口腔の疾病予防，健全保持のための食
事・間食指導

４）学校種間，家庭（保護者）および地域との連携
強化
① 学校保健委員会の活性化と学校歯科医の参加
② 地域学校保健委員会の重視（各学校種，地域
行政，医療機関の連携）
③ 家庭と学校の連携（歯科健康診断結果の個別
健康相談の実施，「健康だより」を活用しての
児童生徒の保健教育内容を家庭に連絡）
④ 幼稚園，小学校，中学校間の一貫性ある保健
管理・保健教育の推進

５）特別支援教育の改正
① 健康診断診査項目，保健調査・生活習慣・機
能調査の再検討および整備
② 保健指導（健康相談），生活・機能支援の充実
③ 通級での歯科保健教育のT. T.，G. T.として
学校歯科医の参加

６）地域のかかりつけ歯科医，専門的医療機関，福
祉，行政との連携（「多様化・深刻化」する健康
課題に対応するため）

児童生徒の「生きる力」を育む「学校・家庭・地域」の連携
―改正「学校保健安全法」と学校歯科保健の課題―

日本大学 名誉教授・社団法人日本学校歯科医会 常務理事 赤坂守人

基調講演
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最初に，日本歯科大学生命歯学部准教授の福田雅
臣先生が「中学校での学校歯科保健の課題―食と咀
しゃくに対する事態等の調査委員会報告から見えて
きたもの」という演題で基調講演をされた。中学生
期になると，幼児期・小学生期に学び，実践してき
た歯科保健教育，歯科保健管理の成果を引き続き行
う意欲が希薄化してくる。萌出して間もない重要な
第二大臼歯のむし歯，急増する歯肉炎の予防対策に
取り組んでいかなければならない中学生期には新た
な健康問題も増え，単に歯・口の病気という視点だ
けでは難しくなってくるため，他の保健分野や生活
活動などとの連携した活動も重要になってくる。心
身の発達段階からみた歯・口の健康つくりの中学生
期の課題の一つとして挙げられている“咀嚼・食”
が小学生期の低・中・高学年の各課題でも筆頭に挙
げられ，歯科保健からアプローチする「生きる力」
をはぐくむための重要な課題であると理解できる。
日本学校保健会のアンケート調査結果から，今後
“食と咀嚼”にかける時間をいかに確保していく
か，また中学生期の健康行動を支援していくために
は学校と家庭とで課題の共有を含めた連携の必要性
が重要であると結ばれた。
研究発表１では水戸市立第三中学校の髙山朋子養
護教諭が「生徒の自己管理能力を高めるために学校
全体としての取組を進めるための方策～歯と口の健
康つくりをとおして～」の演題で話された。生徒が
自らの生活習慣や心身の状態に関心を持ち，健康課
題をみつけ，生涯を通じて健康な生活を送るのに必
要な資質や能力を育てるために，平成２０年度は学校
全体で取り組む態勢作りを目標に歯・口の健康つく

りを取り上げ，平成２１年度は食生活に焦点を当て，
小・中連携を図りながらの取り組みでまず教職員へ
の働きかけ，それから生徒への働きかけ，人材資源
の活用や家庭への働きかけを行った。生徒の実態を
的確に把握し学校の健康課題を明確にすることによ
り教職員の問題意識を喚起し，その結果生徒・保護
者へ伝えていく具体的な方策が生まれていった。意
図的に様々な機会を通じて保護者に学校の実態を伝
え，話し合うことで保護者の健康への関心が高ま
り，家庭での望ましい生活習慣の育成に役立った。
学校保健安全委員会での内容を委員以外の保護者や
教職員にいかに伝えていくかが課題であり，それに
より生徒自身の意識を高め自己管理能力が高まる必
要性を感じる，と報告があった。
研究発表２では滋賀県蒲生郡竜王町立竜王中学校
若井啓子養護教諭が「地域関係機関と連携し幼・
小・中で取り組む保健活動～歯・口の健康つくりを
通して～」の演題で，町ぐるみの健康教育推進のた
め町内の養護教諭部会が中心の町学校・園保健委員
会を設立し，「フッ化物利用のむし歯予防」を実践
した取り組みについて発表された。町歯科保健セン
ターを中心にフッ化物洗口を推進して町民の理解を
得，学校では週１回フッ化物洗口することを含め歯
科保健の推進を職員会議で確認して開始した。その
後，組織は養護教諭部会を含めた保健主事部会，食
育主任部会，体育主任部会，生徒指導部会として，
会長に校長が入り，町ぐるみの一貫した指導を行っ
て歯・口の健康を窓口とした健康つくりが行動化し
ていった，という報告があった。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 杉原瑛治

中学校 部会

第７４回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ



第７４回大会

67日本学校歯科医会会誌 107号

１．はじめに

学校保健統計調査によれば，近年の１２歳児の歯・
口の健康状況の改善は目を見張るものがある。この
要因は，保健教育，保健管理充実，特に幼児期・小
学生期の健康つくりの一環として行われてきた歯と
口の健康つくりをめざした様々な活動の充実があげ
られる。では，改善してきた口腔保健状況を引き継
いだ中学生期は，どのようなアプローチで歯科保健
活動を継承していくことができるであろうか。

２．中学生期の学校歯科保健活動の方向性

口腔保健状況は改善したとはいえ，半数以上の者
がむし歯を経験しており，中学生期の大きな健康課
題である。したがって，第二大臼歯のむし歯予防は
重要な課題であり，また歯肉炎の予防対策にも取り
組んでいく必要性がある。一方，中学生期はますま
す自律意識が高まってくる時期で，生活環境も大き
く変化してくることになる。それ故，歯・口の健康
と病気という視点だけではなく，生活習慣の変化に
対応した幅広い視点のからの歯科保健活動が必要に
なってくる。

３．中学生期の歯科保健活動課題

“「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つ
くり”には，中学生期の歯・口の健康つくりの課題
として７項目が示されている。その筆頭にあげられ
ているのが「咀嚼と体の働きや健康」である。食と
咀爵に関しては幼児，各小学校期の課題の筆頭にあ
げられており，成長発育していく各段階で歯科保健
からアプローチする「生きる力」をはぐくむための
重要課題であることが理解できる。

４．「食と咀しゃくに対する実態等の
調査委員会報告」から見えてきたもの

本年２月に，日本学校保健会「食と咀しゃくに対
する実態等の調査委員会」の報告書が提示された。
本調査の目的は，「噛む」ことや「咀しゃく」に関
連する意識および実態等を把握することであり，対
象は小学校４・５年生，中学生１・２年生とその保
護者である。調査項目は「食生活」の中の「食と咀
しゃく」に注目し，「噛むこと」「食の内容」「食に
対する心」，それらからみえてくる「親子関係」と
いった食と生活に密着した項目で構成されていたも
のである。
この調査結果から，中学生期は，多様性が増して
くる生活の中で，いかに“食と咀しゃく”にかける
時間を確保していくか，他律から自律までの移行を
どのように指導していくかなどの課題がみえてき
た。特に中学生期の子どもたちの健康行動を支援し
ていくためには，学校と家庭とで課題の共有を含め
た連携の必要性が重要であると考えられた。

５．まとめ

“「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つ
くり”の小学校高学年と中学生の歯・口の健康つく
りの課題はほぼ共通した内容があげられていること
から，小・中学校が各課題を共有することができ
る。すなわち中学生期は，小学校で歯・口の健康つ
くりを通して育んできた「生きる力」を“つなげ”，
また高校へ“つなぐ”，そして成人としてしっかり
と自律するために“つながる”歯科保健活動が期待
される。その中核にあるのが“食と咀嚼”であると
いえよう。

中学校での学校歯科保健活動の課題
―「食と咀しゃくに対する実態等の

調査委員会報告」から見えてきたもの―

日本歯科大学生命歯学部衛生学講座 准教授 福田雅臣

基調講演
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基調講演は，東京女子体育大学 教授 戸田芳雄先
生に『高等学校における歯・口の健康つくりの総合
的展開を目指して―「マネジメント」と「連携」が
キーワード』いうタイトルでお話しいただいた。
生きる力を育む歯・口の健康つくりにおける実践
時の法的根拠をやさしく説明していただき，「WHO
は健康を資源として位置付けており，健康が確かな
学力・豊かな心を育んで，生きる力を身につけた子
どもを作る。また，学校教育目標は P－D－C－A
（Plan－Do－Check－Action）であり，校長のリー
ダーシップの下に連携が不可欠」とのお話であっ
た。
健全な次世代の国民を作ることは，国家の存続に
関与するものである。心身共に健全な児童・生徒を
作ることはすなわち次世代の健全な国民を作ること
に他ならない。これは学校教育のみならず，家庭・
地域すべての人たちの支援なくして成り立つもので
ないと再認識させられるご講演であった。

研究発表１は，高知県立高知小津高等学校 養護
教諭 升岡よ志子先生に「生活習慣予防等を目指し
た歯・口の健康つくり～大規模校における口腔衛生
と生活習慣病予防～」というテーマでご発表いただ
いた。
高知小津高等学校は創立１３７年で県内でも最も伝
統のある進学校であり，文武両道の高等学校とのこ
とである。生活問診を１０項目作成し３択方式を点数
化して，歯科保健活動に用いている。ハイリスク者

に対してのブラッシング等の事後処置により，ハイ
リスク者の著しい改善がみられた。これらは養護教
諭を中心とした学校，学校歯科医，保護者および高
知県歯科医師会との連携の賜物であると考察される
発表であった。

研究発表２は，大阪府立花園高等学校 養護教諭
の加藤美鈴先生より「本校における歯科口腔保健の
実際と展望～大阪府立花園高等学校の場合～」と題
して発表していただいた。
花園高校は近隣に有名な花園ラグビー場のある生
徒数９８８名という大規模校である。ゆとりある定期
健康診断と保健だよりをテーマに発表された。１学
級１時限かけ，パーティションで区切り，プライバ
シー保護にも配慮がみられた。保健だよりは生徒の
気を引く「あなたの歯を守るFBI」（Flossinng・
Brushing・Irrigation），そしてバス法の説明も記載
されており，この保健だよりですべてが網羅されて
いる感じであった。

口腔保健教育を通して，私たち学校歯科医がかか
わる最終ステージである高校時代，その手法・成果
には悩むところ大であるが，今回の２校の研究発表
はその解決策を示唆してくれている。改めて学校歯
科医と養護教諭との熱意が多感な時期の高校生の琴
線に触れ，生きる力を育んでいると思われた協議会
であった。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 川本 強

高等学校 部会

第７４回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ
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１．高等学校では，自律的な健康づくりができる生
徒の育成を目指す
学校健康教育のねらいは，生徒自らが，学習に

よって健康の大切さに気付き，環境や生活行動を主
体的に改善し，他律的な健康管理から徐々に自律的
な健康づくりができるようにし，健康な生活を実現
していくことにある。
加えて，高等学校は，それらを目指す学校段階の
実質的な完成の時期に当たり，自身はもちろん，親
となり，健康な家庭を営むために必要な資質や能力
を身に付けることができることが目標となる。その
実現のためには，健康づくりに関する高等学校の校
内体制を整備し，家庭，地域の関係機関・団体等と
連携しての具体的な取り組みや支援が必要である。
歯・口の健康つくりは，そのための入り口であ

り，中核であることを改めて強調したい。
２．学習指導要領に基づいて健康教育を充実し，生
きる力をはぐくむ

１）学習指導要領総則の趣旨や内容を理解し，教育
課程に位置づける。
学校における健康教育は，学校保健，学校安全お
よび学校給食や食に関する指導を包括したものであ
り，それらが相互に関連し，管理と表裏一体として
進められるものである。小学校，中学校学習指導要
領の総則「体育・健康に関する指導」の項で，体力
の向上と合わせてその基本方針が示されている。
３．基本となる教育課程改善の方向を踏まえ，健康
教育の質的向上を目指す

① ますます重要となる「生きる力」の育成
② ますます重要となる家庭の役割の明確化と家
庭・地域と学校との連携

③ 健康教育で育成すべき資質・能力とは
ア 健康や安全に関する情報を正しく判断し，知
識を健康管理のための行動に結び付けることが
できるような資質や能力
イ 心身の健康や環境，安全に関する関心・意
欲・態度 など

４．改正された学校保健安全法等に基づいた保健管
理等を行う
平成２０年６月，約半世紀ぶりに学校保健法が大幅
に改正され，「学校保健安全法」が成立（２１年４月
より施行）した。この半世紀の社会や生徒の健康・
安全を巡る状況の変化に鑑み，生徒の健康の保持増
進を図り，様々な危険から生徒の安全を図ること
は，学校教育活動はもとより，家庭や地域における
様々な活動の前提となるものであり，学校を含めた
社会全体で取り組むことが一層重要となりつつある
ことを反映したものである。
５．キーワードは，「マネジメント」と「連携」!
歯・口の健康つくりを含む学校健康教育は，保健
主事や養護教諭など一部の者だけでなく，校長の
リーダーシップの下，全教職員が，学校，家庭およ
び地域の関係機関・団体等と連携・協力するととも
に，保健主事の総合的な企画立案・調整等（マネジ
メント）や養護教諭の地域の関係者や関連機関等と
のコーディネーターとしての役割の再認識とすべて
の教職員の組織的な取り組み，家庭・地域との積極
的な連携により，学校健康教育を活性化し，PDCA
サイクルを重視し，学校全体のQOLの向上及び一
人ひとりの生徒の健康つくりを支援していく必要が
ある。

高等学校における歯・口の健康つくりの
総合的展開を目指して
～「マネジメント」と「連携」がキーワード～

東京女子体育大学体育学部体育学科 教授 戸田芳雄

基調講演
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特別支援教育における歯・口の健康つくりの総合
的展開とは何か。特に今回のサブテーマでもある連
携ということを念頭に置きながら，この部会は展開
された。特別な支援を必要とする子どもたちの教育
の在り方については，教育基本法の改定に伴いその
学習指導要領の内容もいろいろと様変わりをしてき
ている。また，国連において「障害者の権利に関す
る条約」が採択され，日本でもその批准に向けて障
害者制度の更なる検討が始まり，これからの特別支
援教育のあり方にも大きく影響しているところであ
る。
こういった背景を踏まえ，まず，東京都教職員研
修センターの岩井雄一教授より「特別支援教育の進
展と歯科保健教育」という演題で，特別支援教育の
在り方について総論的に基調講演をしていただい
た。黒柳徹子さんの『窓際のトットちゃん』の逸話
をもとに，その子どもの抱えている障害や問題につ
いてマイナス面を指摘し直すといったことではな
く，良い面や特徴的なことを伸ばしてあげることに
より自己有用感を育て，個性を育むことが重要であ
ると説かれた。また，特別な支援を必要とする子ど
もたちの現状や問題点さらには実際の教育活動につ
いて解説をいただき，障害の種類，程度あるいは発
育段階といったものに十分配慮したきめの細かい一
人ひとりの教育が必要であることを強く述べられ
た。さらに，すべての垣根を外したインクルーシブ
教育にも触れ，現状での難しさや今後の課題につい
ても言及された。
続いての実践発表では，まず千葉県船橋市立船橋
特別支援学校教諭の吉野由紀枝先生より発表があっ

た。この学校の特徴は，保健主事の吉野先生が保健
主事の本来の役割である学校保健のコーディネート
をきちんとされ，校長，養護教諭，学校歯科医さら
には栄養士をも巻き込んで有機的に機能していると
ころである。子どもたちの歯科的健康課題を模型や
絵カードなどを用い工夫された歯科検診の結果から
抽出し，歯科指導などの事後措置に活かしていると
ころや，養護教諭だけでなく担任を巻き込んだ歯科
指導は，子どもたちとのコミュニケーションといっ
た観点からも有意義な点だと思われた。さらには，
献立の工夫や食べ方の支援を通じて，給食支援部と
連携している点は特筆すべきものだった。
もう一校の愛知県名古屋市立守山養護学校は船橋
特別支援学校と同じく２００名を越す大規模な学校
で，２名の養護教諭が中心となりきめの細かい活動
を行っている。歯科健康診断では「手はおひざシー
ト」を作成するなどしてスムーズな検診ができるよ
う工夫をしたり，事後措置の歯科指導も学校だけに
留まらず，長期休養中の「歯みがきカレンダー」を
作成して保護者との連携を図っている。その反面，
「歯みがきカレンダー」を負担に思い非協力的な保
護者の問題や医療機関の受診に困っている実態など
も問題提起された。
協議では，障害の程度に応じた検診方法の工夫や
給食における学校歯科医の役割分担，さらには歯科
相談の有効な活用方法についての意見が出された。
もちろんそれぞれの立場で自分の職分を全うするこ
とも大切だが，みんなの力を結集させて組織的有機
的に学校歯科保健活動を発展させることが重要であ
ることを確認し，終了した。

歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して
～「生きる力」を考える…学校・家庭・地域社会の連携の在り方～

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 赤井淳二

特別支援教育 部会

第７４回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ
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１．特別支援教育の現状

平成１９年４月から改正学校教育法が施行され，特
別支援教育制度が始まった。それまでは，障害のあ
る幼児児童生徒の教育については，特殊教育として
盲・聾・養護学校や特殊学級などの特別な場で行わ
れてきた。しかし，国際的にも障害のとらえ方が変
化していく中で，一人ひとりのニーズに応じた適切
な指導および必要な支援を行う「特別支援教育」に
転換した。
また，これらの検討の過程で行われた調査研究に
おいて，小・中学校の児童生徒のうち，行動面や学
習面に著しい困難のあるものが６．３％いるという結
果が出ている。これらの児童生徒は主に発達障害の
ある児童生徒と考えられる。特別支援教育は，これ
らの発達障害のある児童生徒も対象とし，通常の学
級において一人ひとりのニーズに応じた適切な指導
と必要な支援を行うことも含んでいる。そのため，
特別支援学校はこれらの学校に対して助言・援助を
行うセンター的機能をもつことになった。
特別支援教育制度の実施から４年目を迎え，小・
中学校等における特別支援教育を推進するための整
備は進んできている。一方，知的障害のあるものを
中心に特別支援学校や特別支援学級，通級による指
導を受ける児童生徒が年々増えている。

２．発達障害の特性と対応

発達障害の特性については，大会要項にも少し書

かせていただいたが，発達障害に関する本もかなり
出ているので参照していただきたい。脳の機能的な
障害であること，感覚的な面でも健常の人とは異
なった感じ方をすることがある。誰もが自分の感じ
方を普通だと思い，他の人も同じように感じると思
いがちであるが，視覚・聴覚・味覚・触覚など知的
発達とは関係なく，全く違う感じをもつ人がいると
いうことを理解してほしい。そして，このような人
たちの中には，特別な才能を発揮し，活躍している
人も大勢いる。自分や他の人と違うということにば
かり注目せず，よさを伸ばしていく視点が重要であ
る。

３．特別支援教育と学校歯科保健

学校歯科医の先生方には，特別支援学校に在籍す
る一人ひとりの個性的な幼児児童生徒に対して，健
康診断を始め，歯みがき指導や学校保健委員会にお
ける学校への提言，保護者の相談への対応等，専門
的な立場からのお力添えに感謝している。さらに，
通常の学校に特別な配慮を要する児童生徒が６％以
上在籍することを踏まえ，障害のある児童生徒に対
する対応について，特別支援学校のようにセンター
的機能を発揮していただきたい。障害のある幼児児
童生徒の中には，なかなか診療が受けられないもの
も多くいる。多様な場面での理解，バリアフリーが
進むことが共に生きる共生社会の実現につながると
考える。

特別支援教育の進展と
歯科保健教育

東京都教職員研修センター研修部教育経営課 教授 岩井雄一

基調講演
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書籍『岡本清纓―歯界遍歴の足跡』

「大正昭和の歯科界を生きて／４つの部門のパイオ

ニア」と書名の肩書きに記載された，岡本清纓先生の

伝記がこの度医歯薬出版株式会社から出版されまし

た。編者は岡本先生のお嬢様のご子息，つまりお孫さ

んである上田祥士先生です。上田先生は歯科医師で，

そのお子さんも歯科医師となっています。

上田先生が，歯科医師として先達の業績を伝記とし

てまとめられ，また肉親として祖父の歩みをたどった

ものです。そのため，文づかいの隅々に編者の思いが

感じられる本となっています。

岡本清纓先生は，我が国最初の小児歯科医院の院長

であり，戦後再建された，日本学校歯科医会の初代理

事長でした。また，東京医科歯科大学の口腔衛生学講

座の初代教授に就任され，愛知学院大学歯学部の初代

学部長として戦後初の私立歯科大学創設に尽力されま

した。

岡本清纓先生は，大正年間に貧しい地域の学童の巡

回歯科診療に従事され，学校教員向けの口腔衛生教育

談話会をはじめとする口腔衛生普及活動に尽力されま

した。岡本清纓先生の講話の上手さは有名でした。学

校歯科保健の現場活動のみならず，岡本先生は学校歯

科医の設置運動に係わるとともに，東京市学校歯科医

会を設立し，全国学校歯科医大会の開催にも大きく係

わりました。

学校歯科に係わる皆様の，座右の書として，また大

先達の教えを学ぶ書として手元に置かれますことをお

薦めします。

主な目次
第一章 転校を重ねた中学校時代
第二章 ライオン歯磨に入るまで
第三章 北海道，網走・斜里時代
第四章 ライオン児童歯科院十八年
第五章 武蔵野・吉祥寺時代
第六章 大阪，そしてまた東京へ
第七章 愛知学院大学歯学部の二十年
附 章 先輩，心の友を偲ぶ

学校現場の
学校歯科保健教材

ご存知ですか？

きよふさ学校歯科保健分野の先達に学ぶ ～岡本清纓先生の歩んだ道のり～

『大正昭和の歯科界を生きて ４つの部門のパイオ
ニア 岡本清纓―歯科遍歴の足跡』上田祥士編
A５判／１８０頁／定価３，１５０円（税込）

推薦人：

東京歯科大学社会歯科学研究室 教授 石井拓男
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清
纓
は
会
則
を
つ
く
っ
て
原
案
を
説
明
し
、
武
藤
登
喜
次
郎
（
福
岡
県

歯
科
医
師
会
長
　
県
会
議
員
）
が
議
長
で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
こ
の
と

き
は
学
校
衛
生
会
の
反
対
で
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

重
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
奥
村
鶴
吉
、
清
纓
た
ち
が
帝
国
学
校
衛
生
会
の

役
員
、
文
部
省
の
岩
淵
、
大
西
ら
の
学
校
衛
生
官
と
協
議
し
て
、
と
り
あ

え
ず
昭
和
六
年
四
月
六
日
に
、
帝
国
学
校
衛
生
会
と
東
京
市
学
校
歯
科
医

会
の
共
同
主
催
で
、
第
一
回
の
全
国
学
校
歯
科
医
大
会
を
開
く
と
こ
ろ
ま

で
こ
ぎ
つ
け
た
。
会
長
は
帝
国
学
校
衛
生
会
会
長
の
横
手
千
代
之
助
、
副

会
長
は
奥
村
鶴
吉
で
、
芝
に
あ
っ
た
日
本
赤
十
字
社
の
講
堂
で
開
か
れ

た
。
そ
し
て
つ
い
に
翌
昭
和
七
年
に
念
願
の
日
本
連
合
学
校
歯
科
医
会

（
理
事
長
　
奥
村
鶴
吉
）
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
日
の
日
本

学
校
歯
科
医
会
の
根
源
と
な
っ
た
。

た
め
に
組
織
は
壊
滅
に
近
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
組
織
を
立
て

直
す
た
め
に
も
清
纓
は
尽
力
し
た
。
昭
和
二
十
二
年
頃
、
日
本
学
校
歯
科

医
会
の
前
駆
的
な
組
織
づ
く
り
の
た
め
に
、
当
時
大
阪
に
い
た
清
纓
は
た

び
た
び
上
京
し
、
準
備
に
奔
走
し
た
。
昭
和
二
十
四
年
に
書
か
れ
た
『
学

校
歯
科
衛
生
』
は
、
そ
の
活
動
の
集
大
成
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
後
も
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
授
時
代
に
は
創
設
し
た
ば
か
り
の
日
本
学

校
歯
科
医
会
の
幹
事

長
と
い
う
役
で
運
営

の
中
心
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
学
校
歯

科
衛
生
運
動
が
盛
ん

に
行
わ
れ
始
め
た
大

正
初
頭
か
ら
昭
和

三
十
五
年
ご
ろ
ま
で

の
間
の
わ
が
国
の
学

校
歯
科
保
健
の
歴
史

の
な
か
の
ど
の
断
面

を
と
っ
て
き
て
も
、
必

ず
清
纓
は
姿
を
現
わ

し
て
い
る
。

●問い合わせ先 医歯薬出版株式会社
〒１１３－８６１２ 東京都文京区本駒込１－７－１０
TEL：０３－５３９５－７６３０ FAX：０３－５３９５－７６３３

おか もと きよ ふさ

岡 本 清 纓

明治２７年２月１１日 福島県白河に生まれる
大正６年１０月 東京歯科医学専門学校卒業
大正１０年～昭和１３年 ライオン児童歯科院院長
昭和１４年 医学博士
昭和１４～１８年 ライオン歯科衛生院院長
昭和２８年４月 大阪大学歯学部非常勤講師（口腔衛生学・歯学

史・学術修辞学）
昭和２８年１２月 東京医科歯科大学教授（口腔衛生学）
昭和２９年４月 東京医科歯科大学附属歯科衛生士学校校長併任
昭和３３年４月 東京医科歯科大学大学院研究科教授兼任
昭和３５年３月 東京医科歯科大学定年退職
昭和３５年４月 愛知学院大学教授
昭和３６年４月 愛知学院大学歯学部長並附属病院長
昭和４３年３月 愛知学院大学附属病院長辞任
昭和５０年７月 愛知学院大学歯学部長辞任
昭和５０年８月 愛知学院大学歯学部顧問（学部長待遇）
昭和５２年３月 愛知学院大学歯学部教授定年退職
昭和５２年４月 愛知学院大学名誉教授
昭和５８年２月２２日 逝去

学校歯科保健活動で使える学校現場の教材をなんでも把握していると思ったら
大間違い⁉知っているようで意外に知らない学校に備えられているスグレモノや
これから活用したい教材をご紹介します。明日からの実践にお役立てください。

学校歯科と岡本清纓先生とのエピソード
本文７６頁

学校歯科と岡本清纓先生とのエピソード 本文７７頁
《出典》上田祥士編：大正昭和の歯科界を生きて／４つの部門のパイオニア 岡本清纓―歯科遍歴の足跡．医歯薬出版，２０１０．
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このたよりは，日本学校歯科医会が行っている「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究
事業」の推進学校と推進地域の教育委員会に対し，本調査研究事業に関する取り組みや活動を報告する目的で
発行しているものです。

平成２１・２２年度

「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究事業」

社団法人日本学校歯科医会

趣 旨

我が国の幼児児童生徒（以下，「子ども」という。）の歯・口の健康つくりは，これま

で小学校を中心にむし歯予防に成果を上げ，減少を続けている。しかしながら，近年，

歯周病や咀嚼・摂食などの口腔機能の未発達など新たな課題が指摘されている。とりわ

け，長年の生活習慣の積み重ねによって起こる歯周病等の生活習慣病の予防は国民的な

課題であり，その性格上，小学校のみならず，幼稚園，中学校，高等学校等も含めた長

期的な指導が求められている。

また，平成７年度より導入した「CO」「GO」該当者の教育・管理の在り方にも課題

が残されており，学校での対応や地域医療機関と連携した事後措置の在り方等について

も具体的に研究を進める必要がある。

このため，これまでの「歯・口の健康つくり推進指定校」の成果を踏まえ，生活習慣

病予防など新たな課題への対応を探るため，文部科学省より委託され平成１７年度より実

施していた「生活習慣病の予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究事業」を本会

事業として継続実施し，学校歯科保健の更なる充実に資する。
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まもなく本事業も２年間の実施期間が残すところ３ヶ月余りとなりました。皆様，調査研究
事業の進み具合はいかがでしょうか？さて，２年間も終盤にさしかかり，多くの学校が本事業
の調査研究発表会を行ってきました。本会役員や当事業委員においても，学校へ伺い講演の様
子を拝見させていただきました。そこで今回はいくつかの学校の訪問記をご紹介いたします。

歯・口の健康つくり委嘱期間も終盤に!

平成２１・２２年度の生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究事業も２年目の後半となり，各
学校で事業の発表会を開催していただいております。
歯・口の健康つくりを通して，好ましい生活習慣の育成，発達段階に応じた自律的健康つくり，ヘルスリテ
ラシーを習得し活用するなかで生きる力をはぐくむ等ねらいは多岐にわたりますが，発表会に訪問させていた
だいた学校からの報告ではいずれの学校・地域も主旨を十分理解いただき，多大の成果を挙げていただいてい
ます。日本学校歯科医会の担当委員会では，次期に向けて，事業の円滑な開始に向けてのリーフレットを作成
中です。今後とも，全国の子どもたちの歯・口の健康つくりの学校での展開を通じ，生活習慣の構築，心身と
もに健康で「生きる力」をはぐくむ教育活動として継続してまいります。（藤居正博）

訪問記① 千葉県市川市立北方小学校 平成２２年６月１８日（講演会）
平成２２年１１月１０日（公開研究会）

市川市立北方小学校は，「生きる力」の一つの要素として「健
康な心と身体」を育むことに力を注いできており，平成１７年に
は市川市ヘルシースクール推進校として指定されています。平
成２０年度からは「生活リズム」「体力向上」「食育」の３つの柱
から研究を進め，また健康教育の日常化を図ってきました。そ
うしたなかで，本事業の平成２１・２２年度推進校を受けていただ
きました。私はちょうど住まいが市川市でもあることから，健
康教育講演会と発表会に参加させていただきました。
講演会は，平成２２年６月１８日（金）の午後に北方小学校の「ふれあいルーム」でオープンスクールデーの一
環として開催されました。「口と歯は健康のみなもと ─健口から健やかな成長を─」というタイトルで，口
の健康のためにも歯みがきばかりでなく食生活（生活リズムや食育）が大切であるという話をさせていただき
ました。暑い中を，多くの保護者の方にご参加いただきました。
健康教育公開研究会は，平成２２年１１月１０日（水）に開催され，県や市の教育委員会の方々や地域の大学の先
生方なども出席され，また他校の先生方も多数参加されていました。最初の１時間は各教室や体育館での授業
で，低学年ではむし歯や歯みがきをテーマに，高学年では食育をテーマに授業が展開されました。グループに
分かれて討議した結果を発表するという PBL方式の授業でしたが，生徒の皆さんの発表は実に堂々としたも
のでした。全体会の後，参加者はそれぞれ希望する分科会に分かれて研究討議をしました。歯・口の健康つく
りを通じてよりよい生活習慣づくりが推進されている様子が実感できました。（井上美津子）
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訪問記② 大分県大分市立明野西小学校（平成２２年８月２日）

平成２１・２２年度の生活習慣病の予防等を目指した歯・口の健康つくり
推進事業指定校の大分市明野西小学校により依頼を受け大分を訪れたの
は，平成２２年８月２日の暑い日であった。夏期休暇中の事業なので小学
校で開催する代わりに，大分市保健委員会との協賛で大分市コンバル
ホールで研修会が行われた。そのため参加者数は，同校の教職員以外
に，養護教諭８２名，学校栄養職員栄養教諭等２３名，PTA関係６２名を加
え合計２１７名にのぼり大変盛況であった。
同校は，食育にもたいへん力を注いでいる学校でもあることから，「歯
科医師から見た食育」のタイトルで講演を行った。講演内容を要約すると，食育には，“口に入る前の食育”
と“口に入った後の食育”がある。前者は，体に良い食べ物を選ぶ力を身につけること。後者は“よく噛む”
ことである。歯の健康は，後者の食育の推進を図る上での基本である。さらに，歯科医師の立場から食育につ

かまど

いて以下の３つの提言をさせていただいた。１：“家”の語源は，竈であり，一緒に食事をすることで，家族
関係が密になる。２：子どもたちに空腹感を与えることが重要である。
空腹感を満たすために，人間は，様々な工夫を行い現代の文明が築かれ
た。３：大きく口を開け，前歯を使って食物をかじりとる。このことが
顔の表情を作る筋肉を鍛える。教職員は，講演中終始熱心にメモを取ら
れていた。今回の研修会をきっかけとして，平成２２年１１月に行われる研
究大会に向け，新たな取り組みのきっかけとなれば幸いである。

（岡崎好秀）

訪問記③ 鳥取県鳥取市立気高中学校（平成２２年１０月８日）

１０月８日「気高中学校区学校歯科保健研修会」が開催され，参加して
きた。学期の狭間の多忙な時期にもかかわらず，会場には，鳥取市内外
の教職員，歯科保健関係者などが多数参加していた。
気高中学校では，研究テーマを「自分づくり・仲間づくり・生活習慣づ
くり～歯・口の健康つくりを通して～」とし，自律的な健康づくりを一
層進めるために，予防教育の推進を重点とした生徒の活動を促進するこ
とに力点を置いた。参加者は，生徒の自発的・自治的活動を通して本校
生徒の行動変容に学びながら，保・幼・小・中学校及び家庭や地域が連携を深めることにより，歯科口腔状況の
改善はもちろん，長期欠席者の減少，スポーツ文化成績の向上，けがや病気による保健室利用の減少など健康
な心身や活力の醸成，学力の向上や生徒指導上でも大きな教育効果があがるということを学ぶことができた。

このような取組は，今次の教育課程の改善でも継続されることとなった
生きる力の育成につながり，将来自分の持つ能力や才能を発揮し，自分
の夢や目標を実現し，幸福を追求していく基盤となることを確信した。
今後は，気高中学校区全体で本研究指定の成果を共有し連携協力し

て，取組を継続深化しながら，一層の成果を上げられることを期待して
いる。（戸田芳雄）
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訪問記④ 鹿児島県大崎町立大崎中学校（平成２２年１０月６日）

青空の拡がる鹿児島県大隅半島・大崎町に，昨年度に続いてうかがっ
てきました。１０月初旬にもかかわらず，ワイシャツ１枚でちょうど良い
くらいの暖かい日，正門には「若人よ!生き抜く力を!」という標語を
前に（写真），２度目の訪校とはいえ，引き締まった気持ちで正門をく
ぐりました。
２年間の事業ですので，最終年度の後半のスタートという時期でした
が，区切りとなる発表会を兼ねた「歯と口の健康つくり学習会」に参加
してきました。校長室では，校長先生，大隅半島の学校を統括している
大隅教育事務所の指導主事の先生，そして，地元名産の芋飴を作られて４代目という PTA会長が迎えてくだ
さいました。
事業に取り組んで１年半，１人平均むし歯指数などに大きな変化は見られないが，生徒一人ひとりを見てい

ると，それぞれ意識が変わってきているのを実感すると校長先生が話
されていました。教育主事からは，学校だけにとどまらず，町全体に
「歯を大切に」という意識が拡がり始めている印象を受けているとの
話もありました。PTA会長も，学校からいろいろ情報が届くので，
家でも「良く噛んで食べなさい」などの話をする機会が増えたと言わ
れていました。
こうした話を聞かせていただく

と，この事業の意義をあらためて
教えていただいたように思いました。２年間で終わることなく地域に根付
いてもらえれば，日本学校歯科医会にとって大きな励みになると感じました。
勉強会は，生徒やその家族はもちろん，町の小学校や中学校の関係者も

集まり，３５０名を超える参加者でした。前回は「口の働き」がテーマでし
たが，その後のいろいろな取り組みを続け，そのアンケート結果から見えてきた課題ということで，「睡眠」「食
事」「体力」を切り口にした話をとのリクエストがありました。そこで，養護の先生と知恵を出し合って，今
回は「ぼくもわたしも，カメカメ歯─噛むことと生活リズムを，みんなで考えよう!─」という題で勉強会を
開きました。
終わってから，養護教諭の先生が「残り半年，もう少し頑張って生徒たちに口の大切さを伝えます」の言葉
に送られて，学校歯科保健の楽しさをちょっと感じながら，大崎町を後にしました。（田中英一）

訪問記⑤ 宮城県立支援学校小牛田高等学園（平成２２年１１月１１日）

明るい日差しがさす中にも，低気圧のなごりの風が吹く朝，宮城県立
支援学校小牛田高等学園を訪問させていただいたのは，平成２２年１１月１１
日の事だった。仙台より東北本線で４０分ほど北上した小牛田駅から徒歩
１５分の場所に学校はあった。学校は支援学校の高等部だが，同じ敷地に
聴覚障害をもつ子どもたちの幼稚部，小学部もあり，一緒に給食を食べ
たり，１年生は寄宿舎生活を送るなど，まさに家族的な雰囲気がただよ
う学校で，大変な暖かみがあった。齋藤ちさ子校長をはじめ，教職員の
先生方皆さんが，生徒たちの社会的自立に向け教科に，生活指導に，体力づくりに情熱を傾けられ，工夫を重
ねられていることは，午前中授業参観等，明るい笑顔と真剣に勉学に取り組んでいる姿を見させていただき，
あらためて学校での学びと喜びを感じさせていただいた時間であった。このような学校で歯・口の健康つくり
に取り組んでいただき，有り難く思うとともに，宮城県教育委員会，宮城県歯科医師会のご推薦に感謝を申し
上げたい。午後は，記念の講演会と研究発表会があり，生徒たちは姿勢を正し，講演に傾注しており，健康つ
くりの成果が現れていると感じた。研究の成果はすでに，学校に入らせていただいた時に強く感じ入るものが
あったが，その要点を伏見先生ならびに木村学校歯科医より，保護者と連携し，この学校の特色のひとつであ
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る寄宿舎生活や体力づくり，作業活動と組み合わせ教育目標の具現化につなげていただく発表をいただいた。
学校のすみずみまで子どもの社会に巣立つための工夫がされており，保健室でもゆっくり談笑しながら学べる
仕掛けは参考になった。特別支援学校への研究委嘱は始めてのことで，学校でも戸惑いも多かったと思われる
が，少人数教育の特色を最大限に活用され，一人ひとりにきめ細かい配慮のうえで，健康つくりを展開された
ことに，感動しているうちにあっいう間に時間が過ぎ，帰路につかせていただいた。（藤居正博）

訪問記⑥ 岐阜県羽島郡笠松町立笠松小学校（平成２２年１１月２５日）

１１月２５日（木）澄みわたった青空の下，子どもたちの歓声と PTAの方た
ちに迎えられて笠松町立笠松小学校を訪問させていただきました。少し早め
に到着して学校周辺を歩かせていただくことを常としておりますが，笠松小
学校の近くには歴史と現代が融和した大変落ち着いた地域の雰囲気が感じら
れ，道行く方ともあいさつを交わしながら散策をさせていただきました。学
校は明治５年開校のたいへん歴史のある学校で，特に道徳の研究では４０年以
上取り組まれ，笠松町も道徳の町という，子どもたちは恵まれた環境ですく
すくと育まれていました。発表会資料も参加者に授業のねらいや研究の成果
がわかるようにと具体的な資料を用意いただき，高木敏彦校長をはじめ，教職員，児童，PTAの皆さんが一
緒になって，参加者を迎えていただく，もてなしの心が感じられ，２５０名とお聞きした参加者数もなるほどと
思った次第です。研究事業の取り組みは，平成２２年５月に開催いたしました，連絡協議会で佐々木文江先生か
ら１年目の取り組みを報告いただきましたが，２年目はさらに内容を深化いただき，道徳の研究取り組みと融
合していただき，しっかりと，こどもたちの心に寄り添った展開がなされているように感じました。子どもた
ちの元気な笑顔を見させていただき，この事業を受けていただき大変ご苦労があったとは思いながら，うれし
い気持ちで学校をあとにさせていただきました。（藤居正博）
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訪問記⑦ 栃木県栃木市立家中小学校（平成２２年１１月２５日）

学校の創立は明治２０年３月４日の家中尋常小学校開校が始まりと
いう創立１３７年目のたいへん歴史のある学校でした。小学校の立地
状況は，周囲に田んぼがあるのどかな田園風景の中でした。平成１３
年に「よい歯の学校等コンクール県議会賞，歯科医師会長賞受賞」

１４年に「全日本学校歯科保健優
良校受賞」され「２１，２２年度生
活習慣病予防を目指した歯・口
の研究つくり調査研究事業」の
指定を受けられました。児童数は，総計２４４名で特別支援学級が２クラス
あり生徒は６名。２，３，５学年が１クラス。男子１４２名，女子１０２名です。
学校歯科医の早乙女雅彦先生の熱心な，地道な指導により口腔環境が経年
的に随分良い方向に向いてきたと学校関係者はおっしゃっていました。

職員の口腔健康診断も実施されていて，子どもたちと同じ目線でこの事業に取り組むことが出来たとのこと
でした。空き教室を利用して「歯の博物館」の如き資料室が設置されていて誰でも自由に出入りでき，「歯の
実物」，地域の薬品店から寄贈された「歯ブラシ，歯磨剤」や，自分が読み興味を持った「歯にまつわる記事」
などが展示されていました。子どもたちが手作りした「歯みがきカルタ」はたいへんな力作でした。研究主題
として「自分の生活を見つめ，生き生きと活動できる子どもの育成～歯・口の健康つくりをとおして～」が掲
げられた研究発表会は，１，２，４，６年の４クラスで行われ，それぞれ今までの研究成果が生き生きと発表さ
れていました。学校歯科医の早乙女先生の診療室を総合学習の一環として体験する子どもたちが，診療する側
からの視点で歯科を見る姿がすがすがしく思われました。公開授業を終えて，協議会が来賓，主催者，学校関
係者，総計約１２０名の参加で開催されました。養護教諭がいままでの取り組みを中心に発表され，早乙女学校
歯科医から追加，補足説明がなされ参加者から「学校歯科医との連携のとりかた」，「保護者との好ましい連携
の取り方」，「年間計画の中でどのようにしてやりくりしたか？」など質問がなされました。
総じて言えることは，学校歯科医の地道な積み重ねと学校長はじめ教職
員の一致団結した協力体制によるところが大きいということです。さらに
は，学校保健委員会の存在です。
田島英司校長が「今回の指定を受けて，学校全体さらには保護者も交え
て歯の健康について改めて考え，実行出来ることが出来て大変良かった。
今後も早乙女先生の指導を受けこの運動を続けていきたい」と言われたこ
とが印象に残りました。（金森市造）
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訪問記⑧ 和歌山県有田郡有田川町立八幡小学校（平成２２年１２月２日）

有田川町は３町が合併した町で，小学校が１５校ある地域でした。その
１校である，八幡小学校の研究発表会に１２月２日（木）に訪問させてい
ただきました。八幡小学校は明治７年創立の歴史がある学校で，児童数
５２名，学級数５（一部複式学級）の小規模な学校で清水地区の家屋に囲
まれた高台にあり，校区は統廃合により，遠方よりの児童も多くいると
のことでした。訪れさせていただいた時は，ちょうど掃除の時間で，多
くの子どもたちが，お客さんを迎える意味も含めて，丁寧に掃きながら
も，次々に訪れた私たちにあいさつを元気良くしてくれました。昨年，
改装工事をされたとのことで，同席されていた，有田川町楠木茂教育長も「教育には，お金がかかる，しか
し，皆が頑張っているお陰で，有田川町は全国学習学力調査で秋田県より上位にある」と胸を張っておられま
した。授業を参観させていただくと，一学年１０名前後の児童数で，教員とまさに，学びあいの場ということが
感じられる授業で，教室に入りきらないほどの参観者も授業に一緒に参加されていました。
研究発表会では，研究主任の中井 伸先生が体調を崩され，入院中とのことで，児童，教職員，保護者の

方々が力を合わせ，参加者に研究の成果と内容を理解できるように各公
開授業のねらいや評価の観点，学習の展開を記した学習指導案をはじ
め，各所に工夫に努めていただいたのが，はじめて訪問させていただい
た私には，たいへんありがたく存じました。関係していただいている全
ての人が，どうすれば今回の委嘱が子どもたちの成長につながるかと，
それぞれの立場で考え協力されており，矢口政明校長が「うちの子ども
たちの姿をお伝えください」といわれた，取り組みの成果と自信は，子
どもたちの宝となるであろうと思われました。（藤居正博）

井上美津子

戸田芳雄

田村道子

歯・口の健康つくりを中核とした健康な生活習慣の形成は，心身の
健康づくりの入り口であり，新学習指導要領で目指している確かな学力や
豊かな心をはぐくむ基盤となります。２年間の指定校・地域の取組が継続
され，各地域等に大きく広がることを期待しています。

本事業に取り組まれた推進校の関係者の皆様，ありがとうございました。
各学校で得られた成果や子どもたち・保護者・教職員の方々の取組の様子・
笑顔などを見られるのが大変嬉しいです。また，事業で得たものが今後の
健康づくりに活かされますよう切に願っております。

平成１９・２０年度に引き続き２１・２２年度も委員長を
務めさせていただきました。推進校への講演や見学で，
歯・口の健康つくりを通して学校での歯科保健や食育が
推進されている様子が実感されました。
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苅部 充

各校の実践を聞かせてもらうと「なるほど」「そうか……」と
感心させられました。歯・口の健康つくりを窓口にして，全教育活動の中で
展開していることがわかりとても感動しましました。私自身勉強させて
いただきました。ありがとうございました。

野原則子

岡崎好秀

各学校で実践している具体的な事例を，近隣の学校
に広めていただければと思います。一校の実践は点です。
二校の実践で線になり，三校の実践で面になります。

星野 豊

田中英一

金森市造

藤居正博

担当理事として本委員会に携わり素晴らしい先生方と出会い多くの事を
学ばせていただきました。子どもたちの健全な育成を目指した本事業がさら
に充実，発展するように今後とも尽力したいと考えています。

今井健二

大きな事業に参加させていただき，大変勉強になりました。生活習慣病
予防は学校歯科保健の究極の目標だと考えます。行政，学校側のベテランの
先生方の協力を得て，この事業が発展することが大事だと思っております。

本委員会より歯と口の健康つくり指定校の発表会に赴いた。これまでも
数回赴いたが，その度に“役得だ!”と思うことがある。それは，公開授業
を見学させていただくことである。これが実に勉強になる。教師がどのように子ど
もたちに教えているかが非常によくわかる。教師は，教育のプロである。学校歯科
医は，公開授業等に出かけ伝え方のノウハウを学ぶことで，学校のみならず
地域や診療室における保健指導においても役立つように思う。

多くの学校・地域で歯・口の健康つくりにお取り組み
いただきありがとうございます。出会い，ふれあい，
笑顔，そしてすばらしい成果に感謝‼

推進指定校を訪問させていただき歯・口の学校歯科保健事業の取組みに
各関係者の熱心さがひしひしと伝わってきました。特に担当学校歯科医の物心両
面にわたる支援協力には頭が下がる思いです。

学校歯科保健にさまざまな立場から関わっている委員の皆さんと仕事
をさせていただきこの事業の重要性を確認することのできた２年間でした。
また，実践校にうかがい，現場の苦労や工夫を凝らした取り組みなどに直接
触れる機会を持つことができ，学校歯科保健の楽しさを実感しました!
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推進校（地域）一覧

№ 都道府県・
指定都市名 推進学校もしくは中核となる学校名 〒 住 所 TEL

１ 北 海 道 七飯町立大沼小学校 ０４１‐１３５４ 北海道亀田郡七飯町字大沼町４２９－２ ０１３８－６７－２０３１
２ 青 森 県 三沢市立三川目小学校 ０３３‐０１３３ 青森県三沢市鹿中２－１４５－４５９ ０１７６－５４－２００４
３ 岩 手 県 花巻市立若葉小学校 ０２５‐００９７ 岩手県花巻市若葉町２－１７－３０ ０１９８－２３－３３０５
４ 秋 田 県 仙北市立中川小学校 ０１４‐０３４６ 秋田県仙北市角館町川原中道４１ ０１８７－５３－２２８６
５ 宮 城 県 宮城県立支援学校小牛田高等学園 ９８７‐０００５ 宮城県遠田郡美里町北浦字船入１番地 ０２２９－３２－２１１２
６ 山 形 県 大蔵村立大蔵小学校 ９９６‐０２１２ 山形県最上郡大蔵村大字清水２６８８ ０２３３－７５－２２１０
７ 茨 城 県 城里町立沢山小学校 ３１１‐４３４３ 茨城県東茨城郡城里町下阿野沢１５６ ０２９－２８９－２００４
８ 栃 木 県 栃木市立家中小学校 ３２８‐０１１１ 栃木県栃木市都賀町家中２７４０ ０２８２－２７－２３６７
９ 群 馬 県 館林市立美園小学校 ３７４‐００３９ 群馬県館林市美園町２７－１ ０２７６－７２－８０８８
１０ 千 葉 県 市川市立北方小学校 ２７２‐０８１１ 千葉県市川市北方町４－１３５６－１ ０４７－３３９－１７０１
１１ 埼 玉 県 川越市立東中学校 ３５０‐００２１ 埼玉県川越市大字小中居２７８ ０４９－２３５－２７３１
１２ 東 京 都 府中市立小柳幼稚園 １８３‐００１３ 東京都府中市小柳町６－２３ ０４２－３６５－５７０９
１３ 山 梨 県 富士河口湖町立小立小学校 ４０１‐０３０２ 山梨県南都留郡河口湖町小立２４４６ ０５５５－７２－１５１２
１４ 長 野 県 信濃町立古間小学校 ３８９‐１３１２ 長野県上水内郡信濃町大字富濃１９４５－２ ０２６－２５５－２２０８
１５ 新 潟 県 田上町立羽生田小学校 ９５９‐１５１２ 新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田乙５５５ ０２５６－５７－２０１７
１６ 愛 知 県 稲沢市立片原一色小学校 ４９２‐８３７２ 愛知県稲沢市一色中屋敷町６４番地 ０５８７－３６－０２６４
１７ 岐 阜 県 羽島郡笠松町立笠松小学校 ５０１‐６０７３ 岐阜県羽島郡笠松町下新町８７番地 ０５８－３８８－０１０１
１８ 石 川 県 輪島市立三井小学校 ９２９‐２３６３ 石川県輪島市三井町興徳寺１０字２９番地 ０７６８－２６－１１１０
１９ 福 井 県 越前市味真野小学校 ９１５‐００２３ 福井県越前市池泉町９－１ ０７７８－２７－１３２３
２０ 富 山 県 富山市立水橋西部小学校 ９３９‐３５１５ 富山県富山市水橋辻ヶ堂１９１９－２ ０７６－４７８－００６７
２１ 滋 賀 県 蒲生郡竜王町立竜王中学校 ５２０‐２１５４ 滋賀県蒲生郡竜王町橋本１５番地 ０７４８－５８－００２１
２２ 和 歌 山 県 有田川町立八幡小学校 ６４３‐０５２１ 和歌山県有田郡有田町清水２７４－１ ０７３７－２５－００１５
２３ 京 都 府 八幡市立くすのき小学校 ６１４‐８３６５ 京都府八幡市男山金振９番地 ０７５－９８１－０１０８
２４ 大 阪 府 豊能町立吉川小学校 ５６３‐０１０１ 大阪府豊能郡豊能町吉川４１９ ０７２－７３８－０８４３
２５ 兵 庫 県 美方郡香美町立射添小学校 ６６７‐１３６６ 兵庫県美方郡香美町村岡区川会３８番地 ０７９６－９５－０００４
２６ 岡 山 県 津山市立西小学校 ７０８‐０００６ 岡山県津山市小田中１３６０ ０８６８－２２－９１９４
２７ 鳥 取 県 鳥取市立気高中学校 ６８９‐０３３１ 鳥取県鳥取市気高町浜村７８４－５１ ０８５７－８２－０１１８
２８ 広 島 県 呉市立昭和東小学校 ７３７‐０９２１ 広島県呉市苗代町３９－２ ０８２３－３３－０１０８
２９ 島 根 県 大田市立久屋小学校 ６９４‐００２４ 島根県大田市久利町久利７９４－２ ０８５４－８２－１０４３
３０ 徳 島 県 三好市立馬路小学校 ７７８‐５２５２ 徳島県三好市池田町馬路立石３３番地１ ０８８３－７４－０４６０
３１ 香 川 県 観音寺市立萩原小学校 ７６４‐１６１４ 香川県観音寺市大野原町萩原２３５４番地 ０８７５－５４－２０７９
３２ 愛 媛 県 新居浜市立角野小学校 ７９２‐０８４１ 愛媛県新居浜市中筋町２－７－１０ ０８９７－４３－７１４１
３３ 高 知 県 高知県立小津高等学校 ７８０‐０９１６ 高知県高知市城北町１－１４ ０８８－８２２－５２７０
３４ 福 岡 県 大野城市立御笠の森小学校 ８１６‐０９１２ 福岡県大野城市御笠川１－７－１ ０９２－５０４－１４３１
３５ 佐 賀 県 多久市立南部小学校 ８４６‐００２４ 佐賀県多久市南多久町大字下多久６１０３－２ ０９５２－７６－２３３２
３６ 大 分 県 大分市立明野西小学校 ８７０‐０１６３ 大分県大分市明野南２－６－１ ０９７－５５８－０９２４
３７ 熊 本 県 津奈木町立津奈木小学校 ８６９‐５６０３ 熊本県葦北郡津奈木町大字岩城１４７０ ０９６６－７８－２００８
３８ 鹿 児 島 県 大崎町立大崎中学校 ８９９‐７３０５ 鹿児島県曽於郡大崎町假宿１６９９－１ ０９９－４７６－００１３
３９ 札 幌 市 札幌市立らいらっく幼稚園 ００４‐００４１ 北海道札幌市厚別区大谷地東５－８－２ ０１１－８９２－４４０１
４０ さいたま市 さいたま市立和土小学校 ３３９‐００３３ 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷１３５３番地 ０４８－７９８－０２０８
４１ 横 浜 市 横浜市立神大寺小学校 ２２１‐０８０１ 神奈川県横浜市神奈川区神大寺３－３４－１ ０４５－４９１－９４７８
４２ 名 古 屋 市 名古屋市立川名中学校 ４６６‐０８２２ 愛知県名古屋市昭和区楽園町９３ ０５２－８３２－２２３０
４３ 京 都 市 京都市立祥豊小学校 ６０１‐８３１９ 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町２３ ０７５－６９１－２４８６
４４ 大 阪 市 大阪市立宮原小学校 ５３２‐０００５ 大阪府大阪市淀川区三国本町１－１６－４４ ０６－６３９９－４２３３
４５ 神 戸 市 神戸市立和田岬小学校 ６５２‐０８６３ 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通６－１－１８ ０７８－６７１－１１０５
４６ 福 岡 市 福岡市立那珂小学校 ８１２‐０８９３ 福岡県福岡市博多区那珂３丁目１０－１ ０９２－４３１－４９７９
４７ 北 九 州 市 北九州市立高見小学校 ８０５‐００１６ 福岡県北九州市八幡東区高見４－１－１ ０９３－６５１－０７４６
４８ 新 潟 市 新潟市立亀田小学校 ９５０‐９１２５ 新潟県新潟市江南区亀田新明町１－１－４６ ０２５－３８１－６１２４
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地区
小学校低学年の部（１～３年生） 小学校高学年の部（４～６年生） 中学校の部

学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名

北海道 新ひだか町立延出小学校 ３ ◎幌 村 真 紀 釧路市立鳥取西小学校 ６ 岩 間 知 代 ─ － ─
札幌市 札幌市立札苗緑小学校 １ 五十嵐 海 音 札幌市立厚別西小学校 ６ 山 下 華 穂 札幌市立栄南中学校 ３ 川 畑 言 葉
青森県 八戸市立種差小学校 ３ 高 橋 千 尋 八戸市立明治小学校 ６ 三 浦 聖 太 弘前市立第一中学校 ３ 水 口 春 佳
岩手県 大船渡市立吉浜小学校 １ 小 坪 由 茉 一戸町立一戸南小学校 ５ 髙 田 優 夏 一戸町立一戸中学校 ３ 武 田 美雅子
秋田県 鹿角市立十和田小学校 ３ 畠 山 隆 明 三種町立湖北小学校 ５ 日 諸 穂乃里 能代市立能代第一中学校 ２ 五代儀 未 来
宮城県 栗原市立鳥矢崎小学校 ２ 佐 藤 愛 華 栗原市立鳥矢崎小学校 ５ 二本木 千 夏 大崎市立古川北中学校 １ 佐々木 雪 和
山形県 鶴岡市立朝日大泉小学校 １ 大 滝 楓 人 戸沢村立角川小学校 ５ 田 中 郁 望 山形市立第四中学校 ３ 國 分 瑞 生
福島県 南相馬市立原町第三小学校 ３ 福 山 雄 紀 白河市立みさか小学校 ６ 小 峰 光 由 矢吹町立矢吹中学校 １ 影 山 沙 絵
茨城県 行方市立羽生小学校 ３ 狩 谷 健 太 ─ － ─ 筑西市立協和中学校 ３ 佐 藤 悠
栃木県 栃木市立国府南小学校 ３ 渡 辺 礼 恩 佐野市立葛生小学校 ６ 松 浦 遥 那須塩原市立西那須野中学校 ３ 広 瀬 智 美
群馬県 館林市立第二小学校 ２ 上 野 颯 太 沼田市立沼田小学校 ５ 石 井 美 希 渋川市立渋川北中学校 ３ 福 本 晴 香
千葉県 流山市立江戸川台小学校 ３ 石 垣 和 真 旭市立三川小学校 ６ 岩 井 琴 音 南房総市立和田中学校 ３ 椎 橋 咲絵子
埼玉県 さいたま市立大門小学校 ３ 市 川 遙 加須市立水深小学校 ５ 工 藤 鮎 香 川越市立南古谷中学校 ２ 天 野 由 貴
東京都 中央区立豊海小学校 ２ 大 野 千 尋 江戸川区立鹿骨東小学校 ４ 鈴 木 萌 品川区立冨士見台中学校 ９ 石 井 丈 裕
神奈川県 横浜市立小山台小学校 １ 山 口 眞 虎 横須賀市立明浜小学校 ４ 櫃 本 由 風 厚木市立厚木中学校 ３ 小 林 真 緒
川崎市 川崎市立木月小学校 ２ 竹 山 祐 希 川崎市立井田小学校 ５ 関 有理沙 川崎市立野川中学校 ２ 山 﨑 野乃花
山梨県 笛吹市立石和北小学校 ３ 松 川 敬 山梨県立ろう学校 ５ ◎渡 邊 大 士 甲府市立北中学校 ３ 中 込 紗央里
長野県 長野市立通明小学校 ３ 南 沢 彪 向 伊那市立美篶小学校 ６ 河 手 明 久 飯田市立鼎中学校 ３ 澤 栁 英 里
新潟県 佐渡市立加茂小学校 １ ほうり ゆうすけ 佐渡市立小倉小学校 ４ ★半 田 拓 斗 柏崎市立鏡が沖中学校 ２ 浦 澤 菜 月
静岡県 伊東市立宇佐美小学校 ３ 三 島 俊 平 周智郡森町立森小学校 ６ ◎鈴 木 美 森 熱海市立熱海中学校 ３ 露 木 沙 耶
愛知県 江南市立草井小学校 ３ 武 馬 杏 樹 南知多町立師崎小学校 ５ 杉 本 彰 太 ─ － ─
名古屋市 名古屋市立東志賀小学校 ３ 山 田 夏 凜 名古屋市立荒子小学校 ４ 神 戸 華 那 名古屋市立植田中学校 ２ ◎玉 村 美沙子
岐阜県 大垣市立東小学校 ２ 山 岡 賢 大 大垣市立青墓小学校 ５ 河 瀬 みなみ ─ － ─
三重県 伊勢市立明倫小学校 ２ ◎福 永 雄 斗 松阪市立米ノ庄小学校 ４ 高 橋 優 輝 尾鷲市立尾鷲中学校 ３ 中 子 満由那
石川県 小松市立那谷小学校 ３ 寺 西 玄 気 珠洲市立宝立小学校 ４ 柴 田 紗 彩 ─ － ─
福井県 敦賀市立敦賀北小学校 ２ 樫 尾 咲 良 坂井市立春江小学校 ６ 檪 原 春 奈 ─ － ─
富山県 魚津市立本江小学校 １ 三 田 成 黒部市立荻生小学校 ６ 川 上 玲 奈 南砺市立井波中学校 ３ 野 村 茜
滋賀県 草津市立老上小学校 ３ 中 村 匠 汰 大津市立真野北小学校 ６ 中 井 政 貴 東近江市立聖徳中学校 ２ 小 澤 友 加
和歌山県 古座川町立明神小学校 ２ 山 口 竜 紀美野町立小川小学校 ４ 吉 野 快 音 田辺市立明洋中学校 ２ 新 治 星 也
奈良県 山添村立やまぞえ小学校 ３ 坂 本 裕 樹 斑鳩町立斑鳩東小学校 ６ 桑 本 風 香 平群町立平群中学校 １ 石 川 智 香
京都府 綾部市立西八田小学校 ３ 村 木 琢 磨 京都市立朱雀第六小学校 ６ 張 暁 京都市立烏丸中学校 ３ 熊 﨑 綾 乃
大阪府 箕面市立西南小学校 ２ 葉 玉 凜 星 堺市立東陶器小学校 ４ 曲 山 鈴 寝屋川市立第二中学校 ３ 石 井 絵 麻
大阪市 大阪市立関目東小学校 １ 川 邉 萌 大阪市立平尾小学校 ５ 浅利 なでし子 大阪市立昭和中学校 １ ◎荻 須 俊
兵庫県 加古川市立西神吉小学校 ２ 井 上 美 咲 加古川市立氷丘南小学校 ４ 円 満 真 夕 ─ － ─
神戸市 神戸市立若草小学校 ２ 眞 海 颯 神戸市立小寺小学校 ５ 楠 山 恵実梨 ─ － ─
岡山県 矢掛町立川面小学校 ２ 堀 川 杏 実 倉敷市立乙島小学校 ５ 安 藤 麻 妃 新見市立熊谷中学校 ２ 田 原 早央莉
鳥取県 南部町立西伯小学校 ３ 潮 七 星 北栄町立北条小学校 ６ 岩 本 菜 穂 米子市立後藤ヶ丘中学校 ３ 松 本 はるな
広島県 呉市立昭和北小学校 ２ 石 地 妃佳里 尾道市立重井小学校 ６ 吉 田 里 夢 呉市立警固屋中学校 ２ 宮 原 涼 音
島根県 江津市立松平小学校 １ 湯 谷 真 生 出雲市立大社小学校 ４ 大 國 雄 史 邑南町立石見中学校 ３ 沖 摂 奈
山口県 下関市立川中小学校 １ ◎曽 根 万菜莉 平生町立佐賀小学校 ４ 大内山 万 葉 岩国市立岩国中学校 ２ 石 田 園 子
徳島県 阿波市立林小学校 ２ 長 光 優 成 三好市立白地小学校 ６ 梅 本 実 知 阿南市立阿南第二中学校 ３ ★吉 積 惟 代
香川県 高松市立中央小学校 １ 北 野 あゆな 坂出市立加茂小学校 ６ 寄 川 匠 東かがわ市立白鳥中学校 ３ 濱 田 夢 生
愛媛県 西予市立野村小学校 １ 長 橋 菜野美 西予市立俵津小学校 ４ 中 居 大 地 松山市立南中学校 ２ 山 路 京 香
高知県 香美市立大栃小学校 １ 滝 口 莉 菜 宿毛市立栄喜小学校 ４ 九 谷 英 治 安田町立安田中学校 ３ 齊 藤 あいみ
福岡県 行橋市立延永小学校 ３ 前 田 優 心 久留米市立合川小学校 ５ 齋 藤 愛 八女市立西中学校 ３ 小 林 史 佳
福岡市 福岡市立東光小学校 ２ 竹 中 志 騎 福岡市立高宮小学校 ５ 柳 澤 ひより 福岡市立筑紫丘中学校 ２ 山 田 千 尋
佐賀県 佐賀市立金立小学校 １ 一 木 海 斗 佐賀県立ろう学校小学部 ６ 森 翔 太 佐賀市立金泉中学校 １ 山 口 つばさ
長崎県 雲仙市立神代小学校 ２ 細 田 咲 侑 諫早市立小栗小学校 ４ 大 野 由 佳 対馬市立久田中学校 ２ 井 康 成
大分県 国東市立安岐中央小学校 １ 南 俊 輔 津久見市立津久見小学校 ５ 髙 司 大 舟 日田市立東部中学校 ２ 手 嶋 良 介
熊本県 玉名市立大野小学校 ２ 竹 原 愁 真 山都町立馬見原小学校 ５ 山 本 勇 斗 ─ － ─
宮崎県 宮崎市立本郷小学校 ２ 本 尭 舜 宮崎市立大久保小学校 ６ 黒 木 宥 衣 宮崎市立東大宮中学校 ３ 中 原 月
鹿児島県 薩摩川内市立手打小学校 １ 日笠山 輝 奄美市立佐仁小学校 ６ 熊 本 春 樹 姶良市立帖佐中学校 ３ 有 村 瑠 華
沖縄県 石垣市立登野城小学校 ２ 大 浜 朋 笑 那覇市立松島小学校 ５ 徳 永 沙 耶 宮古島市立上野中学校 ３ 砂 川 美 穂

応募数 ５３ ５２ ４５

総応募数 １５０点（★＝最優秀賞２点，◎＝優秀賞７点，無印＝佳作１４１点）



84

平成２２年度歯・口の健康啓発標語コンクール入選作品一覧

地 区 学 校 名 学年 氏 名 作 品

北 海 道 ─
札 幌 市 ─
青 森 県 むつ市立脇野沢中学校 ３ 東 谷 拓 門 みがきます 心も体も ぼくは歯も
岩 手 県 盛岡市立河北小学校 １ 稲 田 輝良里 でてきたよ ちょこんとしろい おとなのは
秋 田 県 三種町立森岳小学校 ４ 中 田 響 歯みがきで いい歯 かめる子 元気な子
宮 城 県 仙台市立枡江小学校 １ 佐 藤 英 丞 わっはっはっ みんな白い歯 いいえがお
山 形 県 大石田町立大石田中学校 ３ 寺 嵜 茉成美 噛む力 生きる力に 大変身
福 島 県 須賀川市立第一小学校 １ 小 山 咲 姫 ぼくの「は」は ぼくがまもるよ はみがきで
茨 城 県 ─
栃 木 県 高根沢町立北小学校 ５ 永 井 夢 華 目指そうよ 白い歯キラリの 八十才
群 馬 県 高崎市立吉井小学校 １ 橳 島 あ い ねるまえに おくちのなかも おかたづけ
千 葉 県 四街道市立四街道小学校 ５ 押 本 夏 佳 私の歯 ゆめをかなえる 宝物
埼 玉 県 久喜市立青毛小学校 １ 森 岡 航 ぼくキーパー むしばのシュート とめてやる!
東 京 都 千代田区立神田一橋中学校 ３ 吉 田 理 茂 キレイな歯 あなたの心 映しだす
神奈川県 相模原市立津久井中央小学校 ６ 唐 澤 佑 輔 歯を磨き 今日も元気に いってきまーす
川 崎 市 川崎市立西高津中学校 ２ 滝 澤 亜紗美 味わって 食べる楽しみ 丈夫な歯
山 梨 県 南アルプス市立白根巨摩中学校 ２ 米 山 莉 奈 ★みがこうよ 未来へ繋げる じょうぶな歯
長 野 県 ─
新 潟 県 柏崎市立田尻小学校 ６ 中 澤 花 歯は命 あなたの健康 支えてる
静 岡 県 御殿場市立御殿場小学校 ５ 鎌 野 佑 衣 人生を キラキラ光る 歯と共に
愛 知 県 ─
名古屋市 名古屋市立桜丘中学校 ３ 大 嶋 湧 香 歯をみがこう 笑顔もみがこう ワッ歯ッ歯‼
岐 阜 県 ─
三 重 県 ─
石 川 県 ─
福 井 県 ─
富 山 県 ─
滋 賀 県 近江八幡市立安土中学校 ３ 渡 辺 朱 音 マジいやや むし歯なったら 痛すぎやん
和歌山県 田辺市立上秋津小学校 ５ 田 中 優 みがこうよ 心とともに 自分の歯
奈 良 県 桜井市立桜井南小学校 ６ 辻 野 華奈子 かがやく 笑顔は 歯の力
京 都 府 ─
大 阪 府 貝塚市立中央小学校 １ 大 西 頼 辰 よくかんで つくろう つよいはつよいあご
大 阪 市 大阪市立長吉六反中学校 ２ 川原田 紗 希 鍛えよう 強い心と 大事な歯
兵 庫 県 ─
神 戸 市 ─
岡 山 県 ─
鳥 取 県 鳥取市立用瀬小学校 ３ 小 林 乃 愛 歯がぬけた こんどはわくわく 大人の歯
広 島 県 福山市立東村小学校 ６ 大 西 賢 尚 きれいな歯 未来の自分へ プレゼント
島 根 県 松江市立城北小学校 ６ 岩 田 百 華 一生 一緒 永久歯
山 口 県 柳井市立神西小学校 ６ 宮 地 宏 知 丈夫な歯 守ろう元気の パートナー
徳 島 県 美馬市立脇町小学校 ４ 池 上 遥 かむことで みんなの体 生き生きと
香 川 県 さぬき市立神前小学校 ６ 冨 田 奈 々 強い歯で しっかりかんで むし歯ゼロ
愛 媛 県 大 洲 市 立 平 小 学 校 ２ 中 西 春 人 むしばきん ぼくの口には いばしょなし
高 知 県 四万十町立窪川小学校 ６ 石 本 天 真 ぼくまねて 妹みがく 小さな歯
福 岡 県 遠賀町立遠賀南中学校 １ 伊 東 享 志 きれいな歯 一生一緒のパートナー
福 岡 市 福岡市立西高宮小学校 ５ 梶 山 梓 きれいな歯 きれいな心 大切に‼
佐 賀 県 佐賀市立金泉中学校 ２ 副 島 由 稀 歯の手入れ 命を守る 第一歩
長 崎 県 大村市立富の原小学校 ６ 小 淵 秋 穂 シャカシャカと 歯と歯ブラシの 演奏会
大 分 県 ─
熊 本 県 ─
宮 崎 県 宮崎市立赤江東中学校 １ 北 川 達 也 笑ってる きれいなその歯の 君が好き
鹿児島県 伊佐市立山野小学校 ３ 小 橋 真優理 けんこうは よくかむじょうぶな 歯が大事
沖 縄 県 那覇市立石田中学校 ３ 長 嶺 勝 麿 青い空 笑顔と白い歯 光ってる

総応募数 ３７

★＝最優秀賞作品 無印＝代表賞作品 ─印＝応募なし
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●今年度も，全国学校歯科保健研究大会に参加した。シンポジウムの質疑応答で，地元の学校
歯科医と思しき老紳士がシンポジストの星野校長の熱心な活動を讃えるとともに，「彼のよう
な熱血校長の下で存分に校医人生を全うしたかった」と語った姿が印象的だった。それぞれの
立場が学校歯科保健活動の向上を求めているのは明白なのに，互いに遠慮のようなもの（？）
が介在している。それぞれが，あともう一歩垣根を越えれば「学校・家庭・地域社会の連携」
が進む。学校歯科保健の充実は，すぐ手の届くところにある。 （藤田俊也）

●今年度も歯の衛生週間に全国の小・中学生から提出された図画・ポスター総数は，いったい
どのくらいの枚数でしょうか。また多くの作品を選考する立場からは，選考基準の難しさにい
つも悩まされます。第７４回全国学校歯科保健研究大会に展示された最優秀・優秀賞の９作品も
多種多様な画風で思わず目を奪われました。大会を通じて各地域における教育委員会・学校・
PTA・学校歯科医間における諸事項の時差が課題であると考察しますが，とりわけ市町村の
教育委員会・学校・家庭・学校歯科医との連携が非常に重要であり，児童虐待やネグレクトの
防止にも繋がるでしょう。 （草栁英二）

●今年度も全国学校歯科保健研究大会に参加をしてまいりました。当日（初日）は雨が降って
おり，肌寒かったのですが，会場内は多数の参加者の熱気で沸いておりました。中でも，アト
ラクションの津軽三味線・和太鼓とその後のシンポジウムは特に熱いものがありました。２日
目，実践発表と領域別研究協議会の聴講をしてまいりました。領域別研究協議会は５つの部会
に分かれて各々の会場で基調講演と研究発表が行われます。同時進行で行われますので，１つ
の部会だけを聴講するのがふつうですが，私は抄録をよく読んで，聴きたい講演をはしごしま
した。しかし，会場間が離れていたので少し疲れました。 （蔭山俊一）

●平成２１年４月から施行された学校保健安全法への改正に伴って，学校歯科医は子どもたちに
保健管理，保健指導，保健教育はもちろん教育的立場から，時代にあった社会環境，生活様式
の変化に伴うストレス，喘息，食物アレルギー，薬物の乱用，生活習慣病，デンタルネグレク
ト，虐待，喫煙問題等子どもについて悪影響となることについても考えていく必要がある。学
校医，学校歯科医，学校薬剤師，地域医療機関，関係諸団体が連携を図るネットワークが必要
である。教職員の一員として子どもたちと信頼関係を持つ必要がある。 （辻本宣一）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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